
［Ⅰ］総合研究報告 

1



令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

総合研究報告書 

 

我が国における公衆衛生学的観点からの健康診査の評価に資する研究 

 

研究代表者 山岸 良匡  筑波大学医学医療系 教授 

研究分担者 小久保 喜弘 国立循環器病研究センター 特任部長 

 

研究要旨  

 本研究では、効果的な健康診査項目の検討や制度の見直しに向けた議論に資するエビデンスを創出す

るため、既存の健康診査制度や項目について、健康診査が満たすべき要件に沿ってエビデンスを整理し、

ライフステージや性別に応じた健康の観点と照らし合わせることで不足している内容がないかを検証す

ることを目的としている。特に、各健康診査制度について、系統的・網羅的に評価を行い、健診・検診

項目や、事後措置も含めた健康診査のシステム全体について、ライフステージや性別に応じた健康の観

点と照らし合わせて検証し、わが国の健康診査制度の全体像を評価する。そうすることによって、わが

国の健康診査制度のあり方に関して、ライフコースの観点からの提言につなげる。 

 具体的な研究課題として、評価の参考とするにあたり諸外国における健診制度と健診評価システ

ムに関する文献レビューを行うとともに、現行の 14 の健診制度（妊婦健診、産婦健診、出生時検

診（先天性代謝異常、聴覚検査）、乳幼児健診、学校健診、職域健診、特定健康診査、後期高齢者健

診、歯周病検診、後期高齢者歯科健診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、がん検診）について、

制度上の位置づけや国の考え方を整理した。また、効果的な健康診査項目の検討や制度の見直しに

向けた議論に資するエビデンスを創出するため、各健診制度における個別の健診項目のエビデンス

の整理を行った。さらに、現行の各健診制度ごとに、18の要件及び本研究班で新たに追加した5つ

の要件を加えた 23 の要件に沿った評価表を作成した。これらに基づいて、国民の健康の維持につ

ながるライフコースを通じた健診・検診制度のありかたについての提言をまとめた。 

Ａ．研究目的 

健康診査は、疾病の早期発見・早期治療や、

健康診査後の保健指導等により、疾病の発症や

重症化の予防、さらに生涯にわたる健康増進へ

の自主的な努力を促進する観点から実施するも

のとされ、その目的と特性から「健診」と「検診」に

大別される（平成 26 年厚生労働省告示第 242

号）。わが国においては、母子保健法による妊産

婦・乳幼児健診、学校保健安全法に基づく学校

健診、労働安全衛生法による事業所健診（職域

健診）、高齢者医療確保法に基づく特定健診

（地域健診）等、各法令に定められる目的に基づ

き、健康診査が行われている。また、健康増進法

に基づく健康増進事業として市町村が任意で実

施する健康診査として歯周病検診、後期高齢者

歯科健診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、

がん検診などが行われている。 

令和 6 年度より開始される健康日本 21（第三

次）の基本的な方向として、個人の行動と健康状
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態の改善が挙げられており、その目標として特定

健康診査やがん検診、骨粗鬆症検診の受診率

の向上なども設定されている。また、ライフコース

アプローチを踏まえた健康づくりが挙げられてお

り、個人の行動と健康状態の改善を含む健康日

本 21（第三次）の基本的な方向に掲げる各要素

を様々なライフステージにおいて享受できること

がより重要となるとされており、わが国における健

診の重要性は高まっているといえる。 

各健診はエビデンスに基づいて実施されてお

り、一例として、特定健康診査では、2023 年 3 月

31 日には、「標準的な健診・保健指導プログラム

（令和 6 年度版）」（厚生労働省, 2023）が公開さ

れるなど、2008 年度(第１期)に開始されて以降、

2024 年(第４期)の現在まで定期的に評価が実施

されている健診がある一方、制度導入当時のエ

ビデンスに基づいた健診もあり、人生を通したラ

イフステージや性別に応じた健康の観点から、健

診の在り方が包括的に検討されたとは必ずしも

言えない。これらの個々の健診・検診制度はすで

に導入から十年以上経過し、制度自体は定着し

ていることから、本研究において、健康診査の評

価を総合的に行うこととした。 

その評価方法として、WHO では 1968 年に

Wilson と Jungner が 10 項目の健康診査計画基

準を作成した（Public Health Paper Number 34, 

1968）。また、英国の健康診査基準は、健康事象、

検査、治療・介入、健診・検診プログラム、実施基

準という 5 つのカテゴリーで、合計 20 項目により

構成されている（UK Government, 2015）。米国保

健省は、US Preventive Services Task Force とい

う予防医学サービスを評価するシステムが導入さ

れている。わが国では、厚生科学審議会健康診

査等専門委員会における検討に基づいて、令和

2 年に「健康増進事業実施者に対する健康診査

の実施等に関する指針」が改正され（令和２年厚

生労働省告示第三十七号）、「健診」と「検診」の

考え方や、健康診査が満たすべき 18 の要件が

制定された。しかし、US Preventive Services Task 

Forceのような予防医学サービスを対象に評価す

るシステムはわが国にはなく、上記の 18 の要件

に沿って現行の健康診査を評価した研究は見当

たらない。 

そこで、本研究では、効果的な健康診査項目

の検討や制度の見直しに向けた議論に資するエ

ビデンスを創出するため、現行の 14 の健康診査

制度や項目について、以下の点についての検討

を行った。 

まず、米国、英国、カナダ、オーストラリア、韓

国、シンガポール、中国、台湾の８つの国や地域

を対象に、諸外国の健診制度とそれに関する医

療制度、またそれらの評価システムに関するレビ

ューを行った（資料１）。 

加えて、わが国の健診制度の全体像を整理す

るため、各健診制度の根拠となる法律に基づき、

現時点での制度上の位置づけを整理し、本研究

における評価の方向性を明確化した（資料２）。

また、ライフコースを通じた効果的な健診・検診

項目の検討や制度の見直しのため、各健診制度

における個別の項目について、どのようなエビデ

ンスに基づいて実施されているのかの整理を行

った（資料３）。 

さらに、健康診査が満たすべき要件として「健

康増進事業実施者に対する健康診査の実施等

に関する指針」に挙げられている 18 項目および

本研究班で新たに追加した 5 項目に沿って各健

診制度の評価を行い、わが国における健診制度

の現況を包括的に評価した（資料４）。 

これらの評価は、スクリーニングや疾病予防の

みならず、ライフステージや性別に応じた健康、

健康教育の観点と照らし合わせて評価を行った。

これにより、現行の健診項目に不足している内容

がないか、もしくは不要な項目がないかを検証し、

わが国の健康診査制度の全体像を評価した。こ

れらの評価を踏まえ、わが国の健康診査制度の

あり方に関して、ライフコースの観点からの提言

につなげる。 

Ｂ．研究方法 
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１. 諸外国における健診制度と健診評価システ

ム 

 評価の参考にするため、諸外国における健診

制度とそれに関連する医療制度や、その評価シ

ステムについて、英国、米国、カナダ、オーストラ

リア、韓国、シンガポール、中国、台湾の８つの

国や地域を対象として、レビューを行った。中国、

台湾については、中国語を母語とする若手研究

者の協力により、現地語での検索も行った。 

 

２．各健診制度の制度上の位置づけおよび本研

究班での評価の方向性についての検討 

 本研究では、目的とするライフコースに沿った

健診制度のあり方の提言を行う前に、各健診制

度がそれぞれどのような対象に対して、どのよう

な役割を担っているかを整理するため、各健診

制度（妊婦健診、産婦健診、出生時検診（先天

性代謝異常、聴覚検査）、乳幼児健診、学校健

診、職域健診、特定健康診査、後期高齢者健診、

歯周病検診、後期高齢者歯科健診、肝炎ウイル

ス検診、骨粗鬆症検診、がん検診の 14 健診制

度）の制度上の位置づけを整理し、本研究班に

おける評価の方向性を検討した。 

 

３．各健診制度における個別の健診項目のエビ

デンスの評価 

効果的な健康診査項目の検討や制度の見直

しに向けた議論に資するエビデンスを創出する

ため、14 の健診制度の個別の検査項目を整理し、

既存の項目について、エビデンスの整理を行っ

た。さらに、各健診項目が、スクリーニングが有効

にできているか、またその検査・調査後の受診勧

奨や保健指導基準値の根拠がガイドラインでど

のようなエビデンスに基づき策定されているかに

ついても解説を行った。 

 

４．健康診査が満たすべき要件に基づいた健診

制度の評価表 

本研究では、健康診査等指針に定められる健

康診査が満たすべき18の要件に基づき、既存の

健康診査項目を系統的・網羅的に評価し、現行

の健診・検診プログラムや項目における改善す

べき点を提言する。また、告示にある 18 項目に

加えて、ライフコースや健康教育の観点から新た

な評価視点を検討し、「⑲前後のライフステージ

の健康事象を考慮していること」、「⑳歯科疾患

の予防の観点が含まれていること」、「㉑健康日

本 21（第三次）や成育医療等基本方針（第 2 次）

の目標が考慮されていること」、「㉒保健指導や

健康教育の観点が含まれていること」、「㉓デー

タがデジタル化されていて、全国で共有されてい

ること」の 5 つの要件も評価項目に加えることとし

た。 

また、本研究においては、健康診査が満たす

べき要件をどのように評価するか、具体的な評価

指標を検討し、 各要件について、満たしている、

概ね満たしている、あまり満たしていない、全く満

たしていない、をそれぞれ◎・○・△・☓として、4

段階で視覚的にわかりやすく系統的な評価を行

った。 

これらを通して、現行の健診・検診プログラム

や検査項目における改善すべき点や、ライフコ

ースの観点から国民の健康の維持につながる健

診・検診制度のありかたについて提言を行った。

なお、これら一連の作業は、若手研究者を中心

に、研究代表者、分担者、協力者が協力して作

業を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理面の問題は特にない。 

 

Ｃ．研究結果 

 

１. 諸外国における健診制度と健診評価システ

ム 

 第１回研究班会議において、諸外国の健診制

度やその評価方法について、WHO の Wilson-

Jungner 基準や英国の UK National Screening 

Committee の 基 準 、 米 国 の US Preventive 

Services Task Force のフレームワークをたたき台
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として、検討を行った。その際、英米以外の国に

ついても本研究班で検討する必要性が議論され、

民間保険会社が主体となる米国と、地区担当の

医師が計画的に実施する英国の他、米国と英国

の中間的な制度を用いている国として、カナダや

オーストラリアが挙げられた。また東アジアから、

韓国、シンガポール、中国、台湾についても検討

対象に加えることとなり、8つの国と地域の健診制

度とその評価方法をまとめた（資料１）。 

 

２．各健診制度の制度上の位置づけおよび本研

究班での評価の方向性についての検討 

 現行の 14 の健診制度に関して実施主体、制度

上の位置づけや国の考え方とその根拠、実施の

義務・罰則の有無とその法的根拠について整理

した（資料２）。 

 

３．各健診制度における個別の健診項目のエビ

デンスの評価 

 各健診制度の検査項目を整理し、どのようなエ

ビデンスに基づき行われているかを、ガイドライン

や文献をもとに整理を行った。 

 さらに、各健診制度の個別の検査・調査項目に

ついて、どの疾患のスクリーニングや予防を目的

とし、その検査・調査後の受診勧奨や保健指導

基準値のエビデンスがどのガイドラインでどのよう

な根拠に基づき策定されているかを、それぞれを

専門とする各分担研究者と研究協力者がまとめ

た（資料３）。 

 

４．健康診査が満たすべき要件に基づいた健診

制度の評価表 

対象となった 14 の健診制度について、健康診

査が満たすべき項目として告示にある 18 項目に

加えて、本研究班で新たに付加する視点として、

ライフコースや健康教育の観点から新たに 5 項

目（⑲前後のライフステージの健康事象を考

慮しているか。⑳歯科疾患の予防の観点が含

まれているか。㉑健康日本 21（第三次）や成

育医療等基本方針（第 2 次）の目標が考慮され

ているか。㉒保健指導や健康教育の観点が含

まれているか。㉓データがデジタル化されて

いて、全国で共有されているか。）を加えること

とした。 

その上で、本研究で評価を行う 14 の健診制度

について、これら健康診査が満たすべき項目 23 

項目に基づいて、研究代表者、分担研究者がそ

れぞれの専門性に基づいて、◎、〇、△、×の 4

段階で評価を行うとともに、その一覧表および各

評価の解説を付した評価表を作成した（資料４）。 

 

Ｄ．考察 

本研究で着手した研究課題の考察の各論は

各年度の総括・分担報告書で議論している。そ

れに基づき、現行の健診・検診プログラムや検査

項目における改善すべき点や、ライフコースの観

点から国民の健康の維持につながる健診・検診

制度のありかたについて、以下のように提言する。 

 

母子健診（妊産婦健診・乳幼児健診） 

妊婦の健康を維持するために、睡眠時間を確

保するための保健指導や、産婦の健康状態の把

握を目的とした新生児健診における診察対象の

産婦への拡大を検討する必要がある。また、妊

娠中の至適範囲での体重増加について、栄養

管理を通じた教育が必要である。これは、妊婦の

健康のみならず、低出生体重児出産の予防のた

めにも重要である。さらに、健診を受診する機会

が公平に提供されるために、４か月児健診（３～５

か月児健診）や 10 か月児健診（9～11 か月児健

診）の法定健診化も重要な課題である。これまで

に検討されてこなかった、他健診との協働や連

携を図れるポイントとして、体格や月経前症候群

（PMS）および月経痛の把握および保健指導があ

る。小児期・思春期の過度な痩せは、再び妊婦

のやせの問題の契機となる。過体重のみならず、

やせもまた健康に影響を与えることを指導してい

く必要がある。また、歯科分野との連携として、妊

婦・産婦健診における歯科の保健指導、学校健

診や職域健診とも連携する母子関連分野として、
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初潮発来や月経痛の発生状況の把握を目的とし

た問診項目の追加や、平時からの月経に関連す

る対処法の保健指導についても検討されたい。 

 

学校健診 

学校健診では、成人期と比較して生命をおび

やかす重大なアウトカムは少なく、学校健診を実

施する意義に関するエビデンスが限定されてい

る。したがって、ほかの医療情報や健診（地域健

診、職域健診等）のデータと学校健診のデータを

連結することで、学校健診で得られる情報とアウ

トカムとの関係についての検討が必要と考えられ

る。ライフコースを通じた健康教育の視点から考

えると、成人期、高齢期の生活習慣の乱れの原

因は、プレコンセプション、胎児、幼少、学童とい

った時期にまで遡及でき、また、成人期以降に発

症する循環器疾患・代謝疾患などの生活習慣病

に対して小児期から予防プログラムを適用する理

論的根拠が存在する。よって、学校健診から、生

活習慣病の予防の視点を持った項目の見直しが

必要である。具体的には、身長と体重及びそれ

を用いた体格判定の更なる有効利用や、腹囲、

体脂肪、血圧などを検査項目として追加すること

も検討されたい。 

さらに、小児の健康関連行動は小児自身の任

意の選択によるものではなく、保護者の影響を大

いに受けることから、学校健診を家庭での保健教

育につなげ、こどもから若い女性や男性、母親、

父親、さらに高齢者へと、ライフコースに沿って保

健活動をつなげていくため、学校健診の中に親

の生活習慣に関する保健指導項目を取り入れる

ことも一案である。これにより、学童期のうちから

成人や高齢者の生活習慣病、ロコモティブシンド

ローム、フレイル等の予防を見据えた保健教育

の展開が期待される。 

 

職域健診 

高齢労働者の増加に伴い、労働中の転倒災

害の防止のために、ロコモティブシンドロームの

予防および早期発見は重要である。労働安全衛

生法第 69 条では、事業者は労働者に対する健

康教育等の健康保持増進措置を継続的かつ計

画的に講ずるよう努めることを規定している

が、各事業者の努力義務にとどまっている。運

動器の変化は 40 歳代には始まっており、50

歳代以降に顕在化・急増するが、多くの場合は

無症状である。日常生活においてロコモティブ

シンドロームを早期に発見することは難しいた

め、職域健診に運動機能検査を追加すること

が必要と考える。健診受診後の事後措置とし

て、骨粗鬆症検診への受診勧奨やコラボヘル

スによる予防介入を促進することで、次のラ

イフステージでの疾病予防や健康増進にもつ

ながると考えられる。 

 

特定健診 

脳卒中や虚血性心疾患など循環器病の予防

の観点から、現状の特定健診はいくつかの課題

を抱えている。1 点目に、高齢者医療確保法に

おいて、特定健診の対象ターゲットとして循環器

病が記載されておらず、特定健診で対象となる

危険因子から類推して循環器病を予防するもの、

という解釈になっている。これは労働安全衛生法

の定期健康診断項目も同様である。2点目に、脳

卒中・循環器病対策基本法では、12 条で予防等

の推進が記載されているが「健診」についての言

及がない。3 点目として、健診の根拠となる法制

度が分散していることや、健診のターゲットが循

環器病そのものではなく危険因子であることが、

制度全体の意義に関する理解を難しくしている。 

特定健診や特定保健指導の本質的な目的と

しては、糖尿病やその合併症（糖尿病性腎症）や

動脈硬化性疾患（循環器病）を発症させないこと

にあるが、これらを年度内に評価することは困難

であるため、特定保健指導の評価は、その危険

因子であるメタボリックシンドローム等の改善をみ

ることになる。その際、わが国のメタボリックシンド

ロームの基準は腹部肥満が必須であるため、腹

囲異常を伴わない場合には、他のリスク因子があ

ってもハイリスク者とみなされず、特定保健指導
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の対象から外れる。わが国の肥満の有病率が低

く、肥満のないハイリスク者からの循環器病の発

症が多いことに鑑みるに大きな問題であり、早急

な改善が必要である。 

 

がん検診 

がん検診は、有効性評価に基づきがん検診ガ

イドラインを作成し、がん検診のあり方に関する

検討会で検討された後に、死亡率減少効果を示

す科学的根拠の検証というプロセスを経て実施さ

れている。そのため、健康診査が満たすべき 18

の要件の観点からは、概ね要件に該当する検診

であることが整理された。しかしながら、検診対象

者が最も多くを占める職域において、がん検診

の法的根拠は整備されておらず、受診勧奨や精

度管理等の体制が十分とは言えない。さらに、ラ

イフコースの観点から、現状の検診対象年齢以

下の者に対して保健指導や健康教育の導入を

検討する必要がある。また、高齢者(70 歳以上)の

積極的受診勧奨については、一定の見解は得ら

れておらず、課題となっている。 

 

後期高齢者健診 

後期高齢者健診は、高齢者の特性を考慮した

問診項目が設定され、これには特定健康診査に

おける必須項目をその基本としており、特定健康

診査から連続性を保った検査項目とすることでそ

の有用性が期待されている。しかしながら、前期

高齢者では健診受診による循環器疾患を予防

する可能性については報告があるものの、後期

高齢者についての検討は十分ではなく、また介

護予防の観点での検討も十分ではない。今後、

後期高齢者における健康診査受診による死亡リ

スク低下や介護予防や健康寿命延伸の効果の

検討が望まれる。 

 

肝炎ウイルス検診 

肝炎ウイルス検診における血液検査の精度は

体外診断用医薬品として承認された検査試薬を

用いることで担保されており、感染者を発見する

点において妥当性の高い検査である。しかしな

がら、肝炎ウイルスの感染経路は限定的であり、

感染率も年齢とともに徐々に高くなり、特段に高

くなる年齢層や性別などの特徴はない。海外の

状況として、ハイリスク者を対象者とする国と生涯

に１度の検査を推奨する国の両方が存在し、一

定してはいない。集団への対策としての観点から

は、現在の検査対象者の選定基準（生涯に１度

の検査を推奨すること）に関しては再検討の余地

があると考えられる。 

 

骨粗鬆症検診 

骨粗鬆症検診は、健康増進事業実施要領に

おいて、生活習慣病予防、重症化予防の視点が

含まれることが明記されている。一方、骨粗鬆症 

検診・保健指導マニュアル第２版においては、生

活習慣病予防の視点はほとんど含まれていない。

生活習慣病と骨粗鬆症・骨折の危険因子は共通

していることから、将来的なフレイル予防の観点

からも保健指導を拡張することは十分に可能で

ある。骨粗しょう症検診における事後措置の標準

化や科学的な妥当性の検討を行う必要があると

考えられる。 

また、現在、すべての市町村が骨粗鬆症検診

を実施している状況にはなく、厚生労働科学研

究などでガイドラインなどについても整備が進ん

でいるところであり、勤務者の高齢化も見据えて

職域健診での実施も含めた法定化も検討の余地

がある。。 

 

歯科健診 

 歯科健診の受診状況について、子育てや仕事

で受診の時間を確保できないと考えられる壮年

期の人々や、要介護状態であったり無歯顎であ

ったりする人が多いと想定される後期高齢者で

受診率が低い傾向にある。壮年期の人々の歯科

受診率の向上には、健康経営や産業保健の中

に歯科保健の視点を取り入れることが一助となり

うる。実際に、企業における従業員への歯科予

防プログラムの有効性が報告されている。後期高
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齢者に関しては、後期高齢者を対象とした歯科

健診の実施や歯科訪問診療の推進が診療報酬

の中でも考慮されており、一層の普及が望まれる。 

一方で、所得が低い人ほど歯科受診をしてな

いといった健康格差や、地理的に歯科医院が少

ない地域での受診の難しさ、歯科医院への交通

手段によるアクセスの問題が報告されている。こ

のような健康の社会的決定要因による歯科健診

の受診の難しさを解消する施策も求められる。ま

た、歯科衛生士が多い歯科医院ほど定期的な歯

科受診が多いことが報告されており、歯科衛生

士が働きやすい環境の整備による人的資源の確

保も必要である。 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、1)諸外国における健診制度と

健診評価システムに関する文献レビュー、2)

現行の 14 の健診制度の制度上の位置づけや

国の考え方の整理、3)各健診制度における個

別の健診項目のエビデンスの整理、4)現行の

各健診制度ごとの 18 の要件及び本研究班で

新たに追加した5つの要件を加えた23の要件

に沿った評価表を作成を行い、これらを通し

て、国民の健康の維持につながるライフコー

スを通じた健診・検診制度のありかたについ

ての提言をまとめた。特に、対象者数の多い特

定健診については、腹囲の大きくないハイリ

スク者対策が制度化されていないことの影響

が大きく、喫緊に対応が必要になるものと考

えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

 なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

ライフコースの観点から見た健康診査おける保健指導の在り方の検討 

 

分担研究者 磯 博康  国立国際医療研究センター グローバルヘルス政策研究センター 

センター長 

 

研究要旨  

本分担研究は、「わが国における公衆衛生的観点からの健康診査の評価に資する研究」の一環とし

て、健康診査時及びその後の保健指導の在り方に関して、ライフコースの観点から検討することを目的と

した。わが国は、妊産婦健診から始まり、後期高齢者健診と、出生前から高齢者に亘るライフコースに沿っ

て健診制度が確立・施行されており、世界で最も健診制度が整備されている国と位置付けられる。しかし

ながら、健診の事後措置としての保健指導に関しては、ライフコースの観点から保健指導の世代間での連

続性・継続性についての評価は十分ではなかったと言える。令和５年度において、現行の１４の健診（妊

婦健診、産婦健診、出生時検診［先天性代謝異常、聴覚検査］、乳幼児健診、学校健診、職域健診、特定

健診、後期高齢者健診、歯周病検診、後期高齢者歯科健診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、がん検

診）について、健康診査が満たすべき項目として告示にある 18 項目に加えて、ライフコースや健康教育

の観点から新たに 5 項目（⑲ 前後のライフステージの健康事象を考慮しているか、⑳ 歯科疾患予防

の観点が含まれているか、㉑ 健康日本21（第三次）や成育医療等基本方針（第2次）の目標が考

慮されているか、㉒ 保健指導や健康教育の観点が含まれているか、㉓ データがデジタル化されて

いて全国で共有されているか）を調査項目に加えた。その結果、分担報告書で記載したように、妊婦健

診では⑲⑳、産婦健診では⑳㉓、出生時検診では㉓、学校健診では⑲⑳㉑㉓、職域健診では⑲⑳㉑

㉓、特定健診では⑲、後期高齢者歯科健診では㉓、肝炎ウイルス検診では㉑㉒、骨粗鬆症検診では

⑲、がん検診では⑲の項目が該当するものの実施されていないあるいは不充分であると判断され

た。 

本総合報告書では、この結果に基づき、ライフコースの観点から、各健診・検診の連携を図る上で、事

後措置としての保健指導が重要と判断し、それぞれの保健指導の点を整理した。 

１） 妊婦健診： 胎児と妊婦の健康に加えて、パートナー、父母、子どもの現在ならびに将来を見据えた健

康管理、疾病予防 

2) 産婦健診： 産婦の歯科疾患予防 

3) 学校健診や職域健診: 現在ならびに将来を見据えた健康管理、疾病予防、大学生・新入社員におい

ては歯周病予防 

4) 肝炎ウイルス検診や骨粗鬆症検診: 本人のみならず家族の予防、健康管理 

5) がん検診: 本人のみならず家族の予防、健康管理、疾病予防 

また、学校健診、職域健診、肝炎ウイルス検診では、健康日本21（第三次）や成育医療等基本方針

（第2次）の目標が考慮が十分でないこと、デジタル化の全国展開は産婦健診、出生時検診、学

校健診、職域健診、後期高齢者歯科健診では実施されていないあるいは不充分であった。 

以上より、保健指導・健康教育に関しては、すべての健診において国の制度上あるいは自治体の

活動として実施されているが、前後のライフステージの健康事象の考慮、歯科疾患予防の観点、健

9



康日本21（第三次）や成育医療等基本方針（第2次）の目標の考慮が十分でない健診、デジタル化

の全国展開が実施されていないあるいは不充分な健診が確認され、これらの課題に対する方策の必

要性が示された。 

Ａ．研究目的 

わが国は、妊産婦健診から始まり、後期高齢

者健診と現在１４の健診があり、出生前から高齢

者に亘るライフコースに沿って健診制度が確立・

施行されており、世界で最も健診制度が整備さ

れている国と位置付けられる。しかしながら、健診

の事後措置としての保健指導に関しては、ライフ

コースの観点から保健指導の世代間での連続

性・継続性についての評価は十分ではなかった

と言える。 

そこで、健康診査の事後措置としての保健指

導に関して、それぞれの健診について実態の調

査とその評価を行い、ライフコースの観点から、 

事後措置としての保健指導の課題とその方策に

ついて提言を行うこととした。 

 

B. 研究方法 

対象とする健診は、１４の健診（妊婦健診、産

婦健診、出生時検診［先天性代謝異常、聴覚検

査］、乳幼児健診、学校健診、職域健診、特定健

診、後期高齢者健診、歯周病検診、後期高齢者

歯科健診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、

がん検診）である。 

令和 2 年に「健康増進事業実施者に対する健

康診査の実施等に関する指針」が改正され（令

和２年厚生労働省告示第三十七号）、「健診」と

「検診」の考え方や、健康診査が満たすべき 18

の要件が制定されたが、それらの要件に加えて、 

ライフコースや健康教育の観点から新たに 5 項

目（⑲ 前後のライフステージの健康事象を考

慮しているか、⑳ 歯科疾患予防の観点が含ま

れているか、㉑ 健康日本 21（第三次）や成育

医療等基本方針（第 2 次）の目標が考慮され

ているか、㉒ 保健指導や健康教育の観点が含

まれているか、㉓ データがデジタル化されて

いて全国で共有されているか）についての追

加調査を行う。そしてその結果をもとに、各健診

の事後措置としての保健指導やその関連事項に

ついての評価として、ライフコースの観点から、課

題を整理、空らの課題に対する方策を提言する。 

 

（倫理面への配慮） 

健診制度、保健指導等の実態に関するレビュ

ーであり、倫理面の問題はない。 

 

Ｃ．研究結果 

ライフコースや健康教育の観点から新たに追加

した 5 項目（⑲ 前後のライフステージの健康

事象を考慮しているか、⑳ 歯科疾患予防の観

点が含まれているか、㉑ 健康日本 21（第三次）

や成育医療等基本方針（第 2 次）の目標が考

慮されているか、㉒ 保健指導や健康教育の観

点が含まれているか、㉓ データがデジタル化

されていて全国で共有されているか）につい

て、現行の１４の健診の検討を行った。その結果、

妊婦健診では⑲⑳、産婦健診では⑳㉓、出生時

検診では㉓、学校健診では⑲⑳㉑㉓、職域健診

では⑲⑳㉑㉓、特定健診では⑲、後期高齢者歯

科健診では㉓、肝炎ウイルス検診では㉑㉒、骨

粗鬆症検診では⑲、がん検診では⑲の項目が該

当するものの実施されていないあるいは不充

分であると判断された。 

本総合報告書では、この結果に基づき、ライ

フコースの観点から、各健診・検診の連携を図る

上で、事後措置としての保健指導が重要と判断

し、それぞれの保健指導の要点を整理した。各

健診・検診における⑲～㉓の状況とそれを踏ま

えた保健指導・健康教育の課題を表１に示す。 

課題の要点は以下の通りである。 

1) 妊婦健診： 胎児と妊婦の健康に加えて、

パートナー、父母、子どもの現在ならびに

将来を見据えた健康管理、疾病予防が重
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要 

2) 産婦健診： 産婦の歯科疾患予防が必要 

3) 学校健診や職域健診: 現在ならびに将来

を見据えた健康管理、疾病予防が重要、大

学生・新入社員においては歯周病予防が

必要 

4) 肝炎ウイルス検診や骨粗鬆症検診: 本人

のみならず家族の予防、健康管理が重要 

5) がん検診: 本人のみならず家族の予防、健

康管理、疾病予防が重要 

 

また、学校健診、職域健診、肝炎ウイルス検診

では、健康日本 21（第三次）や成育医療等基

本方針（第 2次）の目標が考慮が十分でない

こと、デジタル化の全国展開は産婦健診、出

生時検診、学校健診、職域健診、後期高齢者

歯科健診で実施されていないあるいは不充分

であった。 

以上より、保健指導・健康教育に関しては、

すべての健診において国の制度上あるいは自

治体の活動として実施されているが、前後の

ライフステージの健康事象の考慮、歯科疾患

予防の観点、健康日本 21（第三次）や成育医

療等基本方針（第 2 次）の目標の考慮が十分

でない健診、デジタル化の全国展開が実施さ

れていないあるいは不充分な健診が確認され、

これらの課題に対する方策の必要性が示され

た。 

これを受けて、表１にそれぞれの健診・検診

に対する提言をまとめた。 

 

Ｄ．考察 

保健指導・健康教育に関しては、骨粗鬆症検

診では自治体の活動として、その他の健診に

は国の制度として実施されていることが示さ

れた。しかしながら、前後のライフステージの

健康事象の考慮、歯科疾患予防の観点、生活習

慣目標の考慮、データのデジタル化に関して

は必要ながらも十分に対応がされていない健

診が存在した。 

⑲前後のライフステージの健康事象の考慮

に関しては、妊婦健診、学校健診、職域健診、

特定健診、骨粗鬆症健診、がん検診では含まれ

ていないあるいは不充分であること、⑳歯科疾患

予防の観点は、妊婦健診、産婦健診、学校健診、

職域健診では含まれていないあるいは不充分で

あること、㉑ 健康日本 21（第三次）や成育医療

等基本方針（第 2次）の目標は学校健診、職域

健診、肝炎ウイルス検診では含まれていないあ

るいは不充分であること、㉓デジタル化の全国

展開については、産婦健診、出生時検診、学校

健診、職域健診、後期高齢者歯科健診では実施

されていないあるいは不充分であること、が課題

として挙げられた。 

保健指導において、前後のライフステージ

の健康事象の考慮は、非常に重要な視点であ

り、その効率的・効果的な保健指導を行うに

は、方法論、健康教育資料の開発、医師、保健

師・看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士

等のヘルスケア専門家の学部教育、卒後研修、

現地研修等が必要となる。生活習慣病、歯科疾

患、がんは、その基盤となる生活習慣が共通し

ていることから、保健指導もライフステージ

に合わせて、重点的に行うものの、一生を通じ

て健康管理、疾病予防の啓発を行う必要があ

る。 

例えば、歯科疾患の保健指導に関して、妊婦

健診、乳幼児健診、学校健診、歯周病検診・後

期高齢者歯科健診では実施されているが、個

人の生活が大きく変わり歯周病のリスクが増

加する大学での健診、職域健診では行われて

いないことは、今後の検討課題と言える。 

健診・検診のデジタル化と全国展開に関し

ては、次世代医療確保法、データヘルス改革の

もとで、さらなる親展が期待される。 

Ｅ．結論 

 保健指導・健康教育に関しては、すべての健

診において国の制度上あるいは自治体の活動

として実施されているが、前後のライフステ

ージの健康事象の考慮、歯科疾患予防の観点、
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生活習慣目標の考慮が十分でない健診、デジ

タル化がされていない健診が確認された。 

ライフコースの観点から、わが国の健診体

制とそれを結ぶ保健指導体制が、本研究で示

された課題の克服によって、より効率的で効

果的な健康管理、疾病予防につながるものと

期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

G．研究発表 

該当なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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表１．各健診・検診の項目⑲～㉓の状況とそれを踏まえた課題と提言

⑲前後の
ライフス
テ―ジの
考慮

⑳歯科疾
患予防の
観点

㉑健康日本
21（第三
次）や成育
医療等基本
方針（第2
次）の目標
の考慮

㉒保健指
導・健康指
導の観点

㉓デジタル化・全国

での共有
＊

保健指導・健康教育
の課題

提言

妊婦健診 △ △ ◎ 〇
〇2020年6月よりPHRとして
マイナポータルで健診結果
の閲覧可能

胎児と妊婦の健康に加え
て、パートナー、父母、
子どもの現在ならびに将
来を見据えた健康管理、
疾病予防が重要

妊婦健診で把握された妊娠高血圧症や妊娠糖尿病に関して、
胎児と妊婦の健康に加えて、パートナー、父母、子どもの現
在ならびに将来を見据えた健康管理、疾病予防が推奨され
る。今後ともエコチル調査等により子どもや母親、父親の健
康への影響に関するエビデンスが蓄積されつつあり、エビデ
ンスに保健指導・健康教育の充実が望まれる。

産婦健診 〇 △ 〇 〇

△産婦健診は電子化の対象
外である。母子健康手帳のデ
ジタル化を推進する観点か
ら、本項目についても市町村
が最低限電子化する情報に指
定することについて現在検討
が行われている。

産婦の歯科疾患予防が必
要

現行の産婦健診の時期とは別に、出産後数か月後（少なくと
も産後１年以内）に妊婦健診での歯科検診結果のフォロー
と、保健指導を再度行うことが推奨される。今後、産婦健診
においても、産後うつや虐待予防の観点に加えて、ライフ
コースの観点から、母子の将来の生活習慣病予防について
も、エコチル調査等のエビデンスに基づいた保健指導・健康
教育の充実に関する検討が望まれる。

出生時検診 ◎ - - 〇
△マイナポータルで検診結
果の閲覧が可能だが、最低
限電子化する項目には含ま
れていない。

-

先天性代謝異常、先天性聴覚障がいの早期発見を目的とした
検診であるため、⑳㉑は該当せず、㉒は含まれないが、PHRに
よる医療情報の利活用の観点から、デジタル化の推進が望ま
れる。

乳幼児健診 ◎ ◎ ◎ 〇
〇2020年6月よりPHRとして
マイナポータルで健診結果
が閲覧可能

-

乳幼児の身体発育や精神発達、その他の異常の早期発見を目
的とした健診であるため、乳幼児期の目標は虫歯の予防のみ
である。今後、エコチル調査等により、その後の健康への影
響に関するエビデンスが蓄積されれば、㉑での具体的な目標
設定につながることが期待される。

学校健診 × △ × 〇
△2024年度中にPHRとして
マイナポータルで健診結果
が閲覧可能となる予定

 現在ならびに将来を見
据えた健康管理、疾病予
防が重要、大学生におい
ては歯周病予防が必要

学校生活を送るに当り支障の有無の把握と幅広い健康教育を
目的とした健診であるが、所管が文部科学省であることか
ら、他の健診・検診との連携は十分とは言えず、⑲㉑㉓の項
目が達成されていない。また、大学において、歯科疾患予防
の観点からの保健指導・健康教育が十分とは言えない。大学
生は親元から離れて住む者が多く、食生活、睡眠等の生活習
慣の乱れが起きやすい。そのため、歯周病等の予防も含めた
保健指導・健康教育の必要である。

職域健診 △ × △ 〇
△40歳未満の健診:一部の
企業において2023 年度以降
マイナポータルで健診結果
が閲覧可能

現在ならびに将来を見据えた
健康管理、疾病予防が重要、
新入社員においては歯周病予
防が必要

労働者の健康状態を入社時並びにその後、縦断的に把握し、
適切な事後措置を行うための健診であるが、入社前の健康状
態の把握は十分と言えない。新入社員の多くは、社会人とし
て親元から独立することも多く、食生活、睡眠等の生活習慣
の乱れが、食生活、睡眠等の生活習慣の乱れが起きやすい。
歯周病等の予防も含めた保健指導・健康教育の必要性があ
る。退職後は、自治体の特定健診、後期高齢者健診に移行す
るが、健康に関する情報共有は少ない。健診結果のデジタル
化とPHRの全国的な推進が望まれる。

特定健診 △ 〇 ◎ 〇
◎2021年11月よりPHRとし
てマイナポータルで健診結
果が閲覧可能

-

自治体（保険者）での40歳から74歳の住民（職域健診等の対
象者以外）を対象とした、生活習慣病予防のため、主として
メタボリックシンドロームの予防、管理に着目した健診であ
り、保健指導が特定保健指導として制度化されている、しか
しながら、成人から39歳までの健康状態の把握や保健指導・
健康教育が十分とは言えない。また、非肥満のハイリスク者
への保健指導は推奨されているが、制度化はされておらず、
保健指導・健康教育の充実が望まれる。

後期高齢者健診 ◎ ◎ ◎ 〇
◎2021年11月よりPHRとし
てマイナポータルで健診結
果が閲覧可能

-

自治体（保険者）での75歳の住民を対象とした、特定健診と
連続した健診であり、生活習慣病の重症化予防に加えて、介
護予防として、フレイル等に関連する老年症候群（低栄養、
転倒・骨折、誤嚥性肺炎等）の予防・管理を目的としてお
り、⑲～㉓の項目に対応している。

歯周病検診 ◎ ◎ ◎ ◎
〇自治体での検診は、2022
年度よりPHRとしてマイナ
ポータルで検診結果が閲覧
可能

-

自治体（保険者）での原則40歳、50歳、60歳、70歳の住民を
対象とした、歯周病の把握と管理のため検診であり、その後
の後期高齢歯科健診との連続性を有する。しかしながら、妊
婦健診、学校健診（大学生を除く）からは、時間の空白があ
り、その間の歯周病予防のための保健指導・健康教育は十分
でなく、職域健診（特に入社時）、学校健診（大学の入学
時）での保健指導・健康教育が望まれていた。それを受け
て、2024年4月から20歳、30歳での検診が追加された。

後期高齢者歯科健
診

◎ ◎ ◎ ◎

×マイナポータルで健診結
果の閲覧は現在できる状況
ではなく、実施主体である
各自治体や保険者がデータ
をどのように管理している
かの詳細も不明

-

自治体（保険者）での後期高齢者を対象とした、口腔機能低
下の把握と管理を目的とした健診であり、今後とも明らかと
なるエビデンスを取り入れた保健指導・健康教育が望まれ
る。健診結果のデジタル化とPHRの全国的な推進が望まれる。

肝炎ウイルス検診 - - × △
〇自治体での検診は、2022
年度よりPHRとしてマイナ
ポータルで検診結果が閲覧
可能

本人のみならず家族の予
防、健康管理が重要

肝炎、肝硬変、肝がんの予防を目的として、B型、C型肝炎ウ
イルスの陽性者の早期発見と治療に結びつける検診であり、
特定健診の一環として実施されることが多い。保健指導・健
康教育は自治体や医療機関で行われているが、本人のみなら
ず家族の予防、健康管理が望まれる。

骨粗鬆症検診 △ - ◎ 〇
〇自治体での検診は、2022
年度よりPHRとしてマイナ
ポータルで検診結果が閲覧
可能

本人のみならず家族の予
防、健康管理が重要

自治体での、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び70歳の女性
を対象とした骨粗鬆症の早期発見、管理のための検診であ
り、40歳から開始している点は評価されるが、本人のみなら
ず家族の予防、健康管理が望まれる。また、より早い年齢
（学校健診、職域健診等）からの保健指導・健康教育が望ま
れる。

がん検診 × - ◎ 〇

〇自治体での検診は、2022
年度よりPHRとしてマイナ
ポータルで検診結果が閲覧
可能だが、利活用までは
至っていない

本人のみならず家族の予防、
健康管理、疾病予防が重要

自治体や企業等の保健事業として、5大がん（肺がん、胃が
ん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん）の早期発見のための検
診であり、がん予防のための保健指導・健康教育が行われて
いるが、本人のみならず家族の予防、健康管理、疾病予防が
望まれる。

 ＊　厚生労働省　データヘルス計画に関する工程表：第８回データヘルス改革推進本部（令和３年６月４日）決定　
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000812864.pdf
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

循環器病の予防対策のまとめ -健診制度を中心として- 

 

研究分担者 岡村 智教   慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授 

 

研究要旨  

公衆衛生における予防は、一次予防（健康増進、特異的一次予防）、二次予防（早期発見・早期治療、

重症化予防）、三次予防（再発防止、後遺症防止）と定義される。このうち二次予防では、循環器病等の早

期発見・早期治療を目的として、特定健診・特定保健指導が含まれる。2008 年度に始まった特定健診で

は、その後、第 2 期（2013 年度〜）、第 3 期（2018 年度〜）、第 4 期（2024 年度〜）と、その実施内容につ

いて少しずつ見直しが行われてきた。本研究では、循環器病の予防対策を中心にして、これまでの健診・

検診の歴史を振り返るとともに、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」が公開されるまで

の検討会、ワーキング・グループ、研究班での議論を踏まえ、第 4 期特定健診・特定保健指導の見直しの

背景、及びその内容と留意点について記述した。健診を主体とした循環器病の二次予防は、1968 年度か

らの脳卒中予防特別対策事業に始まり、1982 年度からの老人保健法保健事業、2008 年度からの特定健

診・特定保健指導と、脳・心血管疾患の予防対策は時代に合わせて名称や内容を改訂しながら実施され

てきた。直近 2024 年度からの第 4 期特定健診・特定保健指導で、問診では、現状の「標準的な質問票」

の 22 項目という数は維持し、変更が必須と考えられた項目（8 番の喫煙に関する質問項目、18 番、19 番

の飲酒に関する質問項目、22 番の保健指導を受ける機会があれば利用したいかどうかを尋ねる質問項

目）の 4 か所を修正することとなった。特定健診における健診項目では、主に、脂質異常症のうち中性脂

肪の保健指導判定値に随時の値を追加し、HDL コレステロールの受診勧奨判定値が削除された。また、

特定保健指導では、積極的支援におけるアウトカム評価の導入、服薬者の取り扱いが重要な変更点とな

った。循環器病の予防対策の歴史は長いが、根拠となる法制度が分散していること、健診のターゲットが

循環器病そのものではなく危険因子であること等、問題点もある。危険因子管理、それが循環器病の予防

に繋がるというロジックモデルについて一般の理解を深める努力が必要である。また、第 4 期の改訂で、

特に保健指導は保険者の創意工夫の余地がより広がったといえる。現場の知恵を結集し、「標準的な健

診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」が被保険者の健康管理に役立てられることが期待されている。 

Ａ．研究目的 

公衆衛生における予防は、一次予防（健康増

進、ワクチンなどの特異的一次予防）、二次予防

（早期発見・早期治療、重症化予防）、三次予防

（再発防止、後遺症防止）と定義される。このうち

二次予防では、早期発見・早期治療を目的とし

て、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器病の場

合は、ハイリスク者のスクリーニング管理としての

特定健診・特定保健指導が含まれる。 

特定健診は、2008 年度（第 1 期）に始まり、

2013 年度からの第 2 期、2018 年度からの第 3 期、

2024 年度からの第 4 期と、その実施内容につい

て少しずつ見直しが行われてきた。 

第 4 期については、厚生労働省に設置された

「第 4 期特定健診・特定保健指導の見直しに関

する検討会（座長：中山健夫: 京都大学教授）」

で議論が行われてきた。さらに見直しの詳細につ

研究協力者 

佐田みずき 慶應義塾大学医学部 講師（非常勤） 
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いては、検討会の構成員を主査とする「健康増

進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に

関するワーキング・グループ（主査：岡村智教： 

慶應義塾大学教授）」、「効率的・効果的な実施

方法等に関するワーキング・グループ（主査：津

下一代： 女子栄養大学特任教授）」が設置され、

問診や健診項目、特定保健指導についての検

討が進められ、その結果、2023 年 3 月 31 日に

「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年

度版）」1)が公開された。 

本研究では、循環器病の予防対策を中心にし

て、これまでの健診・検診の歴史を振り返るととも

に、第 4 期特定健診・特定保健指導の見直しの

背景、及びその内容と留意点について記述する。 

 

Ｂ．研究方法 

  当該研究分担者は、先に記載した「第 4 期特

定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会

（座長：中山健夫:京都大学教授）」の構成員であ

り、前者のワーキング・グループの主査を務める

とともに、後者のワーキング・グループとも緊密に

連携し、検討を進めてきた。 

また、健診項目についての科学的な背景は、

厚生労働科学研究「健康診査・保健指導におけ

る健診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地

域における健診実施体制の検討のための研究

（令和元年度～令和 3 年度、研究代表者：岡村

智教）」、「健康診査・保健指導における効果的な

実施に資する研究（令和 4 年度～令和 5 年度、

研究代表者：岡村智教）」の中で検討が行われて

きた。 

したがって、これらの検討会、ワーキング・グル

ープ、研究班での議論を踏まえて、これまでの健

診・検診の歴史、及び直近の第 4 期特定健診・

特定保健指導の改訂点について総括した。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理面の問題は特にない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．循環器病の予防対策の歴史 

1-1. 公衆衛生の二次予防における健診・検診 

  公衆衛生における二次予防では、早期発見・

早期治療として、がん検診や、特定健診・特定保

健指導（厳密にはハイリスク者のスクリーニング）

が挙げられるが、両者ではスクリーニングの対象

が異なっている。 

がん検診では、疾病のスクリーニングを対象と

しており、医療機関での治療へと繋げる。一方、

特定健診では、ハイリスク者のスクリーニングと管

理を対象としており、非薬物的な方法で改善可

能なハイリスク者は保健指導へ、薬物的な方法

で改善すべきハイリスク者は医療機関での治療

介入へと繋げる。 

 

1-2．脳卒中予防特別対策事業 

循環器病は、脳卒中や冠動脈疾患が主要なも

のであり、がんのように早期発見主体の予防戦略

は使えず、ハイリスク者の危険因子のスクリーニ

ングとそのコントロールが予防の基本となる。その

ため、何が危険因子なのかを疫学的に同定する

必要があり、観察研究（コホート研究など）による

裏付けが欠かせない。さらに、同定された危険因

子は制御可能でなければならず、介入研究（ラン

ダム化比較試験など）による裏付けも必要である。 

脳卒中死亡率が国民の死因の首位を戦後間

もない時から十数年にわたって続け、年々死亡

率が上昇していた昭和 40 年（1965 年〜）代当時、

1967 年度の厚生省（当時）の予算は、がん対策

費が 4 億 9 千万円（医療施設整備費を除く）であ

ったのに対し、循環器対策には僅か 100 万円弱

であった。そこで厚生省は次年度に、地域での

疫学研究結果をもとに脳卒中予防対策費を概算

要求するも、大蔵省（当時）に一蹴された。しかし、

さらにその翌年、モデル地区（秋田県南秋田郡

調査地区、秋田県本庄市調査地区、秋田県田

沢湖町、大阪府八尾市調査地区、大阪府能勢

町）での実績を集め、脳卒中死亡率が全国平均

の 2 倍以上の市町村に絞ってパイロット事業とし

て計画し、1968 年度予算に初めて脳卒中予防
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特別対策費 1,200 万円が計上されることとなった。

パイロット事業は、6 県（秋田県、福島県、新潟県、

長野県、岡山県、島根県）74 地区で開始、さらに

次年度は6県（岩手県、千葉県、山梨県、鳥取県、

高知県、鹿児島県）57 地区を追加した 2)。その中

には高知県野市町（当時）のように疫学研究のフ

ィールドに発展した地域もあった（CIRCS 研究の

一部）。 

 

1-3. 老人保健法保健事業 

1981 年 5 月 8 日、第 94 回国会社会労働委員

会高齢者に関する基本問題小委員会第 2 号に

て、厚生省社会局老人保健課長の古市圭治氏

から、「（前略）～医療費保障に偏重しておって

ヘルスの対策が手薄であるということ、またその

対策に一貫性がないということがございました～

（中略）～各地区の状況等をいろいろ検討いたし

まして、老人保健の柱としては大体こういうもので

いいのじゃないかということで、今度の法案の中

にも保健事業の中にこの項目を盛り込んだという

ことでございます。」との答弁があり、その翌年

1982 年に老人保健法が制定、地域での公的な

健診制度が全国的に担保されることとなった。 

老人保健法保健事業の第一次計画（1982〜

1986 年）では、一般健康診査として、一般診査

（血圧、検尿、最終年度には総コレステロール、

肝機能検査が追加）、高血圧者等、医師が必要

と認めた場合は精密診査（心電図、眼底、貧血

検査）が導入された。 

続く第二次計画（1987〜1991 年）3)では、一般

診査と精密検査の血液生化学検査を一体化した

基本健康診査を導入し、選択検査（医師が必要

とする場合に行う検査）は心電図、眼底、貧血、

糖負荷試験（やむを得ない場合は空腹時または

随時血糖検査）で構成、さらに肺がん検診、乳が

ん検診を導入した。また、健康教育、健康相談に

ついて重点的に取り組む項目が決定された。 

第三次計画（1992〜1999 年）4)では、一次予防

推進のための健康教育ガイドラインが作成された。

また、集団から個への対応を強化し、基本健康

診査には、HDL コレステロール、中性脂肪、γ-

GTP、クレアチニンが追加され、さらに大腸がん

検診が追加された。中間見直し時（1995 年度）に

は、血糖検査、ヘモグロビン A1c（選択検査）が

追加された。 

第四次計画（2000〜2004 年度）5)では、集団か

ら個への対応がさらに深化し、個別健康教育（高

血圧、高コレステロール血症、耐糖能異常、喫煙）

や、ヘルスアセスメントの導入がされるなど、健診

の後に重点を置く内容となった。また、壮年期死

亡の減少、健康寿命の延伸等を目標に、健康日

本２１を国民的な運動として推進するための実践

計画としての位置付けを持たせた。 

その後、老人保健法の高齢者の医療の確保

のための法律への改正が予定され、それに伴う

大改正に備えた準備期間が設けられることとなっ

た。保健事業については、保健事業平成 17〜19

年度計画（2005〜2007 年）として、第四次計画と

同一の内容がさらに 3 年間継続された。 

   

1-4. 特定健診・保健指導 

 2008 年、老人保健法は「高齢者の医療の確保

に関する法律（高確法）」に改正された。これによ

り、福利厚生・健康増進的な保健事業から目的

達成的で厳格な保健事業に移行し、保険者が医

療費適正化を意識して保健事業を実施すること

となった。特定健診・特定保健指導の開始である。 

  2003 年当時の老人医療費の診療種別内訳

（全国平均との差）を図 1 に示す。1 人当たり老人

医療費は、最大（福岡県）と最小（長野県）で約

30 万円（約 1.5 倍）の格差が存在しており、都道

府県格差の約 7 割は入院医療費が寄与していた。

医療費の伸びを抑制するためには、入院医療費、

入院外医療費に共通して、医療保険者が実施す

る健診・保健指導等による生活習慣病予防が有

用であると考えられた（図 2）。生活習慣病対策の

取り組みは、医療保険者（国保・被用者保険）に

対し、40 歳以上の被保険者・被扶養者を対象と

する、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）

に着目した健診及び保健指導の事業実施を義
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務付けることが基本的な方向である。併せて、実

施結果に関するデータ管理を義務づけ、2013 年

度からは各医療保険者の実施状況や成果を踏

まえ、後期高齢者支援金の負担額について、加

算・減算を行うこととなった。 

特定健診の根拠は、「高齢者の医療の確保に

関する法律」の下に制定された「高齢者の医療の

確保に関する法律施行令」にある。前者では「特

定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活

習慣病に関する健康診査をいう。）」、後者では

「生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿

病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪（中

略）の蓄積に起因するもの」と定義されている。 

先述の通り、特定健診は 2008 年度（第 1 期）

の開始以降、2013 年度からの第 2 期、2018 年度

からの第 3 期、2024 年度からの第 4 期と、その実

施内容について改訂が行われてきた。 

 

２．第 4 期特定健診・特定保健指導での改訂 

2-1. 特定健診の問診項目の見直し 

特定健診で使われる問診についてはまず、

現状のままで良いかどうか検討が行われた。加

えて、厚生労働科学研究「特定健康診査およ

び特定保健指導における問診項目の妥当性検

証と新たな問診項目の開発研究（令和3年度～

令和5年度、研究代表者：中山健夫）」では、問

診項目の科学的な背景が検証され、塩分やカリ

ウム摂取に関する問診項目の不足等、新しい

問診項目案についても検証が行われた。一方、

システム改修の手間や費用等を考えると問診の

項目数を増やせないこと、継続性（これまでとの

比較）の観点からはなるべく変更はしない方が

良いのではないか等、様々な意見が俎上にあ

がった。結果として、現状の「標準的な質問票」

の22項目という数は維持し、科学的な視点、運

用上の問題から変更が必須と考えられた項目を

4か所修正することとなった。すなわち、8番の喫

煙に関する質問項目、18番、19番の飲酒に関

する質問項目、そして22番の保健指導を受ける

機会があれば利用したいかどうかを尋ねる質問

項目である。 

 

2-1-1. 喫煙に関する質問項目について 

「健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技

術的事項に関するワーキング・グループ」にお

ける、喫煙に関する質問項目（8番）の変更過程

を表1に示す。 

喫煙に関する質問項目の変更理由は、選択

肢が従前のように2択だけの場合、「いいえ」と

回答した者の中に「生涯非喫煙者」と「禁煙者」

が混在することが問題とされた。一般的に、禁

煙者は、喫煙者よりは低いものの生涯非喫煙者

に比べるとがんや循環器病のリスクが高いこと、

また再喫煙のリスクがあるため非喫煙者と異な

る保健指導が必要なこと、等が変更理由である。 

 

2-1-2. 飲酒に関する質問項目について 

「健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技

術的事項に関するワーキング・グループ」にお

ける、飲酒に関する質問項目（18番、19番）の変

更過程を表2に示す。 

従前の飲酒頻度を尋ねる質問（18番）では、

「時々」という回答が曖昧であり、飲酒頻度を正

確に測れないという問題が指摘された。そこで、

「時々」という回答を廃止し、飲酒頻度の区分を

3区分から8区分に増やすこととなった。この中

には、「やめた」という回答も追加されている。こ

れは喫煙と異なる点だが、禁酒者に区分される

者は、むしろ非飲酒者よりも死亡リスクが非常に

高くなることが知られている。これは、禁煙は健

康のために意識して実行されることが多いのに

対し、禁酒（普通に飲んでいた人が一滴も飲ま

なくなる場合）は、がんや肝臓病、膵炎等、何ら

かの重篤な疾患等が契機で禁酒に至る場合が
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多いためと考えられている。そのため禁酒者に

は、既往歴を含めた禁酒の理由等を聞き取るこ

とが必要である。 

また、飲酒頻度は多くなくても一度に大量の

飲酒をする習慣を持つ者は、様々な健康障害

を起こしやすいことが知られている。世界保健

機関（WHO）では「heavy episodic drink, Binge 

drink（大量機会飲酒）」を、「１回60グラム以上を

30日に１回以上する飲酒」と定義しているため、

飲酒頻度を尋ねる質問（18番）が「月1～3日」で

も、飲酒量を尋ねる質問（19番）が「3〜5合未満」

または「5合以上」に該当する場合は、飲酒によ

る健康リスクが高い大量機会飲酒者と判定して、

飲酒についての保健指導を行うことが勧められ

る。 

 

2-1-3. 保健指導を受ける機会があれば利用し

たいかどうかを尋ねる質問項目について 

保健指導を受ける機会があれば利用したい

かどうかを尋ねる質問（22番）については、制度

として特定保健指導を受けることになっているに

も関わらず、保健指導の対象となることに選択

権があるかのような誤解を与えていること、ここ

で「いいえ」を選んだのに特定保健指導の案内

が送付されてトラブルが発生した事案等があり、

以前から問題点が指摘されていた。したがって

この質問項目は、「生活習慣の改善について、

これまでに特定保健指導を受けたことがありま

すか」という質問に変更された。これにより、前

述のトラブルを防止できると同時に、この質問を

契機に前回の保健指導の内容や成功した点・

失敗した点等を尋ねることが出来るため、保健

指導の場での活用機会が広がったといえる。 

 

2-2. 特定健診における健診項目の見直し 

健診項目についての科学的な背景は、厚生

労働科学研究「健康診査・保健指導における健

診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地域

における健診実施体制の検討のための研究

（令和元年度～令和3年度、研究代表者：岡村

智教）」、「健康診査・保健指導における効果的

な実施に資する研究（令和4年度～令和5年度、

研究代表者：岡村智教）」で検討が行われた。

研究班では、現在の法定健診項目に入ってい

ない新しいバイオマーカーや画像診断手法、

遠隔健診等の意義についての検証も行われた

が、現実には保険者の費用負担や健診実施内

容の平等性、システム改修等の制度的・経済的

な制約が大きく、新たな項目を追加するのは困

難であった。そのため今回の見直しの主な点は、

脂質異常症のうち中性脂肪（トリグリセライド）の

保健指導判定値と受診勧奨判定値、HDLコレ

ステロールの受診勧奨判定値の変更である。 

 

2-2-1. 中性脂肪について 

中性脂肪については、表3に示したように中

性脂肪の保健指導判定値が変更された。中性

脂肪の値は空腹時と食後で大きく異なり、従前

は空腹時の基準（150mg/dL）のみであった。こ

れは当初の特定健診が空腹採血を前提として

いたためと考えられるが、実際には非空腹時の

採血も行われていた。第4期から空腹時中性脂

肪であることを明らかにすることと、やむを得ず空

腹時以外に採血を行う場合は、随時中性脂肪（空

腹かどうか不明な場合も含むため「随時」と呼称

する）により血中脂質検査を行うことが可能となっ

た。この背景としては日本動脈硬化学会の「動脈

硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」6)で、わが

国で初めて随時中性脂肪の基準値が示されたこ

とがある。医療機関での治療（非薬物療法を含む）

は、学会の診療ガイドラインに沿って行われるた

め、本来は特定健診の基準と学会の基準はこの
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ように揃っていることが望ましい。なお中性脂肪の

受診勧奨判定値は、空腹でも随時でも300mg/dL

で共通である。その理由は、この値になるといず

れにせよ高値であるため、空腹時と随時で微妙な

差を付ける必然性がないためである。 

 

2-2-2. HDLコレステロールについて 

HDLコレステロールについては、40mg/dLとい

う保健指導判定値は不変だが、34mg/dLという受

診勧奨判定値は削除となった。HDLコレステロー

ルが低い場合は、数値に関わらず生活習慣の改

善で対応するのが基本であり、中性脂肪を下げる

とHDLコレステロールが増えること、HDLコレステ

ロールだけを上昇させる薬がないことも知られて

いる。そのため単独での受診勧奨判定値を一律

に設ける意味はないという結論に至った。 

 

2-2-3. 血圧について 

血圧については、従来のメタボリックシンドロー

ムの保健指導判定値は、日本高血圧学会「高血

圧治療ガイドライン2014」の正常高値血圧（収縮

期 血 圧  130mmHg 以 上 ま た は 拡 張 期 血 圧 

85mmHg以上）と合致していたが、「高血圧治療ガ

イドライン2019」7)ではこの区分は高値血圧と名称

が変わり、さらに基準値も収縮期血圧 130mmHg

以上または拡張期血圧 80mmHg以上）に変更さ

れている。そのため今回、同時に血圧の基準も変

更が試みられた。しかしながら「健康増進に係る

科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する

ワーキング・グループ」において、National Data 

Base (NDB)を用いて検証した結果、中性脂肪

の基準値の変更で特定保健指導の対象者が

0.16％減る反面、血圧の基準を変えると1.02％

増加することが示され、しかも保険者間で差があ

る可能性が認められた。そのため今回は血圧の

保健指導判定値の変更は見送られた。 

 

2-3. 特定保健指導の見直し 

保健指導とは、対象者が自らの生活習慣上

の課題に気付き、自発的な行動変容が出来る

よう、助言等の支援を行うことである。保健指導

の第一の目的は、生活習慣病に移行させない

ことであり、すなわち特定保健指導においては、

終局的には糖尿病やその合併症（糖尿病性腎

症）や動脈硬化性疾患（循環器病）を発症させ

ないことが重要である。しかしこれらの予防効果

の年度内での評価は困難であるため、特定保

健指導の評価は、その危険因子であるメタボリ

ックシンドローム等の改善をみることになる。そし

てわが国のメタボリックシンドロームの基準は

「肥満」が必須であるため、最も簡便な指標とし

て体重と腹囲の変化が評価に用いられている。 

 

2-3-1. 積極的支援における評価方法につい

て 

第4期からの見直しのポイントは幾つかあるが、

最も注目を集めているのは積極的支援におけ

るアウトカム評価の導入であろう。 

もともと保健事業は、特定健診導入前の老人

保健法の時代から「何人健診を受けたか」、「何

人に健康教育をしたか」等のアウトプット評価、

また特定保健指導になってからは保健指導とし

て何を為したかというプロセス評価が主体であ

った。当時はそもそもデータの入力自体が体系

的に行われていない上、大規模データを扱える

ような基盤や技術もなかったことも背景にあった。

また、もともと成人の生活習慣を変えるのは容易

ではないこと、一生懸命保健指導をしたからと

いって時間投入量に比例して個人の生活習慣

が改善するわけではないことが暗黙知として共

有されていたこともある。すなわち最初から良く

なりそうな人は当初からある程度決まっており、
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指導困難な人と混在しているため、現実的な評

価が難しいという側面があった。過去3期の実践

を踏まえて、第4期では、現実的な範囲でのアウ

トカム評価、すなわち結果で評価する方法が、

特定保健指導で初めて導入された。 

今回のアウトカム評価は、実際はプロセス評

価との併用という現実的なプランになっている。

積極的支援では、まず初回面接による支援を

行い、その後、3か月以上の継続的な支援を行

う。 

評価方法と各支援のポイント構成を表4に示

す。180ポイントで保健指導達成とするが、腹囲

2cm以上かつ体重2kg以上減少(または体重が

当該年度の特定健康診査の体重の値に0.024

を乗じて得た値（kg）以上かつ腹囲が当該値

（cm）以上減少)したと認められる場合は自動的

に180ポイントとなる。これは第3期のモデル実

施の考え方を踏襲している。そして他のアウトカ

ム評価としては、腹囲1cmかつ体重1kg減少、食

習慣の改善、運動習慣の改善、休養習慣の改

善、その他の生活習慣の改善は、それぞれ20

ポイントとなる。喫煙習慣の改善（禁煙）は、30ポ

イントと少し高めの設定である。そしてこれらを

アウトカム評価として用いる際は、目標を対象者

と共有し、事前に設定した目標以外の行動変容

についてはポイントに算定することは出来ない。 

なお、プロセス評価についても整理されてい

るが、重要な点として、健診当日の初回面接に

20ポイントが付くことが挙げられる。血圧や腹囲、

喫煙歴等、施設外健診でもすぐ結果がわかる

指標もあり、健診当日からモチベーションを高

める意味で重要である。健診車等に保健師等

が同乗できない場合はICTを活用して遠隔で指

導する等の工夫も可能である。 

 

2-3-2. 服薬者の取り扱いについて 

第4期からの重要な変更点として、高血圧や

脂質異常症、糖尿病の服薬者の取り扱いも挙

げられる。 

従来から服薬中の人は、特定保健指導の義

務的な対象となっていなかった。しかし特定保

健指導の対象に含めないことが出来るのは、特

定健診実施時の服薬者のみであった。実際に

は、特定保健指導開始時点で服薬等を開始し

ていた場合や、保健指導開始後に服薬を開始

する場合等があり、これまではこれらは保健指

導の対象者として実施率の分母にも分子にも組

み込まれていた。 

第4期では、「厚生労働省保険局医療介護連

携政策課医療費適正化対策推進室．特定健康

診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手

引き（第4版）, 2023年3月」8)に記載されているよ

うに、「この時の特定保健指導の実施率の取扱

いは、健診データにより対象者を確定するため、

特定保健指導ではなく服薬指導となった場合

は、分母（対象者）と分子（実施完了者）には含

めないことも可能とする」とされており、途中服薬

者を分母から除外できるようにしたため、保健指

導中の受診勧奨をしても保健指導の実施率を

落とすことがなくなった。 

 

Ｄ．考察 

脳・心血管疾患の予防対策は、1968年度から

の脳卒中予防特別対策事業に始まり、1982年度

からの老人保健法保健事業、2008年度からの特

定健診・特定保健指導と、脳・心血管疾患の予

防対策の歴史は長く、時代に合わせて名称や内

容を改訂しながら実施されてきた。しかしながら、

健診を通じた循環器病の予防には問題点も挙げ

られる。 

1点目として、特定健診では、法律の条文に記

載されているのは、「糖尿病その他の政令で定め

る生活習慣病」、政令に記載されているのは「高
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血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣

病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するもの」で

あり、循環器病の記載はなく、危険因子から類推

して明示的に予防するものという解釈になってい

る。これは労働安全衛生法の定期健康診断項目

も同様である。2点目として、「健康寿命の延伸等

を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病

に係る対策に関する基本法（循環器疾患対策基

本法）」では、12条で予防等の推進が記載されて

いるが「健診」についての言及はない。3点目とし

て、健診の根拠となる法制度が分散していること、

健診のターゲットが循環器病そのものではなく危

険因子であることが、制度全体の意義に対する

理解を難しくしている。危険因子管理、それが循

環器病の予防に繋がるというロジックモデルにつ

いて一般の理解を深める努力が必要である。 

また、第4期からの特定健診・特定保健指導

の改訂の内容として、特定健診の問診では喫

煙、飲酒、保健指導に関する質問項目のうち4

箇所が、健診項目では中性脂肪の保健指導判

定値と受診勧奨判定値、HDLコレステロールの

受診勧奨判定値の変更が大きな点であった。ま

た、特定保健指導では、積極的支援におけるア

ウトカム評価の導入、高血圧等の服薬者の取り

扱いが重要な変更点として挙げられた。特に、

今回初めて導入されたアウトカム評価と従来の

プロセス評価との併用による積極的支援におけ

る評価方法の科学的な意義はさらに検証が必

要である。 

 

Ｅ．結論 

循環器病の予防対策の歴史は長く、時代に合

わせて名称や内容を改訂しながら実施されてき

た。しかしながら、根拠となる法制度が分散して

いること、健診のターゲットが循環器病そのもの

ではなく危険因子であること等、問題点も挙げら

れる。危険因子管理、それが脳・心血管疾患の

予防に繋がるというロジックモデルについて一般

の理解を深める努力が必要である。 

また、第4期特定健診・特定保健指導の改訂

で、特に保健指導は、保険者の創意工夫の余地

がより広がったといえる。現場の知恵を結集し、

「標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度

版）」が被保険者の健康管理に役立てられること

が期待されている。 
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の見直しの背景と留意点について（その１）．
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1人当たり老人医療費の診療種別内訳(全国平均との差)
～平成１５年度～
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全
国
平
均
と
の
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（

万
円
）

その他

歯科

入院外＋調剤

入院＋食事

総数

　最高：福岡県　92万2,667円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.51倍
　最低：長野県　61万2,042円

全国平均：75万2,721円

○１人当たり老人医療費は、最大（福岡県）と最小（長野県）で約３０万円（約１．５倍）の格差が
存在しており、都道府県格差の約７割は入院医療費が寄与している。

図１．
〜2003年度〜
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入
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の訪問指導

医

療

費

の
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の

抑
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急性期→回復期→
療養期・在宅に至る
機能分化・連携

＜急性期＞

長期入院高齢者
の病床の転換

＜慢性期＞

＋

在宅（訪問）
医療の充実

自宅以外の
在宅・住まい
の充実

2025年で、

・平均在院
日数短縮に
より４兆円

・生活習慣
病予防によ
り２兆円

⇒計６兆円

退院時
連携

在宅での
看取り推進

重症化防止による入院患者の増加率の減少

生活習慣病予防
（医療保険者が実施する健診・保健指導などによる）

図２．
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表１．厚生労働省 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する
ワーキング・グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（喫煙)

-第3回ワーキンググループ資料（2022年6月22日）から-
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表２．厚生労働省 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する
ワーキング・グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（飲酒）

-第3回ワーキンググループ資料（2022年6月22日）から-
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表３．厚生労働省 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関する
ワーキング・グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（健診項目について）

-第4回ワーキンググループ資料（2022年7月25日）から-
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表４．

厚生労働省健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から28
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年
度
に
始
ま
り
（
第
1
期
）、

2
0
1
3
年
度
か
ら
の
第
2
期
、
2
0
1
8
年
度
か
ら
の
第

3
期
（
現
行
）、
2
0
2
4
年
度
か
ら
の
第
4
期
と
そ
の
実

施
内
容
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

第
4
期
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
「
第
4

期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
見
直
し
に
関
す
る
検
討
会

（
座
長
：
中
山
健
夫
：
京
都
大
学
教
授
）」
で
議
論
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
見
直
し
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
の

構
成
員
を
主
査
と
す
る
「
健
康
増
進
に
係
る
科
学
的
な
知
見

を
踏
ま
え
た
技
術
的
事
項
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
（
主
査：岡
村
智
教：慶
應
義
塾
大
学
教
授
）」、「
効
率
的・

効
果
的
な
実
施
方
法
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

（
主
査
：
津
下
一
代
：
女
子
栄
養
大
学
特
任
教
授
）」
が
設
置

さ
れ
、
前
者
で
は
問
診
や
健
診
項
目
に
つ
い
て
、
後
者
で
は

特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
2
0
2
3
年
3
月
31
日
に
「
標
準
的
な
健
診
・
保
健

指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
令
和
6
年
度
版
）」
が
公
開
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
稿
で
は
2
回
に
分
け
て
第
4
期
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
の
見
直
し
の
背
景
と
留
意
点
に
つ
い
て
解
析
し
ま

す
。
今
回
は
、
主
に
特
定
健
診
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　
ま
ず
特
定
健
診
で
使
わ
れ
る
問
診
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
な
お
問
診
項
目
の
科
学
的
な
背
景
は
、
厚
生
労

働
科
学
研
究
「
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
に
お

け
る
問
診
項
目
の
妥
当
性
検
証
と
新
た
な
問
診
項
目
の
開
発

研
究
（
令
和
3
年
度
～
令
和
5
年
度
：
研
究
代
表
者 

中
山

健
夫
）」
で
検
証
さ
れ
、
塩
分
や
カ
リ
ウ
ム
摂
取
に
関
す
る

問
診
項
目
の
不
足
な
ど
新
し
い
問
診
項
目
案
に
つ
い
て
も
検

証
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
シ
ス
テ
ム
改
修
の
手
間
や
費

用
な
ど
を
考
え
る
と
問
診
の
数
を
増
や
せ
な
い
こ
と
、
継
続

性
（
こ
れ
ま
で
と
の
比
較
）
の
観
点
か
ら
は
な
る
べ
く
変
更

は
し
な
い
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意

見
が
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
現
状
の
「
標
準
的

な
質
問
票
」
の
22
項
目
と
い
う
数
は
維
持
し
、
ど
う
し
て
も

変
更
が
必
要
な
項
目
を
4
か
所
修
正
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
8
番
の
喫
煙
、
18
番
、
19
番
の
飲
酒
、
そ
し
て

22
番
の
保
健
指
導
を
受
け
る
機
会
が
あ
れ
ば
利
用
し
た
い
か

ど
う
か
を
尋
ね
る
問
診
で
す
。
喫
煙
（
表
1
）
と
飲
酒
（
表

2
）
に
つ
い
て
は
、「
健
康
増
進
に
係
る
科
学
的
な
知
見
を

踏
ま
え
た
技
術
的
事
項
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ・グ
ル
ー
プ
」

に
お
け
る
変
更
の
過
程
を
示
し
ま
し
た
。

　
喫
煙
の
変
更
理
由
は
、
選
択
肢
が
従
前
の
よ
う
に
2
択
だ

け
の
場
合
、「
い
い
え
」
と
回
答
し
た
者
の
中
に
「
生
涯
非

喫
煙
者
」
と
「
禁
煙
者
」
が
混
在
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ

た
か
ら
で
す
。
一
般
的
に
、
禁
煙
者
は
喫
煙
者
よ
り
は
低
い

も
の
の
生
涯
非
喫
煙
者
に
比
べ
る
と
が
ん
や
循
環
器
病
の

リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
、
ま
た
再
喫
煙
の
リ
ス
ク
が
あ
る
た

め
、
非
喫
煙
者
と
異
な
る
保
健
指
導
が
必
要
な
こ
と
な
ど
が

変
更
理
由
で
す
。
ま
た
飲
酒
に
つ
い
て
は
、
飲
酒
頻
度
の
問

診
（
18
番
）
に
あ
っ
た
「
時
々
」
と
い
う
言
葉
が
曖
昧
で
あ

り
、
飲
酒
頻
度
を
正
確
に
測
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
時
々
」
を
廃
止
し
、
飲
酒
頻
度
の
区

分
を
3
区
分
か
ら
8
区
分
に
増
や
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
中

に
は
「
や
め
た
」
と
い
う
選
択
肢
も
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
喫
煙
と
異
な
る
点
で
す
が
、
禁
酒
者
に
区
分
さ
れ
る

者
は
、
む
し
ろ
非
飲
酒
者
よ
り
も
死
亡
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
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く
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
禁
煙
は
健
康

の
た
め
に
意
識
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
禁

酒（
普
通
に
飲
ん
で
い
た
人
が
一
滴
も
飲
ま
な
く
な
る
場
合
）

は
、
が
ん
や
循
環
器
病
、
肝
臓
病
、
膵
炎
な
ど
何
ら
か
の
重

篤
な
疾
患
等
が
契
機
で
禁
酒
に
至
る
場
合
が
多
い
た
め
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
禁
酒
者
に
は
既
往
歴
を
含
め

た
禁
酒
の
理
由
な
ど
を
聞
き
取
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た

飲
酒
頻
度
は
多
く
な
く
て
も
、
一
度
に
大
量
の
飲
酒
を
行
う

習
慣
を
持
つ
者
は
、
様
々
な
健
康
障
害
を
起
こ
し
や
す
い
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
で
は

「H
eavy episodic drink, Binge drink

（
大
量
機
会
飲

酒
）」
を
、「
1
回
60
グ
ラ
ム
以
上
を
30
日
に
1
回
以
上
す
る

飲
酒
」と
定
義
し
て
い
る
た
め
、こ
の
問
診
で
、問
診
18
が「
月

1
～
3
日
」
で
も
、
問
診
19
が
④
⑤
に
該
当
す
る
場
合
は
飲

酒
に
よ
る
健
康
リ
ス
ク
が
高
い
大
量
機
会
飲
酒
者
と
判
定
し

て
、
飲
酒
に
つ
い
て
の
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
勧
め
ら
れ

ま
す
。
な
お
問
診
22
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
制
度
と
し
て

特
定
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
保
健

指
導
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
選

択
権
が
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解

を
与
え
て
い
る
こ
と
、
こ
こ

で
「
い
い
え
」
を
選
ん
だ
の
に

特
定
保
健
指
導
の
案
内
が
送
付

さ
れ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

事
案
な
ど
が
あ
り
、
以
前
か
ら

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
こ
の
質
問
は
、
第

4
期
で
は
「
生
活
習
慣
の
改
善

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
特
定

保
健
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
」
に
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
前
述
の
ト
ラ

ブ
ル
を
防
止
で
き
る
と
同
時
に
、

こ
の
質
問
を
き
っ
か
け
に
前
回

の
指
導
内
容
や
う
ま
く
行
っ
た

点
や
失
敗
し
た
点
な
ど
を
尋
ね

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
保
健

指
導
の
場
で
の
活
用
機
会
が
広

が
っ
た
と
言
え
ま
す
。

表1　�厚生労働省�健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・
グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（喫煙）

　������―第3回ワーキンググループ資料（2022年6月22日）から―

表2　�厚生労働省�健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・
グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（飲酒）

　������―第3回ワーキンググループ資料（2022年6月22日）から―
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健
診
項
目
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
背
景
は
、
厚
生
労
働
科

学
研
究
「
健
康
診
査
・
保
健
指
導
に
お
け
る
健
診
項
目
等
の

必
要
性
、
妥
当
性
の
検
証
、
及
び
地
域
に
お
け
る
健
診
実
施

体
制
の
検
討
の
た
め
の
研
究
（
令
和
元
年
度
～
令
和
3
年
度
、

研
究
代
表
者
：
岡
村
智
教
」、「
健
康
診
査
・
保
健
指
導
に
お

け
る
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
研
究
（
令
和
4
年
度
～
令
和

5
年
度
、
研
究
代
表
者
：
岡
村
智
教
」
で
検
討
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
研
究
班
で
は
、
現
在
の
法
定
健
診
項
目
に
入
っ
て
い

な
い
新
し
い
バ
イ
オ
マ
ー
カ
ー
や
画
像
診
断
手
法
、
遠
隔
健

診
な
ど
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
証
も
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
現

実
に
は
保
険
者
の
費
用
負
担
や
健
診
実
施
内
容
の
平
等
性
、

シ
ス
テ
ム
改
修
な
ど
制
度
的
・
経
済
的
な
制
約
が
大
き
く
、

新
た
な
項
目
、
特
に
基
本
項
目
を
追
加
す
る
の
は
困
難
で
し

た
。
そ
の
た
め
今
回
の
見
直
し
の
大
き
な
点
は
、
脂
質
異
常

症
の
う
ち
中
性
脂
肪
（
ト
リ
グ
リ
セ
ラ
イ
ド
）
の
保
健
指
導

判
定
値
、
H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
受
診
勧
奨
判
定
値
の

変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　
特
定
健
診
は
ご
存
じ
の
通
り
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
に
着
目
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
意
外
と
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、

高
L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
を
治
療
し
て
も
動
脈
硬
化

性
疾
患
（
虚
血
性
心
疾
患
や
脳
梗
塞
）
を
発
症
し
や
す
い
の

は
ど
の
よ
う
な
病
態
が
多
い
の
か
を
探
索
す
る
過
程
で
出
て

き
た
疾
患
概
念
で
す
。
そ
の
た
め
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
の
構
成
要
素
の
脂
質
異
常
症
に
は
L
D
L
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
が
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
L
D
L
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
重
篤
な
疾
患
を

予
防
す
る
た
め
の
大
前
提
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
「
標

準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
令
和
6
年
度
版
）」

の
「
第
1
章
.
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
す
る

意
義
」
に
「（
前
略
）
…
日
本
内
科
学
会
等
内
科
系
8
学
会

が
合
同
で
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
疾
患
概
念
と
診

断
基
準
を
示
し
た
。
虚
血
性
心
疾
患
等
の
動
脈
硬
化
性
疾
患

の
主
た
る
危
険
因
子
は
高
L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
で

あ
る
が
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、
高
L
D
L
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
と
は
独
立
し
た
ハ
イ
リ
ス
ク
状
態
と
し

て
登
場
し
た
概
念
で
あ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お

L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
受
診
勧
奨
判
定
値

（
≧140m

g/dL

）
に
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
回
か
ら
受

診
勧
奨
判
定
値
に
つ
い
て
は
、「
判
定
値
を
超
え
る
レ
ベ
ル

の
場
合
、
再
検
査
や
生
活
習
慣
改
善
指
導
等
を
含
め
医
療
機

関
で
の
管
理
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
注
釈
が
加
え

ら
れ
、
受
診
勧
奨
判
定
値
＝
服
薬
推
奨
で
あ
る
と
い
う
誤
解

が
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
（
す
べ
て
の
検
査
に
共
通
）。

　
一
方
、
中
性
脂
肪
で
す
が
、
今
回
は
表
3
に
示
し
た
よ
う

に
中
性
脂
肪
の
保
健
指
導
判
定
値
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
も

と
も
と
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
中
性
脂
肪
の

値
は
空
腹
時
と
食
後
で
大
き
く
異
な
り
、
空
腹
時
の
基
準

（150m
g/dL

）
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
ま
で
考
慮

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
不
思
議
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
当

初
の
特
定
健
診
が
空
腹
採
血
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
第
4
期
か
ら
空
腹
時
中
性
脂
肪
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
や
む
を
得
ず
空
腹
時
以
外
に
採

血
を
行
う
場
合
は
、
随
時
中
性
脂
肪
（
非
空
腹
時
と
空
腹

か
ど
う
か
不
明
な
場
合
を
「
随
時
」
と
呼
ぶ
）
に
よ
り
血

中
脂
質
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
日
本
動
脈
硬
化
学
会
の
「
動
脈
硬
化
性

疾
患
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
2
0
2
2
年
版
」
で
、
わ
が
国
で

初
め
て
随
時
中
性
脂
肪
の
基
準
値
が
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
医
療
機
関
で
の
治
療
（
非
薬
物
療
法
を
含
む
）
は
、

学
会
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
、
本

来
は
特
定
健
診
の
基
準
と
学
会
の
基
準
は
揃
っ
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
の
で
す
。
な
お
血
圧
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
の

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
保
健
指
導
判
定
値
は
、
日

本
高
血
圧
学
会
「
高
血
圧
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
2
0
1
4
」

の
正
常
高
値
血
圧
（
収
縮
期
血
圧 130m

m
H

g 

以
上
ま
た

は
拡
張
期
血
圧 85m

m
H

g 

以
上
）
と
合
致
し
て
い
ま
し

た
が
、「
高
血
圧
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
2
0
1
９
」
で
は

こ
の
区
分
は
高
値
血
圧
と
名
称
が
変
わ
り
、
さ
ら
に
基
準

値
も
収
縮
期
血
圧 130m

m
H

g 

以
上
ま
た
は
拡
張
期
血
圧 

80m
m

H
g 

以
上
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
今

回
、
同
時
に
血
圧
の
基
準
も
変
更
を
試
み
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
「
健
康
増
進
に
係
る
科
学
的
な
知
見
を
踏
ま
え

た
技
術
的
事
項
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
で

N
D

B

（N
ational D

ata Base

）
を
用
い
て
検
証
し
た

結
果
、
中
性
脂
肪
の
基
準
値
変
更
で
特
定
保
健
指
導
の
対

象
者
が
0
・
16
％
減
る
反
面
、
血
圧
の
基
準
を
変
え
る
と

1
・
02
％
増
加
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
し
か
も
保
険
者
間

で
差
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め

今
回
は
血
圧
の
保
健
指
導
判
定
値
の
変
更
は
見
送
ら
れ
ま

し
た
。
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な
お
中
性
脂
肪
の
受
診
勧
奨
判
定
値
は
、
空
腹
で
も
随
時

で
も 300m

g/dL 

で
共
通
で
す
。
こ
れ
は
こ
の
レ
ベ
ル
に

な
る
と
い
ず
れ
に
せ
よ
高
値
な
の
で
、
空
腹
時
と
随
時
で
微

妙
な
差
を
付
け
る
必
然
性
が
な
い
た
め
で
す
。
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、40m

g/dL 

と
い
う
保
健
指
導

判
定
値
は
不
変
で
す
が
、34m

g/dL 

と
い
う
受
診

勧
奨
判
定
値
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
が
低
い
場
合
は
、
数
値
に
関
わ
ら
ず
生
活

習
慣
の
改
善
で
対
応
す
る
の
が
基
本
で
す
し
、
中
性

脂
肪
を
下
げ
る
と
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
増
え

る
こ
と
、
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
だ

け
を
上
昇
さ
せ
る
薬
が
な
い
こ
と
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
単
独
で
の

受
診
勧
奨
判
定
値
を
一
律
に
設
け
る
意

味
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
各
検
査
項
目
の
最
新
の
学
会
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
踏
ま
え
た
知
見

や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
結
果
返
却
の
例

は
、「
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
令
和
6
年
度
版
）」
に
「
健

診
結
果
と
そ
の
他
必
要
な
情
報
の
提
供

（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
文
例
集
）」
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
是
非
、
一
読

し
て
く
だ
さ
い
。
血
圧
高
値
、
脂
質

異
常
、
血
糖
高
値
（H

bA
1c 

含
む
）、

喫
煙
、
肝
機
能
検
査
、
尿
蛋
白
、
血
清

ク
レ
ア
チ
ニ
ン
、
心
電
図
、
眼
底
（
高

血
圧
性
変
化
と
糖
尿
病
性
網
膜
症
）
に

つ
い
て
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
そ
の
2
に
続
く
）

【所属学会等】理事長：日本循環器病予防学会
理　事：日本動脈硬化学会、日本疫学会、日本公衆衛生学会、日本アルコール・アディクション医学会、日本脳卒中協会
評議員：日本高血圧学会 

【委員等】 厚生科学審議会臨時委員（地域保健健康増進栄養部会）、健康管理システム等標準化検討会座長、
国民健康・栄養調査企画解析検討会座長、第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会座長代理、
次期国民健康づくり運動プラン（令和6年度開始）策定専門委員会委員

【その他】 全国健康保険協会（きょうかい健保）理事、国立循環器病研究センター客員部長、滋賀医科大学客員教授、
（公財）神戸医療産業都市推進機構客員部長、（公財）お酒の科学財団 理事、こうちの医療RYOMA大使

1982年　山口県立萩高等学校卒業
1988年　筑波大学医学専門学群卒業（同年　医師免許取得）
   同年　  厚生省健康政策局計画課
   同年　  高知県土佐山田保健所
1993年　大阪府立成人病センター病院 循環器検診科（1996年から診療主任）
1996年　博士（医学）、筑波大学
2000年　滋賀医科大学福祉保健医学講座 助教授
2002年～2003年　Dept. of Epidemiology and Public Health, Imperial College, London（留学）
2003年　帰国（滋賀医科大学に復職）／ 2007年から職名変更（准教授）
2007年8月　国立循環器病センター病院予防検診部長
2010年10月～　慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授（現職）

PROFILE

表3　�厚生労働省�健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・
グループでの喫煙に関する質問項目の変更過程（健診項目について）

　������―第4回ワーキンググループ資料（2022年7月25日）から―

岡
おか

村
むら

　智
とも

教
のり

32



慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
衛
生
学
公
衆
衛
生
学
　教
授
　岡
村
　智
教

第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の

見
直
し
の
背
景
と
留
意
点
に
つ
い
て

第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の

見
直
し
の
背
景
と
留
意
点
に
つ
い
て
そ
の
2

論説
論説

7 東京の国保　2024.1

　
10
月
号
に
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た「
そ
の
1
」で
は
、第

4
期
の
特
定
健
診
の
見
直
し
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
回
は
、特
定
保
健
指
導
の
見
直
し
に
つ
い
て

要
点
を
解
説
し
ま
す
。

　
「
保
健
指
導
」と
い
う
用
語
、特
に「
指
導
」と
い
う
言
い
回

し
に
は
や
や
前
時
代
的
な
響
き
を
感
じ
な
い
わ
け
で
も
な
い

の
で
す
が
、保
健
指
導
と
は
、対
象
者
が
自
ら
の
生
活
習
慣
上

の
課
題
に
気
付
い
て
、自
発
的
な
行
動
変
容
が
で
き
る
よ
う

に
、助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
す
。
上
か
ら
目
線
で
の

「
指
導
」で
は
な
く
、あ
く
ま
で
の
対
象
者
の
自
主
的
な
行
動

を
支
援
す
る
と
い
う
視
点
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
、保
健
指

導
の
第
一
の
目
的
は
、生
活
習
慣
病
に
移
行
さ
せ
な
い
こ
と

で
す
。
す
な
わ
ち
特
定
保
健
指
導
に
お
い
て
は
、終
局
的
に

は
糖
尿
病
や
そ
の
合
併
症（
糖
尿
病
性
腎
症
）や
動
脈
硬
化
性

疾
患（
循
環
器
病
）を
発
症
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
年
度
内
で
の
評
価
は
困
難
で
あ
る
た
め
、特

定
保
健
指
導
の
評
価
は
、
そ
の
危
険
因
子
で
あ
る
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
な
ど
の
改
善
を
み
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
日
本
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
基
準

は「
肥
満
」が
必
須
で
あ
る
た
め
、最
も
簡
便
な
指
標
と
し
て

体
重
と
腹
囲
の
変
化
が
評
価
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
第
4
期
か
ら
の
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
は
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

最
も
注
目
を
集
め
て
い
る
の
は
積
極
的
支
援
に
お
け
る
ア
ウ

ト
カ
ム
評
価
の
導
入
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
結
果
で
評
価
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、こ
れ
は
官
民
問
わ
ず
通
常
の
事
業

評
価
と
し
て
は
あ
る
意
味
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、今
回
特
定
保
健
指
導
で
も
初
め
て
前
面
に
出
て
来

た
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
保
健
事
業
は
、特
定
健
診
導
入
前

の
老
人
保
健
法
の
時
代
か
ら「
何
人
健
診
を
受
け
た
か
」、「
何

人
に
健
康
教
育
を
し
た
か
」等
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
、ま
た

特
定
保
健
指
導
に
な
っ
て
か
ら
は
保
健
指
導
と
し
て
何
を
な

し
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
評
価
が
主
体
で
し
た
。
当
時
は

そ
も
そ
も
デ
ー
タ
の
入
力
自
体
が
体
系
的
に
行
わ
れ
て
い

な
い
上
、大
規
模
デ
ー
タ
を
扱
え
る
よ
う
な
基
盤
や
技
術
も

な
か
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
も
そ
も
成

人
の
生
活
習
慣
を
変
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
、一
生

懸
命
保
健
指
導
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
時
間
投
入
量
に
比
例

し
て
個
人
の
生
活
習
慣
が
改
善
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

暗
黙
知
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
最
初
か
ら
良
く
な
り
そ
う
な
人
は
参
加
当
初
か
ら
あ
る

程
度
決
ま
っ
て
お
り
、指
導
困
難
な
人
と
混
在
し
て
い
る
状

況
の
た
め
、現
実
的
な
評
価
が
難
し
い
側
面
が
あ
る
の
で
す
。

今
回
の
改
訂
は
、過
去
3
期
の
実
践
を
踏
ま
え
て
、現
実
的
な

範
囲
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
す
が
、
実
際
は
プ
ロ
セ
ス

評
価
と
の
併
用
と
い
う
現
実
的
な
プ
ラ
ン
に
な
っ
て
い
ま

す
。
積
極
的
支
援
で
は
、ま
ず
初
回
面
接
に
よ
る
支
援
を
行

い
、そ
の
後
、3
か
月
以
上
の
継
続
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

評
価
方
法
と
各
支
援
の
ポ
イ
ン
ト
構
成
を
表
1
に
示
し
ま

す
。
1
8
0
ポ
イ
ン
ト
で
保
健
指
導
達
成
と
し
ま
す
が
、
腹

囲
2
cm
以
上
か
つ
体
重
2
kg
以
上
減
少（
ま
た
は
体
重
が
当

該
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
体
重
の
値
に
0
・
0
2
4
を
乗

じ
て
得
た
値（
kg
）以
上
か
つ
腹
囲
が
当
該
値（
cm
）以
上
減

少
）し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
自
動
的
に
1
8
0
ポ
イ
ン

ト
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
第
3
期
の
モ
デ
ル
実
施
の
考
え
方

を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
他
の
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
と
し

て
は
、腹
囲
1
cm
か
つ
体
重
1
kg
減
少
、食
習
慣
の
改
善
、運

動
習
慣
の
改
善
、休
養
習
慣
の
改
善
、そ
の
他
の
生
活
習
慣
の

改
善
は
、そ
れ
ぞ
れ
20
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
な
お
禁
煙

は
30
ポ
イ
ン
ト
と
少
し
高
め
の
設
定
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
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を
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
と
し
て
用
い
る
際
は
、目
標
を
対
象
者

と
共
有
す
る
こ
と
、事
前
に
設
定
し
た
目
標
以
外
の
行
動
変

容
に
つ
い
て
は
ポ
イ
ン
ト
に
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
プ
ロ
セ
ス
評
価
の
方
も
す
っ
き
り
整
理
さ
れ
て
い
ま
す

が
、重
要
な
点
と
し
て
、健
診
当
日
の
初
回
面
接
に
20
ポ
イ
ン

ト
が
付
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
血
圧
や
腹
囲
、喫
煙
歴

な
ど
施
設
外
健
診
で
も
す
ぐ
結
果
が
わ
か
る
指
標
も
あ
り
、

健
診
当
日
か
ら
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
意
味
で
重
要
で

す
。
健
診
車
な
ど
に
保
健
師
等
が
同
乗
で
き
な
い
場
合
な
ど

は
I
C
T
を
活
用
し
て
遠
隔
で
指
導
す
る
な
ど
の
工
夫
も
可

能
で
す
。

　
実
際
の
積
極
的
支
援
に
お
け
る
評
価
方
法
と
各
支
援
の
ポ

イ
ン
ト
構
成
の
例
が
、
「
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ

グ
ラ
ム（
令
和
6
年
度
版
）」に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず

表
2
に
示
し
た
パ
タ
ー
ン
A
は
、
腹
囲
2
cm
以
上
か
つ
体
重

2
kg
以
上
減
の
目
標
の
達
成
に
よ
る
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で

1
8
0
ポ
イ
ン
ト
に
到
達
し
た
例
で
す
。
こ
れ
は
プ
ロ
セ
ス

評
価
と
し
て
は
初
回
面
接
や
実
績
評
価
を
兼
ね
た
メ
ー
ル
な

ど
を
含
め
て
80
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、3
か
月
経
過
時
点
で
腹

囲
2
cm
以
上
か
つ
体
重
2
kg
以
上
減
を
達
成
で
き
た
例
に
な

り
ま
す
。
表
3（
パ
タ
ー
ン
B
）は
、
3
か
月
経
過
時
点
で
体

重
と
腹
囲
の
目
標
達
成
に
は
至
ら
ず
、そ
の
後
に
運
動
習
慣

の
改
善
の
目
標
を
追
加
し
て
2
か
月
継
続
で
き
た

こ
と
を
確
認
し
て
保
健
指
導
を
終
了
し
た
例
に
な

り
ま
す
。
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
項
目
を
設
定
す
る
際

の
注
意
点
は
、
対
象
者
が
予
め
設
定
し
た
行
動
変

容
を
、
2
か
月
間
継
続
し
て
初
め
て
ポ
イ
ン
ト
が

得
ら
れ
る
と
い
う
点
で
す
。
表
4（
パ
タ
ー
ン
C
）

は
、
行
動
変
容
の
目
標
達
成
に
よ
る
ア
ウ
ト
カ
ム

評
価
と
継
続
的
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
評
価
と
を
合
わ

せ
て
1
8
0
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
例
で
す
。
プ
ロ

セ
ス
評
価
と
し
て
は
初
回
面
接
や
実
績
評
価
を
含

め
て
1
4
0
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
初
回
面
接
か
ら

禁
煙
と
食
習
慣
改
善
の
行
動
変
容
の
目
標
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
3
か
月
後
に
こ
れ
ら
が
達
成
で
き

て
い
た
た
め
に
50
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
、
1
8
0

を
超
え
た
例
で
す
。
そ
し
て
表
5（
パ
タ
ー
ン
D
）

は
、
初
回
面
談
で
定
め
た
運
動
と
休
養
の
行
動
目

標
が
3
か
月
経
過
時
点
で
未
達
成
、
そ
の
時
点
で

目
標
の
修
正
を
行
っ
た
が
2
か
月
間
継
続
が
で
き

ず
、結
局
、プ
ロ
セ
ス
の
積
み
上
げ
で
1
8
0
を
超

表1　�積極的支援における評価方法と各支援
のポイント構成
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・
保健指導プログラム（令和６年度版）から―

表2　�●●●●●●●●●　
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から―

表3　●●●●●●●●●
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から―
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第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の

見
直
し
の
背
景
と
留
意
点
に
つ
い
て

第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の

見
直
し
の
背
景
と
留
意
点
に
つ
い
て
そ
の
１
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え
た
例
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
具
体
的
な
ポ
イ
ン

ト
の
積
み
上
げ
方
を
想
起
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
パ
タ
ー
ン
A
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
人
が
腹
囲

2
cm
以
上
か
つ
体
重
2
kg
以
上
減
を
達
成
で
き
て
い
る
の
か

を
、過
去
の
モ
デ
ル
実
施
の
デ
ー
タ
な
ど
を
見
て
整
理
し
て

お
け
ば
、こ
の
層
に
は
比
較
的
軽
い
働
き
か
け
で
済
ま
せ
て
、

他
の
人
に
よ
り
労
力
を
か
け
る
な
ど
の
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
ま
た
保
健
指
導
に
関
し
て
は
、

実
績
評
価
後
に
、
例
え
ば
I
C
T
を
活
用
し
て
生
活
習
慣
の

改
善
の
実
践
状
況
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
な
ど
、マ
ン
パ
ワ
ー
等

に
応
じ
た
効
果
的・効
率
的
な
取
組
も
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
表
6
に「
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム（
令
和

6
年
度
版
）」に
示
さ
れ
て
い
る
行
動
変
容
の
目
標（
例
）を
示

し
ま
す
。
こ
れ
ら
を
用
い
て
、対
象
者
が
2
か
月
間
、行
動
変

容
を
継
続
す
る
こ
と
で
、腹
囲
1.0
cm
以
上
か
つ
体
重
1.0
kg
以

上
の
減
少
と
同
程
度
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
目
標
を
設

定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
提
示
さ
れ
て
い
る

例
は
か
な
り
曖
昧
な
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、何
を
も
っ
て

「
腹
囲
1.0
cm 

以
上
か
つ
体
重
1.0
kg
以
上
の
減
少
と

同
程
度
の
効
果
」と
み
な
す
の
か
に
つ
い
て
は
科

学
的
な
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
研
究
班
等

で
事
例
が
示
さ
れ
て
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
達
成

し
や
す
い
目
標
が
選
ば
れ
や
す
く
な
る
な
ど
の
弊

害
も
予
測
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
も
そ
も「
腹
囲

2
cm
以
上
か
つ
体
重
2
kg
以
上
減
」や
1
8
0
ポ

イ
ン
ト
の
達
成
が
ど
の
程
度
の
医
学
的
な
意
味
を

持
つ
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
科
学
的
な
知
見

は
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
健
診
と
比
べ
て
保
健

指
導
の
方
が
科
学
的
な
検
証
が
難
し
い
側
面
が
あ

り
、こ
れ
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
し
ょ
う
。

　
な
お
第
4
期
か
ら
も
う一つ
重
要
な
変
更
点
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
高
血
圧
な
ど
の
服
薬
者
の
取
り

扱
い
で
す
。
従
来
か
ら
服
薬
中
の
人
は
、
特
定
保

健
指
導
の
義
務
的
な
対
象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
特
定
保
健
指
導
の
対
象
に
含
め
な
い

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
特
定
健
診
実
施
時
の
服
薬

者
の
み
で
し
た
。
実
際
に
は
、
特
定
保
健
指
導
開

始
時
点
で
服
薬
等
を
開
始
し
て
い
た
場
合
、
保
健
指
導
開
始

後
に
服
薬
を
開
始
す
る
場
合
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
こ
れ

ら
は
保
健
指
導
の
対
象
者
と
し
て
実
施
率
の
分
母
に
も
分
子

に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
投
薬
を
行
っ
て

い
る
医
師
と
連
携
し
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
せ
ず
医
師

に
よ
る
服
薬
指
導
を
継
続
す
る
の
か
、
服
薬
指
導
と
並
行
し

て
特
定
保
健
指
導
を
実
施
す
る
の
か
等
を
、
対
象
者
本
人
の

意
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
第
4
期
で
は
、「
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政

策
課
医
療
費
適
正
化
対
策
推
進
室
．
特
定
健
康
診
査
・
特

表4　�●●●●●●●●●　
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から―

表5　�●●●●●●●●●　
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から―
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定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
手
引
き（
第
4
版
），

2
0
2
3
年
3
月
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
時
の

特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の
取
扱
い
は
、
健
診
デ
ー
タ
に
よ

り
対
象
者
を
確
定
す
る
た
め
、
特
定
保
健
指
導
で
は
な
く
服

薬
指
導
と
な
っ
た
場
合
は
、
分
母（
対
象
者
）と
分
子（
実
施

完
了
者
）に
は
含
め
な
い
こ
と
も
可
能
と
す
る
」と
さ
れ
て
お
り
、

保
健
指
導
中
に
受
診
勧
奨
が
行
い
や
す
い
よ
う
に
整
理
さ
れ
て

い
ま
す
。
健
診
の
部
分
も
含
め
て
第
4
期
で
は
全
般

的
に
受
診
勧
奨（
特
に
高
血
圧
、
脂
質
異
常
症
、
糖

尿
病
）を
し
や
す
い
方
向
で
改
訂
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
外
来
医
療
費
は
高
額
医
療
費
の
予
防
コ
ス
ト

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
き
た

た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、
糖
尿
病

の
治
療
は
糖
尿
病
性
腎
症
に
よ
る
透
析
の
予
防
、
高

血
圧
の
治
療
は
脳
卒
中
に
よ
る

入
院
の
予
防
、
脂
質
異
常
症
の

治
療
は
心
筋
梗
塞
に
よ
る
入
院

の
予
防
、
と
い
う
感
じ
に
な
り

ま
す
。
保
健
指
導
は
む
し
ろ
糖

尿
病
や
高
血
圧
に
な
ら
せ
な
い

た
め
の
よ
り
上
流
の
手
段
な
の

で
、
保
健
指
導
と
受
診
勧
奨
を

う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
将
来
の

重
篤
で
医
療
費
が
か
か
る
疾
患

を
予
防
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
以
上
、
2
回
に
わ
た
っ
て
第

4
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
の
見
直
し
の
背
景
と
留
意
点

に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
回
の
改
訂
で
特

に
保
健
指
導
は
、
保
険
者
の
創

意
工
夫
の
余
地
が
よ
り
広
が
っ

た
と
思
い
ま
す
。
現
場
の
知
恵

を
結
集
し
て
被
保
険
者
の
方
の

健
康
管
理
に
役
立
て
て
い
た
だ

く
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
。

【所属学会等】理事長：日本循環器病予防学会
理　事：日本動脈硬化学会、日本疫学会、日本公衆衛生学会、日本アルコール・アディクション医学会、日本脳卒中協会
評議員：日本高血圧学会 

【委員等】 厚生科学審議会臨時委員（地域保健健康増進栄養部会）、健康管理システム等標準化検討会座長、
国民健康・栄養調査企画解析検討会座長、第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会座長代理、
次期国民健康づくり運動プラン（令和6年度開始）策定専門委員会委員

【その他】 全国健康保険協会（きょうかい健保）理事、国立循環器病研究センター客員部長、滋賀医科大学客員教授、
（公財）神戸医療産業都市推進機構客員部長、（公財）お酒の科学財団 理事、こうちの医療RYOMA大使

1982年　山口県立萩高等学校卒業
1988年　筑波大学医学専門学群卒業（同年　医師免許取得）
   同年　  厚生省健康政策局計画課
   同年　  高知県土佐山田保健所
1993年　大阪府立成人病センター病院 循環器検診科（1996年から診療主任）
1996年　博士（医学）、筑波大学
2000年　滋賀医科大学福祉保健医学講座 助教授
2002年～2003年　Dept. of Epidemiology and Public Health, Imperial College, London（留学）
2003年　帰国（滋賀医科大学に復職）／ 2007年から職名変更（准教授）
2007年8月　国立循環器病センター病院予防検診部長
2010年10月～　慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授（現職）

PROFILE

表6　特定保健指導において目標設定及び評価を行うための行動変容の例
―�厚生労働省�健康・生活衛生局．標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）から―
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

我が国における公衆衛生学的観点からの歯科健康診査の評価に資する研究 

 

研究分担者 相田 潤  東京医科歯科大学医歯学総合研究科 教授 

 

研究要旨  

近年、歯科疾患の重要性が注目され 2021 年には WHO の総会で決議が承認されている。このような歯科疾患の

早期発見・早期治療のために日本では歯周病検診をはじめとして、乳幼児期から高齢期まで複数の歯科健康診査

（以下、歯科健診）が存在する。本研究では、その意義や課題についてデータや文献を基に考察した。 

まず初めに、歯科疾患の疾病負担について、近年注目される有病率の観点から整理した。次に、歯科健診の受

診率について、行政による健診の観点と、実際の人々の受診の観点の２つの点から整理した。さらに、歯科健診の

課題や、歯科健診が果たすライフコースを通じた役割について整理をした。 

20 歳を超えた約３０％の人が治療が必要なう蝕を有していた。４ｍｍ以上の歯周ポケットを有する歯周病気は、25

歳以上では 30％を超える人が有しており年齢とともに増加した。これらの結果、歯科疾患による通院者率は高く、上

位５傷病に「歯の病気」が入っていた。国民医療費も、循環器系疾患、新生物について高く、特に 64 歳以下ではこ

れらの疾病を超えて歯科疾患が最も高かった。歯科疾患の早期発見につながる歯科健診の受診に関しては、行政

の行う歯周病検診の受診率は5％を下回る低さである一方で、過去1年間に歯科健診を受診した人の割合は58.0％

と高かった。歯を喪失する原因の大部分は、う蝕とその治療後の歯の破折や、歯周病である。歯科健診は早

期発見・早期治療を通じて歯の喪失のリスクを下げると考えられる。歯の喪失は、食事やコミュニケーショ

ンに問題を生じさせ、健康寿命の喪失に寄与する可能性がある。 

国際的な水準と同様に、多くの日本人が歯周病やう蝕の歯科疾患を有しており、これが特に成人期の高い国

民医療費につながっていると考えられた。歯科健診については、行政の歯周病検診の受診率は低い一方で、

過去1年間に歯科健診を受診した人の割合は高く、歯科診療所での受診が寄与していると考えられた。比較的

受診率が低い壮年期の受診率を向上させる健康経営や産業保健における歯科保健の取り組みや、健康や経

済的状況、地理的な問題で歯科健診の受診が難しい人々への対策が必要であろう。こうした取り組みは、将来

的な歯の喪失を予防し、食事やコミュニケーションを円滑にして健康寿命の延伸に寄与すると考えられる。 

Ａ．研究目的 

近年、歯科疾患の重要性が国際的に注目を

集めている。これは WHO や世界の研究機関に

よ る 世 界 疾 病 負 担 研 究 （ Global Burden of 

Disease sduty: GBD study）において、う蝕や歯周

病、歯の喪失といった歯科疾患の有病率の高さ

が繰り返し報告されてきたことが契機となっている
1-4)。2019 年には Lancet 誌上で初となる口腔保

健特集号が出版され、永久歯の未処置う蝕を有

する者が 3 人に 1 人を超えて極めて多いことなど

が報告された 4-7)。2021 年には世界保健機関

（WHO）の第 74 回世界保健総会において、口腔

保健に関する歴史的な決議が承認された 8, 9)。こ

うした状況は日本でもあてはまるが、あまり知られ

ていない 10, 11)。 

疾病の早期発見、早期治療は健康増進に寄

与すると考えられている。このことが現在の歯科

健康診査（以下、歯科健診）にもあてはまるのか、

科学的なデータに基づいた整理は少ない。そこで

本研究では、歯科疾患の疾病負担および歯周病

検診の受診率、ライフコースを通じた歯科健診の

意義の３つの観点から、歯科健診の有効性につい
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て検討を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

国から出されている公的統計データおよび先

行研究から、歯科疾患の疾病負担に関するデー

タを抽出し整理した。公的統計データとしては歯

科疾患実態調査と国民医療費のデータを用いた。 

 

（倫理面への配慮） 

既に公開されている情報を用いてレビューを行

う研究であるため、倫理的な問題はないため、研

究倫理の審査は行わなかった。 

 

Ｃ．研究結果 

１．歯科疾患の疾病負担について 

2022 年 WHO から出された口腔保健に関する

レポートで歯科疾患の疾病負担について、主要

な疾患と比較した有病状況の多さの観点からまと

められていた 12)。う蝕、歯周病、歯の喪失を中心

とした口腔疾患（歯科疾患）の有病者は地球上

に３４億人以上存在し、精神疾患、循環器疾患、

糖尿病、慢性呼吸器疾患、がんを上回ることが

分かる。 

日本における状況はどうなのか、厚生労働省

の令和４年歯科疾患調査 13)から整理をした。図２

は永久歯に未処置のう蝕を有する者の割合を示

す。新型コロナウイルス感染症の流行期に調査

が行われたため、調査人数の少なさからばらつき

が大きいが、20歳代を超えると、永久歯に治療が

必要な未処置う蝕を有する者はどの年代でも

30％前後と多いことが分かった。図３には歯周病

として臨床的に問題の大きな、４ｍｍ以上の歯周

ポケットを有する者の割合を示す。年齢とともに

その割合は増加傾向にあり、25 歳以上では 30％

を超える者が歯周病を有していることが分かった。 

有病率の高さは、患者の多さにつながり、国の

医療費負担の大きさにつながると考えられる。図

４に、2022（令和４）年 国民生活基礎調査より作

成した、人口千人当たりの通院者率の上位５傷

病を示す。歯の病気は人口千人あたり 52.5 人が

通院しており、高い割合であった。図５に、令和 2

年度の主要な非感染性疾患（NCDs）の国民医

療費 14)を示す。歯科疾患の国民医療費は循環

器系疾患、新生物について高く、特に 64 歳以下

では最も高かった。これは、成人期にう蝕や歯周

病の有病率が高いことが寄与していると考えられ

る。これらの結果から、多くの日本人が歯科疾患

を有し、疾病負担の大きさが明らかになった。 

 

２．歯科健診の受診率について 

 成人の歯科疾患の早期発見・早期治療のため

の健診として健康増進法に基づき自治体により

実施される歯周病検診が存在する 15, 16)。しかし、

歯周病検診の受診率の低さが指摘されてきた。

矢田らはその全国の受診率は平成27 年で 4.3％

と報告していた 17)。この低い受診率では、図２，３

に示すような多くの歯科疾患の有病者のごく一

部しか把握できていないと考えられる。 

 しかし一方で、過去１年間に歯科検診を受診し

た人の割合は 58.0％と比較的高いことが報告さ

れている 13)。図６は、令和 4 年歯科疾患実態調

査より作成した、、過去１年間に歯科検診を受診

した人の割合である 13)。人数の少なさからくる変

動が大きいものの、おおむね子どもで受診が多く、

成人期に少なくなった後、高齢期で高いが、さら

に年齢が高くなると低くなっていく傾向にあった。 

 これらの結果から、行政による歯周病検診は受

診率が低いが、これは人々が自分で歯科医院に

通って受診していることが理由だと考えられた。 

このほかに歯科健診の受診率に関係する課題

に関係して、所得が低い人ほど歯科受診をして

ないといった健康格差 18)や、地理的に歯科医院

が少ない地域での受診の難しさ 19, 20)、歯科医院

への交通手段によるアクセスの問題 21)が日本に

おいても報告されていた。また、歯科衛生士が多

い歯科医院ほど歯科健診が含まれる定期的な歯

科受診が多いことが報告されていた 22)。 

 

３．ライフコースを通じた歯科健診の意義につい

て 
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永久歯は 12 歳ごろに生え変わりそのあと生涯

を通じて食事や会話に機能を発揮する。歯を喪

失する原因の８割以上は、う蝕とその治療後の歯

の破折や、歯周病である 23)。歯科健診は主に二

次予防である早期発見・早期治療を通じて歯の

喪失予防に寄与すると考えられる 24)。 

歯の喪失は、咀嚼能力の低下による低栄養や

体重減少を引き起こす可能性がある 25, 26)。また

会話が難しくなることは人とのコミュニケーション

を難しくし、一人で食事をする孤食や 27)、社会的

孤立 28)といった社会的交流を低下させる可能性

がある。このようなことを通して、歯の喪失は死亡
29)や健康寿命 30)に影響を及ぼすと考えられる。

世界疾病負荷研究からは、高齢者の健康寿命を

喪失させる１０大原因の１つに歯科疾患が数えら

れており、高所得国では第９位の原因となってい

る 31)。 

こうしたことから、歯科健診は歯の喪失予防を

通じて、健康寿命の延伸に寄与している可能性

が存在する。 

 

Ｄ．考察 

 データや文献から、多くの日本人が歯周病やう

蝕といった歯科疾患を有しており、そのことが高

い国民医療費につながっていることが明らかとな

った。高い歯科疾患の有病率は、WHO の決議

で示されたような国際的な水準とも同様の傾向で

あった 8, 9)。歯科疾患は減ったというイメージが強

いが、元々有病率が高い疾患であるため、現在

でも多く、また高齢期に歯を有する人が増えてい

ることで、高齢者において歯周病やう蝕が増加し

ていることが、今回の結果を説明するだろう。 

 歯科疾患の早期発見につながる歯科受診に関

しては、行政の行う歯周病検診の受診率は 5％

を下回る低さである一方で、過去 1 年間に歯科

健診を受診した人の割合は58.0％と高かった。こ

のことは、行政のサービスではなく、歯科診療所

で歯科健診を受けている人が多いことが理由だ

と考えられる。 

 歯科健診を受けた人は、子育てや仕事で忙し

いと考えられる壮年期の人々や、要介護状態に

なったり無歯顎となっている人が多いと考えられ

る後期高齢者の人々で少ない傾向にあった。壮

年期の人々の歯科受診に関しては、健康経営や

産業保健の中に歯科保健を取り入れることが解

決の一助になると考えられる。実際、企業におけ

る従業員への歯科の予防的なプログラムの有効

性が報告されている 32)。後期高齢者に関しては、

後期高齢者を対象とした歯科健診の実施や 33)、

歯科訪問診療の推進が診療報酬の中でも考慮

されており、一層の普及が望まれる。 

一方で、所得が低い人ほど歯科受診をしてな

いといった健康格差 18)や、地理的に歯科医院が

少ない地域での受診の難しさ 19, 20)、歯科医院へ

の交通手段によるアクセスの問題 21)が日本にお

いても報告されている。このような社会的決定要

因による歯科健診の受診の難しさを解消するよう

な施策も求められるだろう。また、歯科衛生士が

多い歯科医院ほど定期的な歯科受診が多いこと

が報告されていた。歯科衛生士の確保や離職に

は、歯科医院側の要因が大きく寄与することも報

告されており 34)、歯科衛生士が働きやすい歯科

医院を整備するための、歯科医師側の努力も必

要であろう。 

歯科健診は、早期発見・早期治療を通じて、

将来的な歯の喪失を予防する可能性を高める。

そしてそれは食事やコミュニケーションを円滑に

して健康寿命の延伸に寄与すると考えられる。歯

科健診の頻度や実施方法による、未治療のう蝕

や歯周病の減少効果、歯の喪失の減少効果の

違いについて、今後のより一層の研究が必要で

あろう。 

 

Ｅ．結論 

国際的な水準と同様に、多くの日本人が歯周

病やう蝕の歯科疾患を有しており、これが特に成

人期の高い国民医療費につながっていると考え

られた。歯科健診については、行政の歯周病検

診の受診率は低い一方で、過去 1年間に歯科健

診を受診した人の割合は高く、歯科診療所での
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受診が寄与していると考えられた。歯科健診は、

早期発見・早期治療を通じて、将来的な歯の喪

失を予防し、食事やコミュニケーションを円滑にし

て健康寿命の延伸に寄与すると考えられる。歯

科健診の受診率の低い集団へのアプローチや、

歯科健診の頻度や実施方法による効果の違い

の研究が必要であろう。 
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主な非感染性疾患の世界の推定有病者数

口腔疾患
34億7400万人

精神疾患
9億6700万人

循環器疾患
5億2200万人

糖尿病
4億5800万人

慢性呼吸器疾患
4億5300万人

がん
8600万人

 
図１．主な非感染性疾患の世界における有病者数（WHO のレポート 12)より作成） 

 

 

 

 

 

図２．永久歯に、未処置のう蝕を有する者の割合（令和 4 年歯科疾患実態調査より作成 13)） 
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図３．歯周病（４㎜以上の歯周ポケット）を有する者の割合（令和 4 年歯科疾患実態調査より作成 13)） 

 

 

 

 

 

 

図４．人口千人当たりの通院者率の上位５傷病（2022（令和４年）国民生活基礎調査より作成 35)） 
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図５．主要な非感染性疾患（NCDs）の国民医療費（国民医療費（2020 年度（令和 2 年度）14)より作成） 

 

 

 

 

 

図６．過去１年間に歯科検診を受診した人の割合（令和 4 年歯科疾患実態調査より作成 13)） 

 

 

 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

循環器系の疾患

新生物（がん、良性腫瘍など）

歯科疾患

呼吸器系の疾患

内分泌，栄養及び代謝疾患（糖尿病など）

精神及び行動の障害

0-14歳 15-64歳 65歳以上 （億円）

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0

1～ 4
5～ 9

10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84

85～

(%)

年
齢

階
級

45



高齢者（70歳以上）の健康寿命を
喪失させる10大原因* （高所得国**）
1. 腰痛

2. 加齢による難聴

3. 糖尿病

4. 転倒

5. COPD

6. アルツハイマー型認知症

7. 変形性関節症

8. 脳卒中

9. 口腔疾患（歯の喪失、う蝕、歯周病）

10. その他の筋骨格系疾患

*障害とともに生きた
年数（YLDs）の主要10
原因
**世界全体でも口腔疾
患はトップ10に入る

 

図７．高齢者（70 歳以上）の健康寿命を喪失させる 10 大原因 （高所得国、GBD 2019 Ageing 

Collaborators の文献より作成 31)） 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

我が国における公衆衛生学的観点からの学校健診の評価に資する研究 

 

研究分担者 甲田 勝康  関西医科大学医学部 研究教授 

 

研究要旨  

本研究では、学校健診における効果的な健康診査項目の検討や制度の見直しに向けた議論に資するエビ

デンスを創出するため、既存の学校健康診査制度や検査項目について、健康診査が満たすべき要件に沿っ

てエビデンスを整理し、ライフステージに応じた健康の観点と照らし合わせることで不足している内容がないか

を検証することを目的としている。特に、学校健康診査制度について、系統的・網羅的に評価を行い、健診項

目や、事後措置も含めた健康診査のシステム全体について、ライフステージに応じた健康の観点と照らし合わ

せて検証し、わが国の学校健康診査の全体像について評価する。そうすることによって、わが国の学校健康診

査のあり方に関して、ライフコースの観点から提言する。 

学校健診は、学校における児童生徒等の健康の保持増進を図ることを目的としており、学校における保健管

理の中核に位置するだけでなく、学校健診を学校における保健教育に役立てるという側面ももつ。生活習慣病

やロコモティブシンドロームの予防は、高齢になってからでは限界があり、若い世代や小児期にさかのぼって対

策を行う必要がある。教育の専門機関である学校での保健教育は、将来の疾病予防に重要な役割を担う。学

校健診を継続して見直し、そこから得られるものを、ライフステージに沿って、こどもから若い女性や男性、高齢

者につなげていくこと、さらに、家庭や地域における健康行動につなげていくことが必要である。 

Ａ．研究目的 

学校保健安全法に基づく健診は、就学時の健

康診断、児童生徒の毎学年の定期の健康診断、

児童生徒の臨時の健康診断、学校職員の健康

診断からなる。学校健診は、学校における児童

生徒等の健康の保持増進を図ることを目的として

おり、学校における保健管理の中核に位置する。

また、学業や発達に差し支える疾病がないか、他

人に影響を与えるような感染症にかかっていない

かをスクリーニングすることも目的としている。さら

に学校健診は、学校における健康課題を明らか

にして健康教育（保健教育）に役立てるという側

面もある。生活習慣病やロコモティブシンドロー

ムの予防は、高齢になってからでは限界があり、

若い世代や小児期にさかのぼって対策をおこな

う必要があり、教育の専門機関である学校での保

健教育は重要な役割を担う。学校での保健教育

は学校教育法に基づいた教育活動で、保健教

育を有効的に行うことによって、好ましい生活習

慣の確立が期待でき、将来の生活習慣病やロコ

モティブシンドローム、やせ、メンタル面での不調

等の予防に活かす事ができると考えられる。 

学校健診を効率的に運営していくためには、

学校健診の本来の意義を考えて、必要なものは

取り入れ、必要でないものは整理していく必要が

ある。また、欧米と日本とでは健診制度が異なり、

日本だけが集団健診を行っている点も見過ごせ

ない。日本だけのシステム、経緯、国民皆保険の

存在などを踏まえて学校健診を評価することも必

要である。 

我が国では令和 2 年に「健康増進事業実施者

に対する健康診査の実施等に関する指針」が改

正され（令和 2 年厚生労働省告示第三十七号）、

健康診査が満たすべき 18 の要件が制定された。

しかし、この 18 の要件に沿って現行の学校健診

を評価した研究は見当たらない。 

研究協力者 

小原 久未子  関西医科大学医学部 講師 
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そこで本研究では、効果的な健康診査項目の

検討や制度の見直しに向けた議論に資するエビ

デンスを創出するため、学校健診制度について、

健康診査が満たすべき 18 の要件に沿って評価

する。また、学校健診における個別の健診項目

についても、その意義やエビデンスについて整

理する。さらに、本研究班で新たに付加する視点

の 5 の要件（ライフコースを通した健康管理や、

健康日本 21（第三次）の目標との関連、保健指

導や健康教育の観点などの評価項目）の観点か

らも評価を行う。そして、学校健診プログラム全体

として、将来の生活習慣病やロコモティブシンド

ロームの予防に関する健康教育に役立てる観点

からの評価・提言を行うと共に、健診結果の活用

に関しても提言を行うことを本研究の目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究では、健康診査等指針に定められる健

康診査が満たすべき18の要件に基づき、既存の

学校健診を系統的・網羅的に評価し、現行の学

校健診における改善すべき点を提言する。また、

本研究班が考案した、ライフコースや健康教育の

観点からの新たな評価視点（5 つの要件）に基づ

き、学校健診における改善すべき点を提言する。

評価については、18 及び 5 の要件それぞれにつ

いて、満たしている◎、概ね満たしている○、あま

り満たしていない△、全く満たしていない☓の 4

段階で行った。さらに、学校健診制度における個

別の健診項目について、どのような理由でその

項目が設けられているのか、何をもってそのよう

な基準が設けられているのかについて、また、ど

ういったエビデンスが存在するのかについて検

討する。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理面の問題は特にない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．18 及び 5 つの要件に基づく評価 

要件 1. 対象とする健康に関連する事象（以下

「健康事象」という。）が公衆衛生上重要な課題で

あること。〇 

学校健診の目的は、学校生活を送るに当たり

支障があるかどうかについて疾病をスクリーニン

グして健康状態を把握する役割と、学校における

健康課題を明らかにして健康教育に役立てる役

割の 2 点がある 1。日本人の死因や疾病負担の

主要な部分を今や生活習慣病が占めていること、

生活習慣病の基盤となる生活習慣の乱れや病

理学的変化は幼小児期にまで遡ることが知られ

るようになり、より早期からの、より根源的な対策

の実施が求められている。しかし、現在の学校健

診で実施される検査項目群は学校生活を送るに

当たり支障があるかどうかに力点が置かれている

ため、生活習慣病の予防という点で検査項目の

選定は十分とはいえない。検査項目や事後措置

を見直すことによって、学校健診は成人期の生

活習慣病など公衆衛生上重要となる疾患の予防

にも資する健診となり得る。 

 

要件 2. 対象とする健康事象の機序及び経過

が理解されており、当該健康事象が発生する危

険性が高い期間が存在し、検出可能な危険因子

及びその指標が存在すること。〇 

検査項目は、主に小児期に発生しやすい疾

病や障害の早期発見のために用いられる。また、

検査項目の内、身長と体重は肥満の指標として

も使用される。小児期の肥満が成人期の高血圧

や動脈硬化の危険因子になるという報告がある 2-

4。一方で、現在の検査項目が将来のうつ、ひき

こもり、フレイル、認知症などの健康事象と関連

するかどうかについては、エビデンスはない。 

 

要件 3. 対象とする健康事象又は検出可能な

危険因子に対して適切な検査及び診断法が存

在し、かつ、科学的知見に基づいた効果的な治

療及び介入を早期に実施することにより、より良

好な予後をもたらすことを示す科学的根拠がある

こと。〇 

身長、体重、脊柱 5・胸郭・四肢・骨・関節、視

48



力 6, 7、聴力、心電図、尿の各検査及び診断法は

適切で、かつ、科学的知見に基づいた効果的な

治療及び介入を早期に実施することができる。 

 

要件 4. 対象となる健康事象について原則とし

て無症状であること。○ 

学校健診の対象となる健康事象は広範囲で、

心疾患や腎障害など無症状のものも含まれるが、

全ての事象が一概に無症状とは言えない。生活

習慣病に限っては、その発症のほとんどが成人

期にみられるため、学齢期においては成人のそ

れよりも無症状である度合いは高い。一方で、学

校健診の対象となる児童・生徒に多い貧血・起

立性低血圧やメンタルヘルスについては無症状

とは言えない。 

 

要件 5. 検査の目的と対象集団が明確であり、

社会的に妥当な検査であること。△ 

学校健診の目的は、学校生活を送るに当たり

支障があるかどうかをスクリーニングして健康状

態を把握する役割と、学校における健康課題を

明らかにして健康教育に役立てる役割の 2 点が

ある 1, 8。健診対象者は、幼稚園から大学生の園

児・児童・生徒・学生であり、対象集団は明確で

あるが、この年齢の集団においては健康事象の

発生率が極めて低い。しかし、健診には、検診と

異なり、必ずしも疾患自体を発見するものだけで

はなく、たとえ陰性であっても健康づくりの観点か

ら行動変容につなげるという視点がある。つまり、

学校健診は保健教育の観点からも社会的に妥

当といえる。しかし、血圧、血清脂質、血糖等とい

った生活習慣病予防のための検査項目は実施さ

れておらず、さらに、思春期以降に現れやすい

貧血・起立性低血圧やメンタルヘルスに関する

検査項目も不十分である。尿検査については、

慢性腎臓病の予防に対する小児期の尿スクリー

ニングについては推奨している国（日本、台湾、

韓国）と推奨しない国（北米）が存在する 9。また、

小児及び青少年における 2 型糖尿病のスクリー

ニングの利益と害のバランスを評価するには証

拠が不十分であるとの報告もある 10。 

 

要件 6. 検査が簡便かつ安全であり、精度及

び有効性が明らかで、適切な基準値が設定され

ていること。〇 

検査項目が広範囲にわたり、栄養状態、脊柱・

胸郭・四肢、眼の疾病及び異常、耳鼻咽頭疾患、

皮膚疾患、結核、心臓、その他の疾病及び異常

については、着衣のままの診察を強いられ、また

限られた時間における医師の診察に判断を任さ

れており、診断基準が明確と言えず、精度管理

及び有効性評価が不十分である 1, 11。身長、体

重、視力、聴力、尿については、検査が簡便か

つ安全であり、精度及び有効性が明らかで、適

切な基準値が設定されている 12。 

 

要件 7. 検査を実施可能な体制が整備されて

いること。◎ 

学校保健安全法及び学校保健安全法施行規

則による法的根拠のもとに、数十年以上の実績

がある。 

 

要件 8. 事後措置（健康診査の結果等を踏ま

えた精密検査、保健指導等をいう。以下同じ。）

の対象者の選定及び当該措置の実施方法の設

定が科学的根拠に基づきなされていること。△ 

健診の事後措置については学校保健安全法

及び施行規則で定められている。しかし、視力、

聴力、尿、歯及び口腔の疾患及び異常、耳鼻咽

頭疾患、結核、心臓を除いた、栄養状態、脊柱・

胸郭・四肢、眼の疾病及び異常、皮膚疾患、そ

の他の疾病及び異常の各検査については、事

後措置の対象者の選定方法が明確でない。さら

に、学校健診は日本独自のものであり、健診と事

後措置を含めた効果に関しての科学的根拠はほ

とんどない。 

 

要件 9. 事後措置を実施可能な保健医療体制

が整備されていること。△ 

要医療者については、各医療機関での治療

49



体制は整えられている。保健指導については養

護教諭、栄養教諭、学校医が配置されているが、

教員採用実施状況 13 及び衛生行政報告例 14 か

ら推察すると大多数の養護教諭は保健医療系の

資格（保健師・看護師・栄養士）を取得しておら

ず、また、学校基本調査 15 によると栄養教諭は全

ての学校に配置されているわけではないため、

保健指導のような事後措置については、保健医

療系の資格を持ったものが携わる体制が整って

いるとは必ずしも言えない。 

 

要件 10. 健診及び検診に関するプログラム

（以下「健診・検診プログラム」という。）は、教育、

検査診断及び事後措置を包括し、臨床的、社会

的及び倫理的に許容されるものであること。△ 

学校健診は、学校教育の一環でもあり、健康

診断や病気の予防について、学習指導要領上

では小学 3 年生と 6 年生で触れることになってい

る。しかし、検査項目は修学可能であるかどうか

の判断を行うための検査に偏重している。また、

対象者が発育期の児童生徒であることを鑑みる

と、健診結果の活用方法として、保護者へのアプ

ローチを強化すべきである。また、学習指導要領

の保健教育で求めている内容（生活習慣病予防

やメンタルヘルス）が検査項目に反映されていな

い。倫理面については、対象者が未成年である

ことを鑑みると、健診の同意を得る方法等につい

て保健教育を強化した上で健診を実施するなど

の検討が必要である。 

 

要件 11. 健診・検診プログラムは、危険性を最

小限にするための質の保証がなされており、起こ

り得る身体的及び精神的不利益を上回る利益が

あること。○ 

採血等の侵襲性のある検査は行っていない。

学校健診は 1878 年の開始以来、危険性及び身

体的・精神的不利益を最小限にするための議論

がなされ、その都度改善されてきた。しかし、第

二次性徴期の児童生徒の診察においては、メン

タル面への配慮が必要である。概ね現時点では、

起こり得る身体的及び精神的不利益を上回る利

益を有すると考えられる。 

 

要件 12. 健診・検診プログラムの適切な運用

（モニタリング、精度管理等を含む。）を実施する

体制が整備されていること。〇 

プログラムは学校保健安全法もしくは学校保

健安全法施行規則に基づいて全国一律で実施

されている。また、健診の実施方法の詳細は児

童生徒等の健康診断マニュアルに記載されてい

る 1。しかし、その精度管理については全ての検

査項目について十分なされているとは言えない。 

 

要件 13. 健診・検診プログラムの公平性及び

アクセスが対象集団全員に対して保証されてい

ること。◎ 

学校保健安全法に基づいて全員が無料で一

律に受診しており、公平性とアクセスは担保され

ている。 

 

要件 14. 健診・検診プログラムを継続して実施

可能な人材及び組織体制が確保されていること。

〇 

幼稚園及び大学を除く全ての小学校、中学校、

高校には養護教諭が配置されており、同教諭が

主となって健診プログラムを実施している。しかし、

多くの学校では養護教諭は一人配置の体制をと

っており、養護教諭には健診以外の業務（保健

室の運営や保健の授業）に携わる必要もあり、各

学校の養護教諭だけで健診プログラムを実施す

るのは難しい。 

 

要件 15. 健診・検診プログラムの対象者に対

し、検査結果及び事後措置に関する科学的根拠

に基づく情報が提供され、当該情報を得た上で

の自己選択及び自律性への配慮がなされている

こと。△ 

学校健診の対象者は未成年であることが多く、

検査結果及び事後措置に関する情報について

は本人だけでなくその保護者にも、十分な情報
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を提供する必要がある。その上での自己選択権

及び自律性の確保についての検討が必要であ

る。 

 

要件 16. 健診・検診プログラムを実施すること

による死亡率又は有病率の減少効果に関して質

の高い科学的根拠があること。× 

我が国において義務教育期間中は全員が学

校健診を受診しており、無作為割付比較試験や

症例対照研究による直接的証拠はない。 

 

要件 17. 健診・検診プログラムに要する費用

が社会的に妥当であること。△ 

費用は学校の設置者が負担（公費負担）し、

一人当たり 2000 円～3000 円と推定できる。有効

性評価における直接的証拠はなく、間接的証拠

も限られているため、対費用効果の評価は困難

である。 

 

要件 18. 健診・検診プログラムに関し、実施頻

度、検査感度等に影響を与える検査手法の変更

をする場合には、科学的根拠に基づく決定を行

うこと。△ 

2016 年の必須検査項目の改訂に当たっては、

文部科学省の有識者会議において議論がなさ

れた 8。しかし、学校健診項目に関する科学的根

拠自体が乏しいため、会議での報告書には科学

的根拠については記載されていない。 

 

要件 19. 前後のライフステージの健康事象を

考慮していること。× 

検査項目は、成人期に発症する生活習慣病

や高齢期のフレイル及び認知症を見据えたもの

としては不十分である。また、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校、大学、その後のライフステー

ジにおける健診・検診との間で情報共有がなされ

ていない。 

 

要件 20. 歯科疾患の予防の観点が含まれて

いること。△ 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校において

は「歯及び口腔の疾患及び異常」が検査項目と

してほぼ全員が実施されている。しかし、大学に

おいては検査項目から除いてもよいこととなって

おり、一部の大学では除かれている。 

 

要件 21. 健康日本 21（第三次）や成育医療等

基本方針の目標が考慮されていること。× 

心血管疾患や糖代謝異常症の初期病変は小

児期に発症し、成人期にトラッキングすることが

報告されている 2-4。しかし、これらの早期発見に

つながる検査項目は、身長、体重、栄養状態の

みであり、血圧や血清脂質、血糖値等の項目は

含まれていない。また、自殺につながるようなメン

タルヘルスに関する検査項目は、児童生徒等の

健康診断マニュアル 1 において健康診断時に注

意すべき疾病及び異常の一つとして記載されて

いるのみで、不十分である。 

 

要件 22. 保健指導や健康教育の観点が含ま

れていること。〇 

学校健診は、学校教育の一環でもあり、健康

診断や病気の予防について、学習指導要領に

記載されている。しかし、学習指導要領で求めて

いる教育内容（生活習慣病予防やメンタルヘル

ス）が検査項目に反映されていない。 

 

要件 23. データがデジタル化されていて、全

国で共有されていること。× 

学校健診診断結果について電子化しているの

は、公立 26.9%、私立 12.7%、国立 16.6%である。

電子化方法は公立で 85.9%、国立では 63.3%、私

立では 34.6%が養護教諭による入力である。また、

私立では31.7%が入力を外部委託している。現状

では、電子化する余裕がある学校が電子化して

いるため、全国でのデータの共有はない 16。 
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教育課: 児童生徒等の健康診断マニュア

ル 平成 27 年度改訂. 平成 28 年. 
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２．個別の健診項目の意義やエビデンス 

保健調査 

保健調査は、事前に児童生徒等の健康状態

を把握することにより、健康診断がより的確に行

われるとともに、診断の際の参考になるなど、健

康診断を円滑に実施する目的で実施される。ま

た、家庭や地域における児童生徒等の生活の実

態を把握し、健康診断の結果と併せて活用する

ことにより、児童生徒等の保健管理及び保健指

導にも用いることができる 1。 

近年、健康上の問題は生活習慣に起因するも

のが多くなっている。そのため、学校だけでなく

家庭における日常の健康観察が重要となってお

り 2、生活習慣の調査は重要な項目と考えられる。 

 

身長 

身長は体重とともに身体の成長を評価するた

めの基本的な指標である。身長測定値を身長成

長曲線として検討することにより、身長が正常に

伸びていることの確認や低身長 3, 4 になる児童生

徒等の早期発見に役立てることができる 2。 

 

体重 

体重は身長と同じく身体の成長状態を評価す

るための基本的な指標である。体重の成長につ

いても、身長の成長と同じく、体重成長曲線と肥

満度曲線を描いて検討する必要がある。また、体
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重は身長に対比して適正であるかどうかを検討

することで、やせや肥満の評価ができる 2。小児

期の肥満は、成人期の心血管疾患やメタボリッ

ク・シンドロームに代表される健康障害につなが

るというエビデンスがある 5, 6。 

 

栄養状態 

 栄養状態の判断に際しては、皮膚の色や光沢、

貧血の有無、皮下脂肪の状態、筋肉や骨格の発

達の程度等について、視診あるいは触診により

行われている。最終的な評価では、成長曲線、

肥満度曲線、貧血検査の結果等も検討して、学

校医が総合的に判断している 2。 

 

脊柱・胸郭 

 側弯症は、小児期にみられる脊柱変形で、弯

曲が進行する前に診断して、治療を開始すること

が重要といわれている 7。 

 

四肢・骨・関節（運動器に関する健診） 

 現代の子供たちには、過剰な運動に関わる問

題や、運動が不足していることに関わる問題など、

運動器に関する様々な課題が増加している 1。 

 

視力 

 学校生活に支障のない見え方であるかどうかを

検査している 2。弱視については、可及的速やか

に、遅くとも６歳前までに発見し、治療を開始する

ことが大切であるため早期発見、早期治療が原

則とされている 2。子供の視力スクリーニングの経

済的評価についてのシステマティックレビューで

は、弱視が生活の質を低下させる場合、幼児の

弱視を検出するための視力スクリーニングは、ス

クリーニングを行わない場合と比較して費用対効

果が高い可能性があると報告している 8。しかし、

無作為割付比較試験は不足しているため、既存

のスクリーニングプログラムの弱視予防に対する

影響を分析することは難しい 9。 

 

聴力 

難聴は学校における教育活動や生活に様々

な、また重大な影響を及ぼす。難聴の有無、その

程度を検査するのが聴力検査で、気付かれてい

ない難聴を見つけたり、既に分かっている難聴を

確かめたりするために検査している 2。 

 

眼の疾病及び異常 

 感染性眼疾患や、その他の眼瞼、睫毛、結膜、

角膜など外眼部の疾病・異常の有無及び眼位の

異常の有無について、ルーペ、ペンライト、おお

い板等を用いて検査している 2。 

 

耳鼻咽喉頭疾患 

 耳、鼻、咽喉頭疾患の発見のみならず、知識や

技術の習得を促すために必要な諸感覚の発達

の程度を評価している 2。検査結果には診断医の

個人差が著しく反映されるおそれがある 2。 

 

皮膚疾患 

 感染性のある疾患を早期に発見し、集団感染

を予防している 10, 11。また、学校生活に影響を与

え、積極的な治療や配慮が必要な皮膚疾患を早

期に発見し、適切な治療や対応につなげる目的

で実施されている 2。 

 

歯及び口腔の疾患及び異常 

 児童生徒等の発達段階に即した歯及び顎口腔

系器官の発育・発達を把握し、更に疾病や異常

の有無をスクリーニングしながら、これら疾病や異

常が口腔の機能の発達に影響を及ぼしていない

か、それらが児童生徒等の学習上及び学校生活

に支障を来していないかを検査している 2。 

 

結核 

集団で生活する学校は、感染症が蔓延しやす

い環境である 12。学校教育を円滑に実施するた

めにも、健康診断での問診・検査の実施は結核

予防対策として大きな意義がある 2。小学 1 年生

から中学 3 年生までは毎年全員が問診及び学校

医による診察によって、高校 1 年生では全員が
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胸部エックス線撮影を受けている。低所得国及

び中所得国を対象としたシステマティックレビュ

ーでは、結核を示唆する症状のない小児のほと

んどには、結核を示唆する胸部 X 線検査所見

がみられないと結論付けている 13。ツベルクリン

反応検査については、小学 1 年生から中学 3 年

生までは必要に応じて省略できるとされているが、

システマティックレビューによると、潜在性結核感

染症の診断として、偽陽性者が多く、ツベルクリ

ン検査の有効性は限定的であるとされている 14。 

 

心臓の疾患及び異常 

 心疾患の早期発見、心疾患のある児童生徒等

に適切な医療を指示する、生涯を通じて健康な

生活を送る等の目的で、臨床医学的検査（調査

票、視診、触診、聴診等）が毎年全員に行われて

いる 2, 15。学校管理下で少なからず突然死が起き

ており、その原因の 80%が心臓に起因している 2, 

15。その予防のために正しい検査の実施と適切な

事後措置が求められている 2。その一つとして心

電図検査が小学 1 年生、中学 1 年生、高校 1 年

生で実施されており、突然死を引き起こす可能

性のあるこれらの一部は心電図によって検出で

きるとされている 16。 

 

尿 

 慢性腎炎は無症状で経過し、将来腎不全に移

行する。また、若年者 2 型糖尿病の発症も報告さ

れ、これらの疾患は尿検査で早期に発見できるこ

とから、学校での尿検査は重症化予防を目的と

して実施されている 2, 17。しかし、慢性腎臓病の予

防に対する小児期の尿スクリーニングについて

は、推奨している国（日本、台湾、韓国）と推奨し

ない国（北米）が存在する 18。また、US Preventive 

Services Task Force は、小児及び青少年におけ

る 2 型糖尿病のスクリーニングの利益と害のバラ

ンスを評価するには証拠が不十分であると報告

している 19。 

 

そのほか（食物アレルギー） 

食物アレルギーには幾つかの病型があるが、

中学生以降では即時型症状が最も頻度が高く、

学校生活では、給食での除去食対応等の配慮

が必要となることが多い 2, 20。 
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Ｄ．考察 

学校健診は児童生徒を対象として実施してい

るため、成人期に発症することが多い心血管疾

患やがんなどの重大なアウトカムはこの時期には

発生しない。そのため、学校健診のスクリーニン

グとしての意味がどこまであるかどうかについて

のエビデンスは限定されている。今後、エビデン

スを明らかにしていくためには、ほかの医療情報

や健診（地域健診、職域健診等）データと学校健

診のデータを連結し、アウトカムとの関係につい

て検討することが必要である。アウトカムが出にく

い健診だからこそ、アウトカムの出やすい健診と

の連携が重要と考えている。 

成人期、高齢期の生活習慣の乱れは、プレコ

ンセプション、胎児、幼少、学童といった時期に

遡ると考えられる。このことから、学校健診の検査

項目に生活習慣病の予防という視点での見直し

が必要である。現在の学校健診ではは身長や体

重から肥満ややせの程度が判断できる。小児期

の肥満ややせは成人期にトラッキングすることが

報告されており、肥満は心血管疾患や糖脂質代

謝異常、悪性新生物などと関連することが知られ

ている。また、やせは骨粗鬆症の危険因子である

ことが知られている。このことから、学校健診で測

定される身長と体重及びそれを用いた体格判定

の更なる有効利用が望まれる。また、生活習慣

病予防の視点から、腹囲や体脂肪、血圧、血清

脂質などの検査項目について検討することも一

案である。なお、学齢期の血圧や血清脂質につ

いても成人期へトラッキングする事が報告されて

いる。 

ライフコースを通じた健康教育の視点から考え

ると、成人期以降に発症する循環器疾患・代謝

疾患などの生活習慣病に対して小児期から予防

プログラムを適用する理論的根拠が存在する。そ

れは、これらの疾患の起源が人生の早い時期に

見つかっていることと、成人の行動様式が幼年期

に形成されてその後も継続することの 2 点である。

我が国では、いくつかの自治体では、「小児生活

習慣病予防」という名称で、学校保健安全法で

定められた健診項目に加えて、血圧や血清脂質

の測定や事後措置（保健指導や健康教育）が行

われている。血清脂質については対費用効果の

問題等もあって、直ちに全国一律に導入すること

ではないが、身長と体重から得られる体格評価を

有効利用するなど、事後措置（保健指導や健康

教育）の見直しによって学校健診は、成人期や

高齢期に問題となる心血管疾患や代謝異常など
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の予防にも資する健診となり得ると考える。 

健康増進は児童生徒本人の努力にまかせる

だけでは十分ではない。健康的な生活に対して

やる気を高め、維持していくためには、家庭や地

域の人と人とのつながりが必要である。特に、小

児の健康関連行動は個人の任意の選択によるも

のでは無く、保護者からの力によって強制された

り、影響を受けたりする。学校健診の中に親の生

活習慣に関する項目を取り入れるのも一案であ

る。成人や高齢者の生活習慣病、ロコモティブシ

ンドローム、フレイル等の予防のためにも、教育

の専門機関としての学校における保健教育を強

化することが望まれる。学校健診を学校での保健

教育につなげ、保健活動を、ライフステージに沿

って、こどもから若い女性や男性、母親、父親、さ

らに高齢者につなげていくことが必要である。こ

のような時間軸に沿った発想も大切であるが、そ

れに加えて、学校と家庭と地域や自治体との連

携といった、空間軸的思考も必要である。学校に

は養護教諭などの教員免許を有する保健教育

の専門職が配置されているが、養護教諭は教育

職としての性格が強く、保健師、看護師のような

保健医療のプロフェッショナルではない。そこで、

市町村保健センターなどの保健医療の専門スタ

ッフと学校が連携して保健指導を強化することも

一案である。オタワ憲章のヘルスプロモーション

では、健康増進を個人の生活改善に限定するの

ではなく、社会的環境の改善を含むこととしてい

る。このことから、家庭及び地域ぐるみの健康づく

りの普及のために、学校健診が利用されることが

望まれる。 

学校健診の結果が、その後の生活、将来の病

気、障害の予防につなげるように学校健診を効

果的なものにするためには、以上のことを踏まえ

た行動戦略をたてる必要がある。 

 

Ｅ．結論 

学校は教育の専門機関である。そこで実施さ

れる学校健診とそれから派生する保健教育をより

よいものにすることで、学校健診を有効利用する

ことが望ましい。学校健診を継続して見直し、そ

こから得られるものを、ライフステージに沿って、

こどもから若い女性や男性、母親や父親、高齢

者世代につなげていくこと、さらに、家庭や地域

における健康行動につなげていくことが必要であ

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

小原久未子，他．小学校高学年における過剰

脂肪の評価に有用な指標：ポピュレーションベー

スの横断研究. 第 93 回日本衛生学会学術総会，

東京，2023． 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

我が国における公衆衛生学的観点からの健康診査の評価に資する研究 

がん検診に関する評価 

 

研究分担者  小松 雅代    大阪大学大学院医学系研究科 助教 

 

研究要旨  

 我が国における健康診査において、18 の要件に基づいた健診制度の評価表を基準として、がん検

診（胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん）の要件について検討した。1 年目には、18 の要件と

がん検診の位置づけを整理し、2 年目には他の健康診査とがん検診の関連を 18 の要件を基準として、

法的根拠の視点から確認を実施した。 

がん検診は、有効性評価に基づくがん検診ガイドライン作成、がん検診のあり方に関する検討会での

検討を行い、死亡率減少効果を示す科学的根拠についてのプロセスを経て実施されている。そのため、

18 の要件の観点からは、概ね要件に該当する検診であることが整理された。一方、ライフステージの観

点から対象者を捉えると、職域がん検診は対象者数が最も多くを占めるにもかかわらず法的根拠がなく、

受診勧奨や精度管理等の体制が不十分であり、職域におけるがん検診の整備と推進についての検討が

重要な課題である。また、根拠法律は異なるが、がん検診の対象者が重なる検診については、受診者の

計上について再度見直す必要がある。 

数ある健康診査の対象者を法的位置づけとライフステージから見ることで、効率的かつ効果的な検診

体制の課題を整理することができた。 

Ａ．研究目的 

我が国における健康診査において、18 の要

件に基づいた健診制度の評価表を基準として、

がん検診（胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、

大腸がん）の要件について検討する。その結果を

踏まえ、各種健康診査や検診とがん検診の関連

について法的根拠の視点から課題整理を行い、

がん検診対策の方策を検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

【1 年目】 

がん検診について、18 の要件に基づいた健

診制度の評価表に該当する項目の整理を実施

した。 

【2 年目】 

がん検診の法的根拠を整理し、がん検診のエ

ビデンスとなるガイドラインを用いて、各がん検

診の有効性について整理を行った。また、各健

康診査、健診制度とがん検診の関連について確

認した。 

（倫理面への配慮） 

倫理面の問題は特にない。 

 

Ｃ．研究結果 

【1 年目】 

がん検診を 18 の要件から分析した結果、次の

とおり整理することができた。 

がんは、わが国の死因 1 位であり、がん検診はが

ん死亡減少のため公衆衛生上重要な課題であ

る。しかし、受診対象年齢の下限は設定されてい

研究協力者 

祖父江 友孝  大阪大学大学院医学系研究科 

教授 
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るが、上限は設けていない。そのため、危険因子

の検出可能な適正年齢としては、年齢幅が広す

ぎる。各がん検診は、ガイドラインに基づき適切

な方法に基づき実施され、科学的根拠として早

期発見による死亡率減少効果が示されている。

また、その検診の対象は、症状のない人としてい

る。検診の実施目的は、早期発見、早期治療に

よる死亡減である。しかし、検診には不利益（デメ

リット）もあり、症状のない人が受検時に利益（メリ

ット）が不利益を上まわる検診の受診勧奨を推奨

している。がん検診のすべてで、検査は簡便か

つ安全であり、精度及び有効性が明らかで、適

切な基準値が設定されている。ただし、精密検査

は検診方法によっては被験者の苦痛を伴うこと

がある。精度・有効性は確立しており、基準値も

設定されている。 

自治体におけるがん検診は、健康増進法に基

づき予防指針に従って全国で実施され、検査体

制は整備されている。一方、職域で行われるが

ん検診は、法的根拠がないため、実施体制は把

握されていない。また、科学的根拠に基づいた

有効性評価ガイドラインに従って厚労省の予防

指針が設定されている。事後措置については、

地域保健事業報告を通じて精検受診率、がん発

見率等が厚労省に報告される等、がん検診プロ

グラムを適切に運用する実施体制が整っている。

また、対象者に対して検診受診勧奨、検査方法、

検査結果判定、精密検査について説明がある。 

受診方法は、規定年齢に達した者は受診可能で

ある。ただし、自治体により費用負担が異なるた

め公平性が保たれていない。また、受検医療機

関も自治体と地区医師会から決定されており、ア

クセスや曜日・時間帯等から受検が難しい対象も

存在する。 

職域検診は、労働安全衛生法に基づく法定検

診（受診義務あり）と同時に実施される場合が多

く、企業によって実施状況はさまざまであり、中小

企業従業員の自己選択及び自律性による受診

である。専門病院等で人間ドックが実施されるこ

とも多い。 

各種がん検診の費用効果分析が実施されて

いるが、各種がん検診の被験者費用負担は自

治体により異なるため、自治体間比較は容易

ではない。 

ライフステージへの考慮については、検診対

象年齢以下に対する検診に関する教育や指導

は実施していない。また、高齢者(70 歳以上)の積

極的受診勧奨については、課題となっている。 

健康日本 21（第二次）との関連は、がんに関する

一次予防として、喫煙対策、身体活動、栄養・食

生活や感染症対策が挙げられている。がん検診

(二次予防）の受診率の向上が目標設定されてい

る。 

教育の観点としては、がん対策基本計画第 3

期にて、平成 26(2014)年度より「がんの教育総

合支援事業」によりがん教育を展開している。同

計画第 4 期計画においても、学習指導要領に対

応したがん教育の推進が設定されている。 

 

【2 年目】 

胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳

がん検診、大腸がん検診については、がん検診導

入時に、ガイドラインで推奨するか否か、リスク

ベネフィットとして利益が不利益を上回る場合

に導入することなどを十分に検討している。ま

た、実際に該当するがん検診を導入する場合は、

がん対策推進協議会で導入について検討され、

予防指針に従った一連のプロセスが完成してい

る。 

 

Ｄ．考察 

がん検診は、有効性評価に基づくがん検診ガ

イドライン作成し、がん検診のあり方に関する検

討会で検討された後に、死亡率減少効果を示す

科学的根拠があるかどうかというプロセスを経て

実施されている。そのため、18 の要件の観点から

は、概ね要件に該当する検診であることが整理さ

れた。しかし、検診対象者の多くは職域であるに

もかかわらず、職域がん検診のプロセスにおいて

は、法的根拠が整備されていないことから、受診
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勧奨や精度管理等の体制が進められていないこ

とは、重要な課題である。今後は、職域における 

がん検診の受診と精度管理を推進するための取

り組みが重要な課題である。 

 

表 がん検診の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．結論 

がん検診は、健康増進法に基づいた検診で

はあるが、検診対象者として最も多くを占め

る職域では法的位置づけは含まれていない。

職域におけるがん検診については、精度管理

を含め体制整備の推進が求められる。 

また、他の検診とがん検診の関連を見ると母

子保健法における妊婦健診と健康増進法にお

ける子宮頸がん検診の対象は重複している。

しかし、妊婦健診での子宮頸がん検診の受診

者を健康増進法の子宮頸がん検診受診者とし

て計上するには、健康増進法と同様の検診方

法や精度管理を行うことが要件となっている。

そのため、妊婦健診による子宮頸がん検診受

診者は受診者として計上していない可能性が

ある。 

がん検診の受診率向上を図るには、既存の

がん検診見直しとして受診者数の算出の再確

認を行い、有効性評価のあるがん検診を確実

に実施するとともに、職域がん検診のレセプ

ト情報等を用いた精検受診状況の把握が必要

である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

なし 

 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 前立腺がん 

法的根拠 健康増進法 健康増進法 健康増進法 健康増進法 健康増進法 なし 

対象年齢 50 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 20 歳以上 40 歳以上 － 

がん検診の 

有効性評価 

有効性評価に基づく

胃がん検診ガイドラ

イン 

2014 年度版 

(2015.3.31) 

有効性評価に基づ

く肺がん検診ガイ

ドライン 

(2006.9.11) 

有効性評価に基づ

く大腸がん検診ガ

イ ド ラ イ ン

(2005.3.24) 

＊更新版(2023.1.9) 

有効性評価に基づ

く子宮頸がん検診

ガイドライン 

2019 年度版 

(2020.3.31) 

有効性評価に基づ

く乳がん検診ガイ

ドライン 

2013 年度版 

(2014.3.31) 

有効性評価に基づ

く前立腺がん検診

ガイドライン 

(2008.3.31) 

URL 

http://canscreen.ncc.

go.jp/guideline/igang

uide2014_150421.pd

f 

http://canscreen.nc

c.go.jp/guideline/g

uide_lung070111.p

df 

http://canscreen.ncc.go

.jp/guideline/colon_full

080319.pdf 

＊ 更 新 版 

http://canscreen.ncc.go

.jp/koukaiforum/2023/

G_CRC_2023.pdf 

http://canscreen.nc

c.go.jp/shikyukeigu

ide2019.pdf 

http://canscreen.nc

c.go.jp/guideline/n

yugan_kenshin_gui

delinebook_201404

30.pdf 

https://canscreen.n

cc.go.jp/guideline/z

enritsusenguide.pdf 

報告義務 地域保健事業報告 地域保健事業報告 地域保健事業報告 地域保健事業報告 地域保健事業報告 － 

他の検診との関連 

職域検診 
・保険者や事業主による福利厚生の一環として実施 

・法的根拠はない 

妊婦健診 

(母子保健法) 
－ － － 

・妊娠初期に実施 

・地域保健事業報

告に計上 

－ － 
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１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

職域における一般健康診断の評価に資する研究 

 

研究分担者 高田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室 主任教授 

研究協力者 本橋 隆子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室 講師 

 

研究要旨  

わが国は、少子高齢化に伴い、労働者の高年齢化が急速に進んでいる。高齢労働者の増加に伴い、健康課題

はメタボリックシンドローム予防からロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）・フレイル予防へとシフト

している。ロコモの早期発見は、近年増加している転倒による労働災害の予防の観点からも事業者や保険者が

管理すべき重要な健康課題のひとつである。ロコモの原因となる運動器疾患の病理変化は 40 歳代からすでに

始まっており、50歳代以降に顕在化し、急増する。本研究のレビューにおいても30歳代、40歳代、50歳代の

約20～50％がロコモ度1 またはロコモ度2に該当していることが明らかとなった。一方で、無症状であるた

め、日常生活においてロコモを早期に発見することは難しく、労働衛生上、公衆衛生上重要な課題である。し

かし、就労時以降の一般定期健康診断や特定健康診査において運動機能に関する検査は行われていない。よっ

て、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目に、運動機能検査を追加するなど継続的に運動機能の変化

を把握できる対策が求められる。検査・診断方法にはロコモ度テストがあるが、握力や歩行速度による代替検

査の検討も可能である。しかし、各検査の基準値は高齢者を対象として設定されており、40歳代から50歳代

の労働者を対象とした基準値の設定が必要である。事後措置については、市町村が実施する骨粗鬆症検診以外

に、転倒リスクの高い労働者が骨粗鬆症検診を受診する費用を補助する制度を創設することにより、骨粗鬆症

検診の受診率が向上し、転倒による労働災害（骨折）の減少、コラボヘルスによるロコモの予防介入により事

後措置の体制整備が促進されると考える。このように、就労時のロコモの早期発見・予防介入は次のライフス

テージへの予防や健康増進にも期待できる。 

Ａ．研究目的 

わが国は、少子高齢化に伴い、労働者の高年

齢化が急速に進んでいる。高齢労働者の増加

に伴い、健康課題はメタボリックシンドロー

ム予防からロコモティブシンドローム（以下、

ロコモ）・フレイル予防へとシフトしている。 

厚生労働省は第 14次労働災害防止計画 1)の

8 つの重点対策において、「労働者（中高年齢

の女性を中心に）の作業行動に起因する労働

災害防止対策」や「高年齢労働者の労働災害防

止対策」の推進を掲げている。労働者（中高年

齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労

働災害の発生要因は身体機能（骨密度・体幹

等）の低下によるものも一因と推察され、転倒

しにくい環境づくりだけでなく、個々の労働

者の転倒やけがのしやすさへの対応として、

転倒等リスクチェックの実施や結果を踏まえ

た運動プログラムの導入等、骨粗鬆症検診の

受診勧奨等のソフト対策に取り組むことを推

奨している。 

一方で、運動器に関する健康診断は、就学時

の学校健診においては実施されているが、就

労時以降では 40 歳以上を対象とした骨粗鬆

症検診（市町村）のみで、職域における一般健

康診断や特定健康診査では実施されていない。 

本研究では、令和 4 年度、5 年度にわたり

労働安全衛生法に基づく一般健康診断の制度

について、健康増進事業実施者に対する健康
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診査の実施等に関する指針 2)における健康診

査が満たすべき 18 の要件に本研究班でライ

フコースや健康教育の観点から新規に 5 項目

を追加した 23 項目に従って評価を実施し、さ

らに、労働者の健康管理や適正配置という健

康診断の目的を踏まえて現時点での健康診断

項目のエビデンスの整理を行った（令和 5 年

度分担研究報告書参照）。 

そこで本研究では、労働災害発生状況の推

移からライフコースに沿って縦断的に対策を

講じる必要があるロコモ予防対策として、一

般健康診断においてロコモ検査の追加を検討

するにあたり、近年の就業状況や労働災害発

生状況、労働者におけるロコモの現状やリス

ク因子、ロコモ度テストなどの検査の有用性

について調べた。また、健康増進事業実施者に

対する健康診査の実施等に関する指針 2)にお

ける健康診査が満たすべき 18 の要件に基づ

いて運動機能に関する検査項目の評価を行っ

た。 

 

Ｂ．研究方法 

 まず、近年の就業状況や労働災害発生状況に

ついて、厚生労働省が公表している各種統計を

用いて調べた。 

次に、労働者におけるロコモの有病率、ロコモ

のリスク要因、ロコモ度と握力や歩行速度との関

連、ロコモ度と骨折の関連について、①国内の

研究、②対象集団は職域集団ならびに青・壮年

および高齢者世代の地域在住者集団、③ロコモ

のリスク要因、④ロコモ度と身体機能検査との関

連、⑤データベース：医中誌、PubMed、を条件と

して該当する研究をレビューした。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理面の問題は特にない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．近年の就業状況 

2022 年の労働力調査 3)によれば、2022 年

平均の就業者数は 6,723 万人（男性 3,699 万

人、女性 3,024 万人）、うち 65 歳以上の就業

者数は 912 万人（男性 538 万人、女性 375 万

人）である。また、15 歳以上の就業者総数に

占める高齢就業者の割合は 13.6％で、就業者

のおよそ 7 人に 1 人を高齢就業者が占めてい

る。さらに、高齢者の就業率（65 歳以上人口

に占める就業者の割合）は 25.2％（男性 34.2％、

女性 18.3％）であり、65～69 歳は 50.8％（男

性 61.0％、女性 41.3％）、70～74 歳は 33.5％

（男性 41.8％、女性 26.1％）と、いずれも過

去最高となっている。 

次に、高齢就業者を主な産業別にみてみる

と、「卸売業，小売業」が 127 万人（男性 64

万人、女性 63 万人）と最も多く、次いで「サ

ービス業（他に分類されないもの）」が 105 万

人（男性 68 万人、女性 37 万人）、「医療，福

祉」が 104 万人（男性 36 万人、女性 69 万人）、

「農業，林業」が 101 万人（男性 62 万人、女

性 38 万人）などとなっている 3)。産業別の高

齢就業者を 10 年前と比較すると、「医療，福

祉」が 65 万人増加し、10 年前の約 2.7 倍と

なっている。 

一方で、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和 46 年法律第 68 号）では、65 歳

までの安定した雇用を確保するために、企業

に「定年制の廃止」、「定年の引き上げ」、「継続

雇用制度の導入」のいずれかの措置を講ずる

よう義務付けている（高年齢者雇用確保措置）。

また、令和 3 年 4 月 1 日からは 70 歳までを

対象として、従来の雇用による措置や「継続的

に業務委託を締結する制度」、「継続的に社会

貢献事業に従事できる制度」という雇用によ

らない措置のいずれかの措置を講ずるように

努めることを義務付けている（高年齢者就業

確保措置）。2022 年の高年齢者雇用状況等報

告 4)によれば、従業員 21 人以上の企業 23 万

5,875 社のうち、高年齢者雇用確保措置を実施

済みの企業の割合は 99.9％（23 万 5,620 社）

である。また、70 歳までの高年齢者就業確保
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措置を実施済みの企業は 27.9％（6 万 5,782

社）となっている。 

 

２．労働災害発生状況 

令和 4（2022）年労働災害発生状況 5)によれ

ば、労働災害による休業 4 日以上の死傷者数

は 132,355 人であり、過去 20 年で最多であ

った。また、労働災害による休業 4 日以上の

死傷者数に占める 60 歳以上の高齢者の占め

る割合は 28.7％で、2008年の 18.0％から10.7

ポイントも増加している。さらに、60 歳以上

の男女別の労働災害発生率（死傷年千人率（以

下「千人率」という）を 30 代と比較すると、

男性は約 2 倍、女性は約 4 倍となっており、

高年齢労働者は若年労働者に比べて災害発生

率が高くなっている。 

次に、休業 4 日以上の死傷災害を事故の型

別 6)にみると、「転倒」が 26.7％（35,295 人）

と最も多く、次いで腰痛等の「動作の反動・無

理な動作」が 15.8％（20,879 人）で、合わせ

て全体の 4 割を超えている。また、男女別、

年齢別の転倒発生件数 6)をみてみると、男性

は 14,365 人（40 歳未満 2,792 人、40 歳以上

60 歳未満 6,404 人、60 歳以上 5,169 人）、女

性は 20,930 人（40 歳未満 1,755 人、40 歳以

上 60 歳未満 8,885 人、60 歳以上 10,290 人）

で、50 代以上の女性の転倒は全体の 47.7％を

占めており、高齢女性の転倒災害発生率は特

に高い。また、2022 年の「転倒」による平均

休業見込日数は 47.5 日であった。一方で、腰

痛等の「動作の反動・無理な動作」は年齢を問

わず増加している。 

次に、業種別の労働災害発生状況 6)を見て

みると、小売業、社会福祉施設においては「転

倒」及び「動作の反動・無理な動作」等の労働

者の作業行動に起因する労働災害が 5 割を超

えている。「転倒」については、これら業種で

被災率（転倒の死傷年千人率）が高い 50 代以

上の女性が増加していることが、増加につな

がっている。また、社会福祉施設において最多

の「動作の反動・無理な動作」は年齢を問わず

増加している。 

さらに、2022 年の業務上の疾病発生状況調

査 7)によれば、2022 年の業務上疾病発生数は

9,506 人（新型コロナウイルスの罹患によるも

のを除く）で、災害性腰痛が全体の約 6 割

（5,959 人）を占めている。また、災害性腰痛

の発生状況を業種別にみてみると、保健衛生

業が 2,050 人（34.4％）で最も多く、次いで商

業・金融・広告業が 1,234 人（20.7％）であ

る。 

 

３．転倒の内的要因－ロコモに注目して－ 

国は「STOP！転倒災害プロジェクト 8)」と

して、作業環境整備や転倒災害防止の注意喚

起に取り組んでいる。これらの取り組みは環

境という外的要因への対策が主となっている

が、転倒要因には外的要因以外に労働者自身

の身体機能の低下（バランス力の低下や筋力

低下）といった内的な要因も存在し、その一つ

にロコモが挙げられる。 

 

１）ロコモとは 

ロコモとは、「運動器の障害のために立った

り歩いたりするための身体能力（移動機能）が

低下した状態」のことであり、2007 年に日本

整形外科学会が提唱した概念である 9)。運動

器を構成する骨や関節、筋肉、神経などに骨粗

鬆症、変形性関節症、変形性脊椎症、脊柱管狭

窄症、サルコペニアなどの運動疾患が生じ、そ

れらが連鎖、複合して、運動器の痛みや筋力低

下やバランス能力低下などの運動器の機能低

下をきたす。その機能低下が運動器疾患を悪

化させ、移動機能低下（歩行障害）に進展し悪

化すると、最後には介護状態に至る 10)。 

 

２）ロコモ度テストと判定方法（臨床判断値） 

ロコモの主体をなす移動機能の低下を確認

するための指標として、日本整形外科学会は

2013 年にロコモ度テストを発表し、2015 年
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には「ロコモ度 1」と「ロコモ度 2」を判定す

る臨床判断値を制定した。そして令和 2 年に

は臨床判断値にあらたに「ロコモ度 3」が設定

された 11)。 

ロコモ度テスト 12)は、①立ち上がりテスト、

②2 ステップテスト、③ロコモ 25（身体状態・

生活状況）という 3 つのテストからなる。①

立ち上がりテストは、40cm、30cm、20cm、

10cm の 4 つの高さの台を準備し、片脚また

は両脚で立ち上がれるかどうかで脚力を測る

テストである。②2 ステップテストは、できる

限り大股で 2 歩歩き、2 歩分の歩幅を測定し、

身長で除して 2 ステップ値を算出する。2 ス

テップ値により、下肢の筋力、バランス能力、

柔軟性などを含めた歩行能力を評価する。③

ロコモ 25 問診票は、過去 1 カ月の間に体の痛

みや日常生活の困難がなかったかどうかにつ

いての 25 項目の質問からなる。一つひとつの

問診項目について最も悪い（4 点）～最もよい

（0 点）の評価値が与えられ、それらの単純加

算により、0（最もよい状況）～100 点（最も

悪い状況）の得点がつけられる。  

ロコモ度テストの測定結果から、ロコモの

進行状況を「ロコモ度 1」、「ロコモ度 2」、「ロ

コモ度 3」と判定する（表 1 13)）。「ロコモ度

1」は移動機能の低下が始まっている状態、「ロ

コモ度 2」は移動機能の低下が進行し、自立し

た生活ができなるリスクが高い状態、「ロコモ

度 3」は移動機能低下が進行し、社会生活に支

障をきたしている状態である。 

表１ ロコモ度 臨床判断値 13) （令和 2年版） 

ロコモ度 1 2 3 

立ち上がり 

テスト 

片脚 40cm 

不可 

両脚 20 ㎝ 

可 

両脚 20cm 

不可 

両脚 30 ㎝ 

可 

両側 30 ㎝ 

不可 

2 ステップ 

テスト 

1.1 以上 

1.3 未満 

0.9 以上 

1.1 未満 

0.9 未満 

ロコモ 25 
7 点以上 16 点以上 24 点以上 

16 点未満 24 点未満 

推計 
4,590 万人 

40 歳＜ 

1,380 万人

40 歳＜ 

580 万人 

60 歳＜ 

 

３）労働者におけるロコモの有病率 

ロコモは、“移動機能の低下”に主眼を置い

ているため、高齢者の課題とされる傾向があ

り、これまでのロコモに関する研究は、高齢者

を対象としたものが多数を占めている。しか

し近年、労働者を対象とした研究も報告され

てきている。全年齢を対象とした Yoshimura

ら 14)の調査によれば、ロコモ度 1 の有病率は

全人口の 69.8% (男性 68.4%、女性 70.5%)、

ロコモ度 2 は 25.1% (男性  22.7%、女性 

26.3%)と推定されている。また、ロコモ度 1

における年齢性別有病率を見ると、40 歳未満

では男性 21.7％・女性 25.0％、40 代では男性

35.1％・女性 44.1％、50 代では男性 47.5％・

女性 49.5％、60 代では男性 67.4％・女性

69.5％、70 歳代では男性 84.4％・女性 88.2％、

80 歳以上では男性 90.8％・女性 95.9％であ

った。また、労働者を対象とした田邊ら 15)の

調査によれば、ロコモ検診を受診した製造業

の 19 歳から 74 歳までの労働者 174 名（男性

112 名・女性 62 名、44.2±13.7 歳）のうち、

ロコモ該当者は 44 名（25.3％）であった（内

訳：ロコモ度 1 は 39 名、ロコモ度 2 は 5 名）。

さらに、性別・年代別にみると、男性は 20 代

4 名、40 代 3 名、50 代 9 名、60 代 8 名、70

代 4 名、女性は 20 代 1 名、30 代 2 名、40 代

12 名、50 代 1 名であった。また、Ohtsuki ら
16)の調査によれば、5 社（製薬会社 2 社、化学

品メーカー1 社、事務機器メーカー1 社、電子

機器メーカー1 社）に勤務する従業員 852 名

（男性 678 名・女性 174 名、44.4±10.2 歳・

18～64 歳）のうち、ロコモ度 1 または 2 に該

当した者は男性では 23.2％、女性は 37.7％で

あった。また、Tsuruta ら 17)の調査によれば、

デスクワークを行う263名の労働者（男性137
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名・女性 126 名、46.1±10.2 歳）のうち、60

名（22.8％）がロコモの該当者であった（男性

28 名・女性 32 名）。また、Nishimura ら 18)

の調査によれば、4 社（製薬会社 2 社、化学品

メーカー1 社、事務機器メーカー1 社）に勤務

する従業員 715 名（男性 579 名・女性 136 名、

44.6±10.0 歳）において、女性のロコモ度 1

または 2 の有病率は年齢とともに増加するが

（29 歳未満 5.3％、30-39 歳 24.0％、40-49 歳

26.8％、50-59 歳 40.6％、60-64 歳 50.0％）、

男性は若年成人であっても約20％の有病率で

あった（29 歳未満 19.6％、30-39 歳 18.6％、

40-49 歳 12.9％、50-59 歳 22.6％、60-64 歳

25.0％）。また、大西ら 19)の調査によれば、急

性期病院に勤務する 20～50 歳代の職員 239

名（男性 63 名・女性 176 名、39.2±10.3 歳）

のうち、62 名（25.9％）がロコモの該当者で

あった。ロコモの該当者の割合は50歳代で 40

歳代の約 3 倍に増加した。 

 

４．ロコモのリスク要因 

ロコモを引き起こす原因には、加齢、運動不

足、活動量の低下、肥満（痩せ過ぎ）、骨粗鬆

症、変形性関節症、変形性脊椎症などがある。

そこで、ロコモのリスク因子について検討し

た先行研究を調べた。Yamada ら 20)の調査に

よれば、20～89 歳の一般住民 8,681 人（平均

年齢 51.6 歳、女性 58.5％）を対象にロコモの

関連因子を検討したところ、40 歳以上では 1

歳高齢であるごとに、ロコモ度 1 のオッズ比

（以下 OR）1.05～1.20, p<0.001、ロコモ度 2

は OR1.04～1.22, p<0.001、ロコモ度 3 は

OR1.05～1.22, p<0.001 だった。BMI に関し

ては、25 以上の肥満はロコモ度 1～3 の全て

と有意な関連があった（同順OR1.56, p<0.001、

OR3.19, p<0.001、OR2.87, p<0.001）。性別に

ついては、女性がロコモ度 1～3 の全てと有意

な関連があった（同順 OR2.28, p<0.001、

OR2.40, p<0.001、OR1.80, p=0.005）。そのほ

か、高血圧（同順 OR1.20, p=0.035、OR1.99, 

p<0.001、OR2.10, p<0.001）や、糖尿病（同

順  OR1.62, p=0.004、OR1.57, p=0.090、

OR2.10, p=0.019）とも、有意な関連が存在し

た。また、伊藤ら 21)の調査によれば、40～64

歳の壮年期住民 160 名（平均年齢 55.5±7.3

歳）を対象者として、ロコモのリスク要因を検

討したところ、BMI（OR3.75, p=0.007）、身

体的不健康感（OR0.75, p=0.049）、社会活動

（OR0.83, p=0.018）、ウォーキング事業にお

ける周知度（OR3.76, p=0.001）が有意に関連

していた。また、Yoshimura ら 22)の調査によ

れば、20～69 歳の一般住民 2,177 名（平均年

齢 42.2 歳）を対象としてロコモの関連因子を

検討したところ、BMI 25以上の参加者はBMI 

25 未満と比較してロコモの頻度が高く

（OR1.34, p=0.027）、運動習慣のある参加者

はない者と比較してロコモの頻度が低かった

（OR0.50, p<0.0001）。また、新開ら 23)の調

査によれば、独立歩行が可能で脆弱性骨折の

既往のない中年期（40～69 歳）の女性 113 例

を対象に、ロコチェックに 1 つ以上該当した

49例をロコチェック陽性群として関連する要

因を検討した。その結果、ロコチェック陽性に

有意に関連した要因は BMI 増加（OR1.29, 

p<0.001）、Timed up and go test遅延（OR1.80, 

p=0.032）、握力低下（OR0.88, p=0.033）、年

齢上昇（OR1.07, p=0.035）であった。また、

Ohtsuki ら 16)の調査によれば、5 社（製薬会

社 2 社、化学品メーカー1 社、事務機器メー

カー1 社、電子機器メーカー1 社）に勤務する

従業員 852 名（男性 678 名・女性 174 名、平

均年齢 44.4±10.2 歳・18～64 歳）を対象と

してロコモの関連要因を検討したところ、45

歳以上の参加者では 45 歳未満の参加者と比

較してロコモの OR1.53, p=0.009 であり、

BMI25 以上の参加者では BMI25 未満の参加

者と比較してロコモの OR 1.43, p=0.043 であ

った。また、Akabane ら 24)の調査によれば、

30～90歳の747名(男性374名、女性373名、

年齢 30～90 歳)を対象にロコモに関連する因
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子を検討したところ、加齢（p<0.001）、骨粗

鬆症（p<0.001）、腰痛（p<0.001）、変形性膝

関節症（p<0.001）、脊柱管狭窄症（p<0.001）、

抑うつ精神状態（p=0.002）、高血圧（p＝0.005）

がロコモのリスクを有意に増加させた。 

 

５．ロコモ度と握力や歩行速度との関連 

ロコモと同じような場面で使われる用語と

して、「サルコペニア」がある。サルコペニア

には具体的な基準があり、握力の低下（男性 

26kg 未満，女性 18kg 未満）と歩行速度低下

（0.8m/秒以下）のどちらかを満たし、かつ骨

格筋量が規定値を下回った場合にサルコペニ

アと診断される 25)。サルコペニアによって筋

量が減少するため、ロコモの原因の一つとな

る。そこで、ロコモ度とサルコペニアの基準の

1 つである握力との関連について調べた。徳

毛ら 26)の調査によれば、歩行障害や自覚症状

のない 40 歳以上の女性 96 名（年齢中央値

63 歳、40～87 歳）を対象として、潜在的なロ

コモ予備軍（41 名）と非予備軍（55 名）の握

力を比較したところ有意な差が見られた（非

予備軍 29.0kg vs 予備軍 24.0kg, p<0.01）。ま

た、握力と骨量（r=0.379, p<0.01）、筋肉量

（r=0.610, p<0.01）、足趾把持力（r=0.449, 

p<0.01）に正の関連が見られた。また、

Kobayashi ら 27)の調査によれば、握力が 10

年後（2006 年から 2016 年）のロコモおよび

ロコモリスクステージの進行に影響を及ぼす

かを 88 名(男性 31 名、女性 57 名、平均年齢

61.6±7.9 歳)を対象に後ろ向きに調査した。

2006 年時の平均握力が高かった群（51 名）と

低かった群（37 名）の 10 年後のロコモ該当

率を比較したところ、握力が低い群に有意に

ロコモの該当者が多かった（高い群 3 人（6％） 

vs 低い群 9 人（24％）, p<0.012）。また、

Nishimura ら 28)の調査によれば、被験者 460

名 を 25-question Geriatric Locomotive 

Function Scale（GLFS－25）のスコアに従っ

て、ロコモ群 97 名(男性 24 名、女性 73 名、

平均年齢 76.8±9.3 歳)と非ロコモ群 363 名

(男性 134 名、女性 229 名、平均年齢 70.4±

9.0 歳)に分け、握力を比較したところロコモ

群よりも非ロコモ群の方が握力は有意に高か

った（ロコモ群 23.5kg vs 非ロコモ群 28.9kg, 

p<0.01）。Imagama ら 29)の調査によれば、健

康診断受診者 523 名(男性 240 名、女性 283

名、平均年齢 63.3 歳)を対象にロコモ度 1、ロ

コモ度 2、非リスクの 3 群に分けて握力を比

較したところ、非リスク群に比べてロコモ度

1 群、ロコモ度 2 群は有意に握力が低かった

（非リスク群 32.1kg vs ロコモ度 1 群 29.4kg

（p<0.05）、ロコモ度 2 群 27.7kg（p<0.001））。 

次に、ロコモ度とサルコペニアのもうひと

つの基準である歩行速度との関連について調

べた。Imagama ら 30)の調査によれば、1,016 

人（男性 427 人、女性 589 人、平均年齢 64 

歳）を対象に、ロコモ群（146 人）と非ロコモ

群（870 人）の 10ｍ歩行速度を比較したとこ

ろ、ロコモ群は有意に遅かった（ロコモ群 6.1

秒 vs 非ロコモ群 5.4 秒, p<0.0001）。また、

Nishimura ら 28)の調査によれば、460 人（男

性 158 人、女性 302 人）を対象に、ロコモ群

（97 人）と非ロコモ群（363 人）の通常歩行

速度と最大歩行速度を比較したところ、ロコ

モ群は非ロコモ群に比べ有意に遅かった（通

常歩行速度：ロコモ群 0.78m/s vs 非ロコモ群

1.04m/s, p<0.01、最大歩行速度：ロコモ群

1.05m/s vs 非ロコモ群 1.37m/s, p<0.01）。 

 

６．ロコモと転倒、骨密度（骨折）との関連 

ロコモと転倒の関連について調べた調査・

研究は 65 歳以上の高齢者を対象としたもの

が多数を占め、65 歳未満を対象とした調査・

研究はほとんどない。重松ら 31)の調査によれ

ば、20 歳以上の 170 名（男性 59 名・女性 111

名，20～30 歳 21 名、31～40 歳 30 名、41～

50 歳 42 名、51～64 歳 47 名。65～74 歳 20

名、75 歳以上 10 名）を対象にロコチェック

の7項目と1年以内の転倒歴を調べたところ、
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ロコチェック陽性者に転倒経験の割合が有意

に高かった（OR2.2, p=0.033）。また、松本ら

32)の調査では、地域在住の高齢者 217 名を対

象とし、対象者を非ロコモ群、プレロコモ群、

ロコモ群の 3 群に分け、転倒頻度、低骨密度

およびサルコペニアの有病率を調査した。そ

の結果、非ロコモ群、プレロコモ群、ロコモ群

の転倒頻度はそれぞれ 13.8％、14.3％、34.2％

で非ロコモ群とロコモ群間、プレロコモ群と

ロコモ群間に有意差があった（p=0.012）。低

骨密度は 32.5％、23.2％、57.9％で非ロコモ

群とロコモ群間、プレロコモ群とロコモ群間

に有意差があった（p=0.002）。サルコペニア

は 3.3％、3.6％、15.8％で非ロコモ群とロコ

モ群間に有意差があった（p=0.010）。二項ロ

ジスティック回帰分析では、転倒とロコモが

有意に関連し、非ロコモ群がロコモ群となっ

た場合の転倒の OR3.5（p=0.009）であった。

また、旭ら 33)の調査によれば、骨粗鬆症検診

に参加した 40～90 歳の女性 848 名を対象と

して、転倒とロコモおよびサルコペニアとの

関連を検討した。その結果、転倒経験を有する

者は 140 名（17.3%）であり、サルコペニアは

13 名（1.6%）、ロコモ度 1 が 417 名（51.5%）、

ロコモ度 2 が 126 名（15.6%）であった。ま

た、転倒との関連を検討したところ Fracture 

Risk Assessment Tool（FRAX）（OR1.06, 

p<0.001）、ロコモ度（OR1.44, p=0.012）が選

択された。 

 

Ｄ．考察 

本研究のレビューにおいて、30 歳代、40 歳

代、50 歳代の約 20～50％がロコモ度 1 また

はロコモ度 2 に該当していることが明らかと

なった。ロコモは高齢者の健康課題というだ

けでなく、全世代の人に注意が必要な健康課

題である。また、ロコモは骨密度の低下や骨粗

鬆症とも関連しており、ロコモの早期発見は、

近年増加している転倒による労働災害の予防

の観点からも事業者や保険者が管理すべき重

要な健康課題のひとつである。 

労働安全衛生法第 69 条では、事業者は労働

者に対する健康教育等の健康保持増進措置を

継続的かつ計画的に講ずるよう努めることを

規定している。その適切かつ有効な実施のた

めに示されたのが、「事業場における労働者の

健康保持増進のための指針 34)（THP 指針）」

である。THP 指針は昭和 63 年に策定され、

その後改正が行われてきたが、最新の令和 5

年の改正では、健康保持増進に関心を持たな

い労働者への働きかけや労働者の高年齢化を

見据えて若年期からの運動の習慣化を図る等

の視点が、フレイルやロコモの予防という形

で明確化された。また、加齢に伴う筋力や認知

機能などの低下が転倒等の労働災害リスクに

つながることから「高年齢労働者の安全と健

康確保のためのガイドライン（エイジフレン

ドリーガイドライン）」（令和 2 年 3 月 16 日

付け基案発 0316 第 1 号）に基づき対応する

ことが重要とされている。さらに、体力の状況

を客観的に把握し、自らの身体機能維持向上

に取り組めるための健康測定手法として、身

体機能セルフチェックやフレイルチェック、

ロコモ度テストが例示されている 35)。このよ

うに国は、高年齢労働者のロコモやフレイル

の把握と予防対策を重視している一方で、こ

れらの対応については THP として取り組む

ことが奨励されており、各事業者の努力義務

とされている。 

本研究で取り上げたロコモの原因となる運

動器疾患の病理変化は 40 歳代からすでに始

まっており 36)、50 歳代以降に顕在化し、急増

する 37)。しかし、多くの場合は無症状である

ため、日常生活においてロコモを早期に発見

することは難しく、労働衛生上、公衆衛生上重

要な課題である。しかし、就労時以降の定期健

康診断や特定健診において運動機能に関する

検査は行われていない。よって、労働安全衛生

法に基づく定期健康診断等の項目に、運動機

能検査を追加することが必要と考える。 
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まず、どのような運動機能検査及び診断法

を用いるかであるが、ロコモ度テストとその

測定結果に基づく臨床判断値がある。ロコモ

度テストは特別な機械などを使用せずに簡易

的に測定できる一方で、40cm、30cm、20cm、

10cm の 4 種類の高さの違う台の準備や測定

スペースの確保、介助者と測定者の確保が必

要となり、測定にも時間がかかる。また、ロコ

モ度テストを定期健康診断に追加した場合、

事業者の定期健康診断の費用負担が増大する

ため、特に中小企業においては検査の実施状

況にばらつきが生じることが推測される。そ

こで、運動機能検査の追加に伴う事業者の費

用負担を抑え、ロコモ度テストと同等のスク

リーニングが行える代替検査方法としてフレ

イルの判定基準に用いられている握力と歩行

速度に注目した。多くの先行研究でロコモ度

と握力低下や歩行速度の遅延が有意に関連し

ていたことから、握力や歩行速度によってロ

コモを発見することが可能と考えられる。ま

た、握力や歩行速度の測定方法は確立されて

おり、握力は握力計で簡単に、被験者自身で測

定することもでき、歩行速度は 5m（または

10m）歩行テストで測定することができる。ど

ちらも健診時の待ち時間などに簡易的に測定

することが可能であり、安全面や費用面から

みても有用と考える。 

一方で、握力や 5m（または 10m）歩行テス

トの基準値は、サルコペニアを診断するため

の基準であるため、30 歳代から 50 歳代のロ

コモ（移動機能の低下）を判断する基準値とし

て流用するには検証が必要と思われる。また、

転倒を予測するための握力や歩行テストの基

準値（カットオフ値）に関する先行研究 38-41)

は、高齢者を対象としており、30 歳代から 50

歳代の労働者を対象とした研究はない。今後

は 30 歳代から 50 歳代の働く世代を対象とし

たロコモや転倒の危険性を予測するための握

力や 5m（または 10m）歩行テストの基準値

（カットオフ値）の設定が必要と思われる。 

次に、運動機能検査は誰を対象とするかで

あるが、本研究のレビューで示した通り 30 歳

代から 50 歳代にも 2～5 割のロコモの該当者

が存在していることから、すべての労働者を

検査対象者とすることが望ましい。一方で、ロ

コモのリスク因子には年齢や BMI 等があり、

これらは既存の健診項目にも含まれているた

め、これらの項目を用いてロコモのリスク因

子を持つ高リスク労働者を抽出することが可

能と思われる。ロコモの高リスク者を対象と

してロコモ度テスト、または握力や歩行テス

トを行うことで、事業者の費用負担も抑える

ことが可能と考えられる。 

最後に、運動機能検査の事後措置について

である。ロコモは骨密度の低下や骨粗鬆症と

も関連しているため、定期健康診断でロコモ

を発見することで、骨粗鬆症検診につなげて

いくことが可能と考える。しかし、市町村にお

ける骨粗鬆症検診の実施率は令和 4 年で全市

町村の 63.0％であり 42)、労働者の居住地によ

り受診機会に差が生じている。一方で、一般健

康診断における二次検査（再検査・精密検査）

の費用については、事業者ではなく労働者が

負担している場合もある。現在、脳・心臓疾患

の発症予防のため、一般健康診断項目のうち、

①血圧検査、②血中脂質検査、③血糖検査、④

腹囲の検査または BMI の測定について原則

として全ての項目で異常の所見があると診断

された場合は、労災保険の二次健康診断等給

付制度 43)の利用ができる。そこで、転倒によ

る労働災害のリスクが高い労働者が骨粗鬆症

検診を受診する機会を広げる方策として、脳・

心臓疾患のように二次健康診断費用等の給付

制度を設けることにより、骨粗鬆症検診費用

の補助が可能になれば、受診が促進され、近年

増加している転倒による労働災害（骨折）の減

少および休業日数の減少にもつながることが

期待される。 

また、ロコモの早期発見と予防介入の効果

については、すでに高齢者を対象とした先行
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研究において運動介入による運動機能の改善

の効果が報告されている 44)。事後措置として

予防介入する際は、事業主と保険者が連携す

るコラボヘルスを推進することで、事業主の

負担軽減にもつながる。以上のように、労災保

険等の活用や保険者との連携により事後措置

の体制整備が促進されると考える。 

ロコモは年齢とともに増加し、重症化して

いくため、就労時の定期健康診断で運動機能

検査を追加することで次のライフステージで

の予防や健康増進にもつながることが期待さ

れる。 

 

Ｅ．結論 

ロコモの早期発見は、近年増加している転

倒による労働災害の予防の観点からも事業者

や保険者が管理すべき重要な健康課題のひと

つである。そのためには、労働安全衛生法に基

づく定期健康診断等の項目に、運動機能検査

を追加することが必要である。検査・診断方法

にはロコモ度テストがあるが、握力や歩行速

度の代替検査の検討も可能である。しかし、基

準値については働く世代を対象とした設定が

必要である。事後措置については、骨粗鬆症検

診の受診やコラボヘルスによる予防介入を促

進することで、次のライフステージでの健康

課題に対する予防や健康増進にもつながる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

３．その他 

 なし 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

我が国における公衆衛生学的観点からの健康診査の評価に資する研究（母子保健） 

 

研究分担者 馬場 幸子  大阪母子医療センター母子保健調査室 室長  

 

研究要旨  

母子保健分野の健康診査[妊婦健診、産婦健診、出生時検診（先天性代謝異常、聴覚検査）、乳幼児

健診]を対象とし、各指針、マニュアル、ガイドラインなどの整理および文献・資料の収集を行い、健康診

査等指針に定められる健康診査が満たすべき 18 の要件に追加項目を加えた 23 項目について検討を行

った。 

結果は各健康診査の制度上の位置づけと評価の方向性、各健診制度における個別の健診項目のエ

ビデンスの評価、健康診査が満たすべき要件に基づいた健診制度の評価表の各成果物資料を参照さ

れたい。なお、令和５年度よりこども家庭庁が設立された。妊娠期からの切れ目ない支援の実施にむけて

母子保健分野の健康診査・検診の整備が更に推進されつつある。 

Ａ．研究目的 

母子保健分野の健康診査[妊婦健診、産婦健診、

出生時検診（先天性代謝異常、聴覚検査）、乳幼児

健診]を対象とし、一年目は、健康診査が満たすべ

き 18 の要件に追加項目を加えた 23 項目に沿って

各健診制度の確認を、二年目は各健診の実施者・

法的位置づけ、また各健診項目が意図する疾患や、

基準値の根拠などのエビデンスについて確認した。 

Ｂ．研究方法： 

●健診・検診制度の要件に基づいた健診制度の評

価 

 各健診について、法令や通知も含めた文献・資料

を収集し、健康診査が満たすべき 18 の要件に追加

項目を加えた 23 項目の評価、解説の素案を作成し

た。素案は、妊婦健診、産婦健診、出生時検診（先

天性代謝異常、聴覚検査）については研究分担者

が作成し、乳幼児健診については研究協力者が作

成した。その後、研究分担者と研究協力者は協力し

て、素案を複数回系統的に吟味した上、疑義がある

点については所属機関で各健診に関与した経験の

ある医師と意見交換を行い、必要部分を修正して、

草案を作成した。草案について、健診・検診制度間

での評価の標準化を目的として、他の健診・検診制

度を研究分担者による査読を受け、指摘のあった部

分を改定した。 

●各健診の制度上の位置づけ、個別の健診項目の

エビデンスの評価 

まず「母子保健行政法令・通知集 令和5年版

（令和5年4月発行）」で各健診項目の実施者と

法的位置づけと項目等について確認した。その上

で、各健診項目の内容について、妊産婦健診は「産

婦人科診療ガイドライン」・「精神疾患を合併し

た、或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイ

ド」、新生児検診は「よくわかる新生児マススク

リーニングガイドブック」、乳幼児健診は、「改

訂版乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」を主

に参照し、それらの中で紹介されている個別の文

献にもなるべくあたったうえで素案を作成した。

また、令和５年度に発出された通知等について、

研究協力者 

谷川 果菜美  大阪母子医療センター 保健師 
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週刊保健衛生ニュースやグーグルなどの検索エ

ンジンを用いて情報を収集した。 

素案は、妊婦健診、産婦健診、出生時検診（先天

性代謝異常、聴覚検査）については研究分担者が、

乳幼児健診については研究協力者が作成した。そ

の後、研究分担者と研究協力者は協力して、素案を

複数回系統的に吟味した上、疑義がある点につい

ては所属機関で各健診に関与した経験のある医師

と意見交換を行い、必要な修正を行った。 

Ｃ．研究結果：下記成果物資料を参考にされたい。 

資料 2 各健康診査の制度上の位置づけと評価の

方向性  の 

妊婦健診 

産婦健診 

出生時検診（先天性代謝異常） 

出生時検診（聴覚検査） 

乳幼児健診 

資料 3 各健診制度における個別の健診項目のエ

ビデンスの評価 の 

妊婦健診 (p.1) 

産婦健診 (p.7) 

出生時検診（先天性代謝異常）(p.9) 

出生時検診（聴覚検査）(p.13) 

乳幼児健診 (p.15) 

資料 4 健康診査が満たすべき要件に基づいた健

診制度の評価表 の 

妊婦健診 (p.1) 

産婦健診 (p.7) 

出生時検診（先天性代謝異常）(p.14) 

出生時検診（聴覚検査）(p.20) 

乳幼児健診 (p.26) 

 

Ｄ．考察 

令和元年に成育基本法（成育過程にある者

及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な

成育医療等を切れ目なく提供するための施

策の総合的な推進に関する法律）が施行され、

令和５年度にこども家庭庁が設立した。本研究班

は令和４・５年度に実施されており、母子保健を

とりまく環境が大きく変化する状況で研究を行

った。具体的には、令和4年度には、健やか親子

２１（第２次）が終了し、以後は成育医療等基本

方針に基づく国民運動として位置づけられた。ま

た、母子保健や成育医療等に関する施策の評価指

標としては、成育医療等基本方針（第１次：令和

２年度～令和４年度、第２次：令和５年度～令和

１１年度）に基づくという整理がなされた。また、

妊娠期からの切れ目ない支援を実施するため、各

健診・検診についても様々な変更がなされた。 

妊婦（出産後は産婦、そして児の母）にとって

の切れ目ない支援という点で、妊産婦健診につい

ては下記のような取り組みを行うことが必要と

考えられる。 

1)妊婦健診における妊娠中至適体重増加量につ

いての保健指導 

健康日本２１（第三次）や成育医療等基本方針

において、若年女性の非妊娠時のやせについてと

りあげられているが、妊娠中至適体重増加につい

てはとりあげられていない。DoHAD仮説（胎児期

や生後直後の健康・栄養状態が、成人になってか

らの健康に影響を及ぼす）として、低出生体重と、

高血圧・冠動脈疾患・２型糖尿病・脳梗塞・脂質

代謝異常・血液凝固能の亢進などの生活習慣病と

の関連が明らかになっている。予防可能な低出生

体重児出産を減らすことが、成人期の疾病予防に

もつながることを鑑みると、妊娠中の妊娠中至適

体重増加量についての保健指導が必要だと考え

られる。や、その際には、妊娠後の体重や栄養管

理についても指導する必要がある。 

2)妊婦健診・産婦健診における睡眠時間について

の把握、保健指導 

睡眠不足とうつの発症リスクを上昇させるこ

とは広く知られている。また妊婦は睡眠が浅くな

りがちで、産婦は新生児への授乳などにより睡眠

不足となりやすいことも知られている。妊産婦のう

つ予防の観点で、睡眠時間についても健康診査の

問診項目に加え、保健指導を行うことが必要と考え

られる。 

3)産後１か月以降の産婦健診の実施 

産婦の自殺が産後４か月に最も多いことなどを踏
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まえ、４か月児健診時に産婦（児の母）に対する健

康診査を並行実施し、産婦のメンタルヘルス不調の

把握や保健指導・医療その他の措置を講ずることが

必要だと考えられる。 

また、子どもにとっての切れ目ない支援という点

で、乳幼児健診については令和 5 年度補正予算分

母子保健医療対策総合支援事業の実施要綱にお

いて 1 か月児及び 5歳児健康診査支援事業が定め

られたが、それに加えて下記のような取り組みを行う

ことが必要と考えられる。 

4) 4 か月児健診（３～５か月児健診）の法定健診化 

令和３年度時点での実施率は99.5%と極めて高い

実施率であるが、100%ではない。全国で同一の母

子保健サービスを受領できるようにするには、0.5%

の未実施自治体をなくす必要がある。４か月児健診

では定頸や発育性股関節形成不全など、身体の発

達チェックにおいて重要な月齢である。 

5) １０か月児健診（９～１１か月児健診）の法定健診

化 

令和３年度時点での実施率は 81.0%と高い実施

率であるが、100%ではない。10 か月児健診では座

位の安定や、母とのやりとり（バイバイ・後追いなど）

など社会面の発達チェックの重要な月齢である。 

更に、乳幼児期以降の子どもにとっての切れ目

ない支援という点で、学校保健分野において下記

のような点も検討可能であると考える。 

6) 体格についての保健指導・健康教育 

小児期・思春期のやせが継続した状態で妊娠す

ると妊婦のやせの問題に直結する。身長・体重は学

校健診の検査項目になっているが、体格（ＢＭＩ等）

についても検査項目とし、やせや過体重に対する

保健指導・健康教育を行うことを検討されたい 

7) 月経前症候群（PMS）や月経痛についての発生

状況の把握及び保健指導 

産業保健分野において、労働基準法に基づいて

勤労女性に生理休暇の取得が認められている。近

年、高校入試において月経痛や月経前症候群が追

試対象に加えられた。女子生徒に対する、初潮発

来、月経痛、などの発生状況の把握のため問診項

目の追加や、入学試験時に限らず平常時の対応も

含めた保健指導についても検討されたい。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

 なし 

 

１．論文発表 

 なし 

 

２．学会発表 

 なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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令和４・５年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

地域健診（後期高齢者健診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診）に関する評価 

 

研究分担者 村木 功  大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 准教授 

 

研究要旨  

75 歳以上への健康診査（以下、後期高齢者健診と呼ぶ）、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診について、

各指針、マニュアル、ガイドラインなどの整理および文献・資料の収集を行い、健康診査等指針に定めら

れる健康診査が満たすべき 18 の要件に追加項目を加えた 23 項目について検討を行った。また、各健

診・検診制度の健診・検診項目の有用性について再評価を行った。後期高齢者では健康診査受診の有

効性が十分に検討されていないことから、その検討が必要である。骨粗鬆症検診では、生活習慣病予防

の視点を含めた保健指導・健康教育の展開が期待される。現在、骨粗鬆症検診に関連するガイドラインの

整備などが進められており、今後の動向を踏まえての評価・検討が望まれる。肝炎ウイルス検診は、集団

への対策としての対象者選定基準の再検討の余地があると考えられる。 

Ａ．研究目的 

住民健診、骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検診

は、老人保健法に基づく老人保健事業として始

まった。2008 年度より高齢者の医療の確保に関

する法律に基づき、75 歳以上への健康診査（以

下、後期高齢者健診と呼ぶ）が後期高齢者医療

制度広域連合の保健事業として実施されるように

なった。骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検診は、

2008 年度より健康増進法に基づく市町村の健康

増進事業として実施されるようになった。肝炎ウイ

ルス検診は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律に基づく特定感染症

検査等事業として、2000 年度より保健所におい

ても実施されている。 

これらの健診・検診制度は開始から長い期間

が経過し、開始当初と対象疾患の有病率の変化

や科学的根拠の集積などが起こっている。そこで、

これら健診・検診の要件・有用性等を再評価する

ことを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）健診・検診制度の要件の評価 

後期高齢者健診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイル

ス検診を健康診査等指針に定められる健康診査

が満たすべき 18 の要件を基本として、ライフステ

ージ、歯科疾患、健康増進目標、健康教育、デ

ジタル化の 5 項目を加えた 23 項目について評

価した。 

まず、研究協力者 3 名が後期高齢者健診（松

村）、骨粗鬆症検診（岡本）、肝炎ウイルス検診

（川内）について文献・資料を収集し、23 項目の

評価、解説の素案を作成した。評価は、◎（満た

している）・○（概ね満たしている）・△（あまり満た

していない）・☓（全く満たしていない）の 4 段階と

した。また、可能な限り、根拠を示した。素案につ

いて、研究分担者が文献・資料を追加収集する

などして、系統的に吟味した。疑義がある点につ

いて、担当した研究協力者との議論を経て、草

案を完成した。草案について、健診・検診制度間

での評価の標準化を目的として、他の健診・検診

研究協力者 

松村 拓実  近畿大学医学部公衆衛生学 助教 

岡本 華奈  大阪大学大学院医学系研究科公衆衛

生学 特任研究員 

川内 はるな 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛

生学 大学院生 
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制度を研究分担者による査読を受け、改定を繰

り返し、評価の完成を目指した。 

 

（２）健診・検診項目の有用性の評価 

後期高齢者健診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイル

ス検診について、それぞれの根拠となる指針・ガ

イドライン、マニュアルを基本とし、標準的な健

診・検診項目の有用性を整理した。また、各健

診・検診項目の有用性に関する情報を各種診療

ガイドライン、原著論文・公表資料により更新した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は公表資料の文献的検討のみであり、

倫理面の問題は生じない。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）健診・検診制度の要件の評価 

後期高齢者健診では、①対象健康課題の重

要性、④対象疾患の潜在的進行、⑦十分な体制

整備、⑪コスト－ベネフィットバランス、⑭継続的

な実施体制の確保、⑲ライフステージの考慮、⑳

歯科疾患予防、㉑健康増進目標との対応につい

ては、要件を十分に満たしていると判断された。

一方、②対象健康事象の危険因子・指標の存在、

③介入効果、⑤社会的妥当性、⑥検査の有効

性、⑧根拠ある事後措置、⑨事後措置の実施体

制、⑩健診・検診制度の許容状況、⑬公平性、

⑮受診者の自律性への配慮、⑯有効性の根拠、

⑰費用の妥当性、⑱根拠に基づく変更について

は、後期高齢者を対象とした科学的根拠が乏し

いことなどの理由から一部に課題があると判断さ

れた。 

骨粗鬆症検診では、①対象健康課題の重要

性、②対象健康事象の危険因子・指標の存在、

③介入効果、④対象疾患の潜在的進行、⑥検

査の有効性、⑦十分な体制整備、⑪コスト－ベ

ネフィットバランス、⑭継続的な実施体制の確保、

㉑健康増進目標との対応については、要件を十

分に満たしていると判断された。一方、⑫モニタリ

ング体制、⑮受診者の自律性への配慮、⑯有効

性の根拠、⑰費用の妥当性、⑱根拠に基づく変

更、⑲ライフステージの考慮、⑳歯科疾患予防、

㉒健康教育、㉓データのデジタル化については、

科学的根拠が乏しいことなどの理由から一部に

課題があると判断された。 

肝炎ウイルス検診では、多くの要件を十分に

満たしている一方、⑫モニタリング体制、⑮受診

者の自律性への配慮、⑯有効性の根拠、㉑健康

増進目標との対応、㉓データのデジタル化につ

いては、集団への対策としての科学的根拠が乏

しいことなどの理由から一部に課題があると判断

された。なお、⑲ライフステージの考慮、⑳歯科

疾患予防の 2 項目については、評価項目として

肝炎ウイルス検診の趣旨に沿わない可能性が高

い。 

 

（２）健診・検診項目の有用性の評価 

後期高齢者健診の問診項目は、高齢者の特

性を考慮した設問となっており、各問診項目の設

定の根拠及び活用方法が示されている。問診以

外の健診項目は特定健康診査と同様の項目で

あり、後期高齢者以外の年齢ではそれらの有用

性が認められている。しかし、後期高齢者におけ

る健康診査受診の死亡や要介護の低減効果に

ついての科学的根拠は不十分であり、各健診項

目の有用性の検討も十分ではない。 

骨粗鬆症検診の骨量測定の検査方法には

様々な方法があるが、いずれも妥当性は確認さ

れている方法である。問診項目については、骨

粗鬆症・骨折との関連が報告されているものが中

心となっており、保健指導を想定した項目も含ま

れている。 

肝炎ウイルス検診の問診項目は、検査適応の

有無を判別する目的と推察される。血液検査の

精度は体外診断用医薬品として承認された検査

試薬を用いることで、担保されている。 

 

Ｄ．考察 

健康診査受診による総死亡、循環器疾患死亡

の予防効果については確定的とは言えない状況
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であるが(Hozawa et al. Prev Med. 2010; Suh Y et 

al. Am J Cardiol. 2017; Cochrane Database Syst 

Rev. 2019;1:CD009009)、近年、比較的リスクの

高い前期高齢者においては健康診査受診が循

環器疾患を予防する可能性について報告されて

い る (Lindholt JS et al. Lancet 2017.; NEJM 

2022.)。しかし、後期高齢者についての検討は十

分ではない。また、要介護の予防などの観点で

の検討も十分ではない。後期高齢者健診は、特

定健康診査の必須項目を基本とし、特定健康診

査からの連続性により有用性が推定されている

が、後期高齢者での検討は十分ではなく、後期

高齢者での有用性の検討が必要である。 

骨粗鬆症検診は、健康増進事業実施要領に

おいて、「骨粗鬆症検診は、疾病の発見のみなら

ず、検診の実施により健康自立への意識を高揚

させ、実践へ結びつけることにより快適な高齢期

を迎えることを目的とするものであり、さらに必要

に応じて生活習慣の改善を行うことが生活習慣

病の発症予防及び重症化予防を進める上で重

要であることから、健康教育、健康相談及び訪問

指導等他の保健事業や介護予防事業等と有機

的な連携を図ることにより、適切な指導等が継続

して行われるよう配慮する。」こと、つまり、生活習

慣病予防、重症化予防の視点が含まれることも

明記されている。一方、骨粗鬆症 検診・保健指

導マニュアル第２版においては、生活習慣病予

防の視点はほとんど含まれていない。ただし、生

活習慣病と骨粗鬆症・骨折の危険因子は共通し

ていることから、保健指導の方向性を拡張するこ

とは十分に可能である。現在、すべての市町村

が骨粗鬆症検診を実施している状況にはなく（令

和３年度地域保健・健康増進事業報告）、厚生

労働科学研究などでガイドラインなどについても

整備が進んでいるところであることから、今後の

動きを踏まえての評価・検討が望まれる。 

肝炎ウイルス検診は、感染者を発見する点に

おいて妥当性の高い検査である。しかし、肝炎ウ

イルスの感染経路は限定的であり、感染率も年

齢とともに徐々に高くなるのみで、飛躍的に高く

なる年齢層や性別などの特徴はないことから、集

団への対策としての検査対象者の選定基準（生

涯に１度の検査を推奨すること）には再検討の余

地があると考えられる。なお、海外の状況として、

ハイリスク者を対象者とする国と生涯に１度の検

査を推奨する国の両方が存在し、一定してはい

ない。 

 

Ｅ．結論 

後期高齢者における健康診査受診の死亡や

要介護の予防効果の検討が望まれる。骨粗鬆

症検診は、生活習慣病予防の視点も考慮した

保健指導、健康教育の展開が期待される。今後

の動向を踏まえた上で、評価・検討が望まし

い。肝炎ウイルス検診は、集団への対策として

の対象者選定基準の再検討の余地があると考

えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

なし 

 

１．論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

 

３．その他 

 なし 
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